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 TEC-FORCE活動では、被災状況調査等の活動に加え調査結果等の報告、共有、情報発信、取りまとめ

等の作業量も相当な分量となっている。 
 このため、各地整のTEC-FORCE隊員は情報通信機器を持参し、これらの作業を行っているが、プリン

タやスキャナなど比較的大きな機器も含め一式持ち込む必要があり、運搬手段の確保やLAN環境の構築に

苦慮している。 
また、LAN環境を構築したものの、派遣先において携帯電話等の通信キャリア回線に接続ができない事

も多く、結果的に派遣元とのデータ送受信のために、受援地整のPCやネットワークを借用している場合が

ある。 
 これらの問題を解決するため、受援地整で構築したネットワークに派遣地整のTEC-FORCEが持参した

PCが接続可能な設備の整備、派遣地整側のPCにおける設定方法、派遣先におけるネットワーク環境の改

善効果等について、実験結果を含め報告する。 
 また、国土交通省以外の施設を利用した現地災害対策本部におけるネットワーク、通信環境の整備、近

畿管内の府県、政令指定都市でのネットワーク利用についても併せて報告する。 
 

キーワード TEC-FORCE、ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽVPN技術、情報通信環境の改善、近畿情報ﾈｯﾄ  
 
 

1.  現在の状況 

(1)   TEC-FORCE派遣時の情報通信環境 
 情報通信環境の確保として、TEC-FORCEを派遣する

地整（以下、「派遣地整」という。）は、次の対応を行

っている。（図－１参照） 
・被災状況の取りまとめ等に必要となる情報通信機器

（パソコン、プリンタ・スキャナ等）を準備・運

搬・設置 
・派遣地整の本部（本局）への被災状況の報告資料送

付等のために、通信キャリア回線（携帯回線等）

を用意 
・TEC-FORCE隊員（以下、TEC隊員）との連絡手段と

して、一般の携帯電話を用意 

 
図-1  情報通信環境 

 

 (2)   リエゾン派遣時の通信回線確立 
 被災地自治体への支援として、被災地自治体と国土交

通省の間で連絡調整を行うリエゾンが派遣されるが、派

遣元との連絡調整で使用する通信回線の確立が必要とさ

れる。 

災害対策本部への被災映像配信や、連絡手段として利

用するもので、以下の手順にて対応を行っている。 

 ・支援先自治体への通信設備の選定・運搬 

 ・臨時通信回線が必要な部署（場所）の確認 

 ・通信設備の運用可能な場所の選定 

 ・通信設備から臨時通信回線が必要な部署（場所） 

までの配線ルートの選定 

  ・支援先自治体への設備配置の説明及び了承を得る 

 
 (3)   被災時における通信キャリア回線 
 東日本大震災を踏まえ総務省が開催した「大規模災害

等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」

（平成２３年１２月総務省）における資料を参考に、被

災時における通信事業者の通信トラフィック状況を確認

したところ、図２～４のとおり、大幅に通信トラフィッ

クが増加している。 
被災直後は平常時と比較して約３倍～７倍の通信トラ

フィックが発生しており、被災から一定時間経過後にお

いても、平常時よりも高い通信トラフィック量となって

いる。通信トラフィック量の増加により、通信キャリア
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によっては特定エリアの発信規制を実施していた。 

 
図-2 東日本大震災発生時のﾄﾗﾌｨｯｸ状況（ﾄﾞｺﾓ） 

 

 

 図-3 東日本大震災発生時のﾄﾗﾌｨｯｸ状況（KDDI） 

 

 
図-4 東日本大震災発生時のﾄﾗﾌｨｯｸ状況（ｿﾌﾄﾊ ﾝ゙ｸ） 
出典：大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方

に関する検討会 第8回会合 配布資料 
 

2.  課題の整理 

 (1)   通信環境に関する課題 
  災害発生時は、ﾄﾞｺﾓ、KDDI等の通信施設の被災や、

通信集中による輻輳を防止するため、通信キャリアは

発信規制を断続的に実施する場合が想定される。 

  そのため、通信が出来なかったり、出来た場合にお

いても通信速度が遅く、派遣元の地整本局に大量のデ

ータを送信する際には、長時間係ってしまう。 

 

(2)   機器の設置・運搬に関する課題 

  プリンタやスキャナなどの大型機器があるため、運

搬方法が限定され、運搬手段に手間取っている。 

また、あらかじめ接続の設定を行っているが、設

定機器が多く、手順誤り等により機器が正常に稼働し

ない場合がある。不具合の原因究明についてもTEC隊

員自ら行う必要があり、本来の業務に支障が出ている。 

 

(3)   連絡先に関する課題 

  通常、TEC隊員毎に与えられた携帯電話を使用して

いるが、派遣TEC隊員が交代する度に番号が変わるた

め、その都度連絡先を確認・周知する必要がある。 

 

(4)   リエゾン派遣時に関する課題 

通信設備の選定から運用までに多くの確認及び調

整事項があり、早期の支援体制確立の妨げになってい

る。 

 

3.  ＴＥＣ隊員へのアンケート 

熊本地震にTEC-FORCEとして派遣された職員を対象

に、防災課が実施した「熊本地震におけるアンケート」

における結果は、次のとおりであった。 
・被災地のＬＴＥでの通信環境が他の通信と競合してい

るため、最初安定せず（後に改善）、途中で途切れた

り、送信に時間がかかったり、少し大きめのファイル

が通信途中で切断されたりして苦慮した。 
・活動拠点の変更に伴い、ＰＣ・プリンタ等の機器移

動・設置を行ったが荷物も多く、立ち上げにも苦労し

た。 
・通信環境の改善。大容量の写真データの送付にかなり

時間を要していたようなので、ＷｉＦｉを含めた、モ

バイルの通信環境の改善が望まれる 
 
アンケート結果から、通信環境が安定しないためデー

タの送信に時間を要したり、機器の移動や設置に苦労し

ていたことなど、前項で整理した課題と同様の内容であ

ることが確認できた。 
 

4.  改善策及び実験結果 

 (1)  改善策 
各課題に対して検討した改善策は次のとおり。 

(a) 通信環境に係る改善 

受援地整独自の通信ネットワーク回線を使用す

ることで、通信規制等の影響を防ぐことができ、
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安定した通信環境を確保する。 
 (b)機器の設置・運搬に係る改善 

派遣地整が用意する通信機器はパソコンのみと

し、その他必要な通信機器は受援地整側で用意

することで、派遣地整側の準備・運搬・設置の

負担を大幅に軽減させる。 
  (c)連絡先に係る改善 

派遣された各ＴＥＣ班にマイクロ電話機（ＰＨ

Ｓ）を割り当てることで連絡先を統一させる。 
これらの検討を踏まえた改善後の情報通信環境を図-

５に示す。 
 近畿地方整備局業務継続計画では、他地整からの

TEC-FORCEを受け入れる際、大阪合同庁舎１号館の新

館３階Ａ会議室にＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ総合指令部を設置

することとなっている。 
 計画のとおり、Ａ会議室に受援地整を受け入れた際の

配置図は図-６のとおり。 

 

図-5  改善後の情報通信環境 

 

 
図-6  Ａ会議室配置図 

(d)  リエゾン派遣時に係る改善 

・体制確立に必要な確認事項について、事前に確認調

査を実施し、台帳化する。台帳に記載する事項は

以下のとおり。 
   1)災害対策本部、リエゾン活動場所 

   2)通信設備の設置可能場所 

   3)配線ルート 

   4)近畿地整との既設ネットワーク接続設備の有無 

  今回、府県・政令市と一部の町について台帳化を行

った。作成した支援台帳の例は図-７のとおり。 

近畿地整との既設ネットワーク接続が無い自治体

については、衛星通信設備、簡易多重設備での構

築を検討した。それぞれの実現性を考慮し、どの

系統が有効かの優先順位をつけ、判断の材料とし

て整理した。 

 これにより、調査済みの自治体へ支援に向かう際は、 

必要な設備の選定や配置について容易に行え、ま

た、自治体担当者との連携も容易になると考える。 

 ・府県及び政令指定都市においては、特定の通信回線

（近畿情報ネット）として構築していたネットワ

ークを活用し、リモートアクセスVPN技術を使うこ

とにより、本部共有ファイルサーバへのアクセ

ス・電子メール・防災ｗｅｂ閲覧（映像共有化・

DIMAPS等）が可能となり、日頃利用している行政端

末と同様の作業が可能となる。（図-８参照） 

 

 

図-7  支援台帳の例 

 

 

図-8  リエゾン等TEC-FORCE用NW構築 
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(2) 実験結果 
(a) TEC-FORCEの受け入れ確認 

 他地整からのTEC-FORCEを受け入れ予定である

Ａ会議室に、図-6のとおり通信機器を設置し、通信

テスト等を行った。 
受援地整が作業を行うテーブルにパソコンを設

置し、行政系ネットワーク回線を接続することに

よって、インターネットやイントラネット、及び

ＮＡＳ（共有ＨＤＤ）に接続できることを確認し

た。 
   同様に各テーブルにＰＨＳを設置し、マイクロ電

話機（地整内線電話機）として使用できることを

確認した。 

  
写真-1  Ａ会議室配置状況  写真-2 インターネット等閲覧 
 

(b) リエゾン派遣時の通信回線確認 

   近畿地整との既設ネットワーク接続設備がある大

阪府について、通信回線確認を行った。 
   図-８のとおり、近畿地整にVPN設備を設置し、

L3スイッチ等の必要な設定を行うことで、大阪府

において、パソコンによるインターネットやイン

トラネット、さらには内線電話など、日頃の職場

と同様の通信環境を確立できることが確認できた。 

 

写真-3  大阪府災害対策室 設置完了状況 

 

 

 
写真-4  イントラネットと内線電話の利用状況 

 
 今後は、本台帳をもとに自治体との合同訓練を実施 

し、より実情に合うよう台帳の更新が必要であると考 

えている。 

 

5.  今後の検討 

 (1)他地整からのTEC-FORCE受け入れ時おいて、50人
以上が同時に業務を行うことが想定される。その

ような場合においてもネットワーク機器が負荷に

耐えることが出来るか、確認が必要である。 

  また、他地整の共有ファイルサーバへの接続は、セ

キュリティの関係で実施できないため、接続可能

とするための仕組み作りが必要である。 

 (2)近畿地整のみの検討・整備を行ったが、他地整に

おいても同様の整備が可能か検討し、各地整統一

した整備が必要と考えられる。 

 (3)支援台帳を作成した自治体は少なく、引き続き作

成する必要がある。 

  また、ネットワーク接続が行えていない自治体につ

いては、通信キャリアの携帯電話回線等を利用す

ることになるため、通信キャリアを利用しない、

国土交通省の衛星通信回線の利用などについて、

検討が必要である。 

 

 最後に、今回検討・確認した内容を基礎資料として、

今後も他地整、各自治体担当者との情報共有や意見交換

を行い、災害時においても迅速に設営ができ、より安定

した通信環境となるよう整備を進めていきたい。 
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海水循環技術と現地実験について 
 

 

春山 哲彦 

近畿地方整備局 神戸港湾事務所 沿岸防災対策室 （〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町7−30） 

 

大阪湾では、湾奥部の底層溶存酸素量が不足するなど、慢性的な水質汚濁に対して、「大阪湾

再生行動計画」を策定し、環境改善施策が推進されているところである。 

このような中、海域環境改善の一方策として、窪地状の地形である堺泉北港堺浜において、表

層の低密度水を窪地底層に放流する海水循環技術を利用した現地実験を約2ヶ月間試験的に行い、

その前後期間に水温・塩分などの経時変化を確認するモニタリング調査を行った。 

本研究では、その海水循環技術の概要と現地実験1年目の調査内容について、報告する。 

 

キーワード 海域環境，海水循環，モニタリング，現地実験，貧酸素水塊

１. 技術開発の目的および背景 

大阪湾は、瀬戸内海の東端に位置する閉鎖性海域

であり、慢性的な水質汚濁に対して、様々な環境改

善施策が推進されているところであるが、特に湾奥

部は、流況(海水)の停滞性が強く、大阪湾に点在す

る窪地では、夏季及びその前後に貧酸素水塊が発生

している状況である。窪地内の貧酸素化対策として、

窪地の埋め戻しや、酸素供給装置による曝気が挙げ

られる。しかし、窪地の埋め戻しは、事業を進める

のに多大な時間と費用がかかることや、船舶航行に

支障を来すといった問題がある。また、曝気による

改善は、閉鎖性水域であるダム湖では実用化してい

るものの、開放的な海域で実用化している例はない。 

このような背景を踏まえ、窪地の貧酸素対策を実

用的に実施できる技術として、海水循環技術の現地

実証実験を行う。 

２. 概要 

(1) 海水循環技術の概略 
本検討における海水循環技術とは、低密度水を窪

地の底層に放流し、密度差により低密度水が浮上す

る力を利用して海水循環を起こし、窪地の貧酸素化

を防ぐ技術である。 

そのメカニズムは図-1に示すとおりであり、①表

層水や下水処理水といった高温・低塩分の密度が軽

い水を窪地内へ導水し、②浮力と連行で窪地内の冷

たく密度の重い水塊の解消を促進し、③同時に起こ

る鉛直循環流によって、外部の海水を水平方向に引

き込むことで、窪地水と直上水との海水交換を促進

し、窪地内の貧酸素水塊を低減する。 

窪地⇒

 

図-1 海水循環技術の効果発生メカニズムのイメージ 

(2) 実験内容 
a) 実験対象水域の特徴 

現地実証実験は、一級河川大和川の河口部に位置

する、堺泉北港堺浜(堺2区北泊地､次頁の図-2)で実

施した。 
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この水域を実験場所とした主な理由は、①水域入

口の水深(平均水面下約11m)よりも、水域内が深い窪

地形状(最大水深が平均水面下約18m)となっている

ため、冬に形成された冷たく重い水塊が、密度成層

ができる春から秋にかけて底層に滞留し続け、無酸

素化する、②水域内の表層水が大和川の影響で低塩

分となっており、本技術で必要となる低密度水とし

て利用できる、③水域内に大阪湾水質定点自動観測

所(堺浜MP)が存在しており、平均水面下約10m以浅の

水温・塩分・DO等の連続データが取得可能というこ

とである。 

b) 実験装置の設置イメージ 
水域内の表層水を窪地内へ導水するために用いた

実験装置の設置イメージを図-3に示す。本装置は

D.L.-1m(平均水面下約2m)の水塊を12,000m3/日の流

量で窪地内に導水した。導水は2016年7月19日～9月

18日に実施した。 

 

(3) モニタリング調査の内容 
 水温、塩分、密度、DO等の空間分布やその経時変

化を確認するため、以下のモニタリング調査を実施

した。調査内容を表-1、表-2 に示す。（次頁に続く） 

 

 

図-2 現地実験の対象水域(堺泉北港堺浜) 

 

図-3 実験装置の設置イメージ 

 

表-1 現地環境調査毎の主な役割 

調査区分 主な役割 

プリューム調

査 

装置の稼働開始時において、低密度水が窪地水内に導水されて、窪地内の冷水を連行して中層へ

浮上していることを確認する。また、浮上水塊が表層付近まで浮上していないことを確認する。

連続調査 調査期間中の窪地内の密度(水温・塩分)を連続計測し、装置非稼働時(平成 27 年度の事前調査時)

との比較を行うことで、低密度水の導水によって窪地内の冷たく重い溜まり水の解消が促進され

る効果を検証する。 

水質調査① 調査期間中の密度と DO の空間分布を計測し、装置非稼働時(平成 27 年度の事前調査時)との比較

を行うことで、低密度水の導水で窪地内の冷たく重い溜まり水の解消が促進される効果と、窪地

内の無酸素水塊の存在期間の短縮効果を検証する。 

水質調査② 低密度水の導水期間中において窒素・リン・硫化物濃度等を採水分析し、窪地内の高濃度の窒素・

リンや硫化物が表層付近に浮上していないことを検証する。 
 

表-2 現地環境調査毎の内容 

調査区分 調査方法 調査項目 地点数 調査回数 調査層 

プリュー
ム調査 

水質計による
鉛直測定 

水温、塩分 
1点(放流口周辺 
で詳細測定) 

計1回 (7月19日) 
放流口から 
鉛直上方へ1mごと 

連続 
調査 

水温・塩分計
の設置 

水温、塩分 1点(堺浜MP位置) 計1回 (7/4～11/30) 海底面上4,3,2,1m 

水質 
調査① 

水質計による
鉛直測定 

水温、塩分、
濁度、DOなど 

18点 
(Stn.1～18) 計13回 

(7/上旬～11/下旬)
深度0.5m間隔 

pH 1点 (Stn.11) 

水質 
調査② 

採水分析 
窒素、リン、
硫化物など 

4点 
（堺浜内地点、大
和川地点、大和川
合流点、沖合地点）

計1回 (8/2) 

堺浜内地点⑪（海面下0､2､4､10､15m） 
大和川地点⑲（海面下0m） 
大和川合流点④(海面下0､2､4m､海底面上1m)
沖合地点①（海面下1m､1/2水深､海底面上1m）

導水装置の
設置位置

大和川実験対象水域
堺泉北港堺2区
1.5×0.5 km ・
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(モニタリング調査の内容) 
a) プリューム調査 
導水した低密度水が、窪地内の冷たく重い水塊を

連行して実験対象水域の入口の水深より浅い層へ浮

上し、なおかつ表層付近までは浮上していないこと

を検証するため、導水開始時において、浮上するプ

リュームの水温・塩分を、図-5に示すイメージで計

測した。 

b) 連続調査 
窪地内の冷たく重い水塊の解消が促進される効果

を検証するため、大阪湾水質定点自動観測所(堺浜MP、

図-4中の◆地点)において、自動観測の範囲外となっ

ている底上4,3,2,1m(平均水面下約11,12,13,14m)で、

水温・塩分を連続計測した(図-6)。 

 
c) 水質調査① 
窪地内の冷たく重い水塊の解消が促進される効果

と、窪地内の無酸素水塊の存在期間が短縮される効

果を検証するため、図-4の地点 1～18 において多項

目水質計による水質鉛直計測を行い、密度(水温・塩

分)、DO の空間分布を把握した。 

d) 水質調査② 
窒素・リン・硫化水素を多く含んだ窪地内の水塊

を浮上させたことで、実験対象水域内およびその周

辺の表層でそれらの濃度が上昇していないことを検

証するため、図-4地点1,4,11,19を対象に、装置稼働

期間中(8月上旬)に採水分析を実施した。 

なお、図-7に各調査の実施時期を示す。 

 

 

図-4 調査地点図 

 

計測バーを0.5mずつ

引き上げながら、

水温・塩分を測定する。

泊地奥

泊地入口

 

図-5 プリューム調査の計測イメージ 

底上1m

底上3m

水温・塩分計

おもり

モニタリングポスト(既設)

底上4m

底上2m

ロープ固定

 

図-6 連続調査の計測イメージ 

 

7月 8月 9月 10月 11月

連続調査

導水期間

水質調査①

プリューム調査

水質調査②

平成28年度

 

図-7 導水とモニタリング調査の実施時期 

… 縦断図ライン 

堺浜 MP 位置

新技術・新工法部門：No.02

3



３. 調査結果 

(1) 放流水のプリュームの形成状況 
導水の開始前後における放流口位置の水温・塩分

分布を比較すると、導水開始後には低温・低塩分の

水塊が水深8mまで浮上していることが確認された

(図-8)。このことから、窪地底層へ放流された低塩

分水は窪地内の冷水塊を連行して実験対象水域の入

口の水深(平均水面下約11m)より浅い水深へ浮上し、

かつ、表層付近までは浮上していないことが確認さ

れた。 

 

 
 

(2) 密度躍層の季節変化 
連続調査において、導水開始の約 20 日後となる 8

月 6 日以降、窪地内の水温は顕著に上昇し、導水を

終了した 9 月 18 日の時点で、2015 年度に実施した

事前調査(導水無し)での同時期に比べ、2～3℃程度

高い水温となった(図-9 上図)。また、窪地内の水温

上昇に伴い密度が低下したことで、中層側(底上 4m)

と底層側(底上 1m)との間の密度差は、同時期の事前

調査よりも小さくなった(図-9 下図)。

稼
働
前

24.8

22

23

24

実験対象
水域の奥側

実験対象
水域の入口側

実験対象
水域の奥側

実験対象
水域の入口側  

図-8 プリューム調査結果 

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日

水温(℃)[モニタリング調査(連続調査)の日平均値)

装置稼働期間

放流口

低下(8/6)7/19  9/18 

窪地底上1mで

事前調査時より

3℃程度高い

水温上昇

10月中旬に

鉛直混合が始まり

21日に一様化

8月6日頃から、底

層の昇温が大きく

なった。

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

6月1日

水温(℃)[モニタリング調

2016年_底上4m

2015年_底上4m

2016年_底上3m

2015年_底上3m

2016年_底上2m

2015年_底上2m

2016年_底上1m

2015年_底上1m

2015年_地点11_水

深15m

2015年_自動観測所

データ_水深10m

 

(備考) 

底上 4,3,2,1m は

平均水面下で、 

約 11,12,13,14m

19

20

21

22

23

24

25

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日

密度(σｔ) （kg/m3）[モニタリング調査(連続調査)の日平均値]

装置稼働期間 放流口

低下(8/6)7/19  9/18 

事前調査よりも

密度が低下

稼働終了後は

成層強度は

変化しなくなった。

10月中に

密度が一様化
2015年(事前調査)では

密度の一様化は11月に

なって生じていた

 

図-9 連続調査結果(上図：水温、下図：密度σt) 
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水質調査①(密度)の本調査では、10月下旬調査の

時点で外海の高密度水が窪地内へ流入していた(図

-10上段)。一方、事前調査では、10月下旬調査の時

点では窪地内に重い水塊が残り、外海水は窪地内へ

流入していなかった(図-10下段)。 

この差は、装置稼働により窪地内の密度が低下し、

中層との密度差が小さくなった効果と考えられる。 

(3) 貧酸素水塊の形成状況 
水質調査①(DO)の本調査では、10月下旬調査の時

点で、窪地の最深部付近を除いて無酸素状態が解消

した。また、11月下旬調査の時点では、窪地内のDO

は3.5mg/L以上となっていた(図-11上段)。 

 

一方、事前調査では、10月下旬調査の時点で窪地

全体に無酸素水塊が残っていた。また、11月下旬調

査時点においても、2mg/L以下の貧酸素水塊が残って

いた(図-11下段)。 

本調査で窪地内のDO上昇が10月下旬の時点で生じ

たのは、実験装置の稼働により窪地水の密度低下が

早まったことで、外海の高DO水が早く窪地内へ流入

したためと考えられる。 

 

 9 月下旬調査 

(上：2016 年 9 月 28 日 

 下：2015 年 10 月 5 日 ) 

10 月下旬調査 

(上：2016 年 10 月 25 日 

下：2015 年 10 月 29 日 ) 

11 月下旬調査 

(上：2016 年 11 月 21 日 

下：2015 年 11 月 28 日 ) 

本調査 

(2016

年) 

 

事前 

調査 

(2015

年) 

 
図-10 水質調査①結果( 密度σtの鉛直縦断分布 ) 

 9 月下旬調査 

(上：2016 年 9 月 28 日 

 下：2015 年 10 月 5 日 ) 

10 月下旬調査 

(上：2016 年 10 月 25 日 

下：2015 年 10 月 29 日 ) 

11 月下旬調査 

(上：2016 年 11 月 21 日 

下：2015 年 11 月 28 日 ) 

本調

査 

(2016

年) 

 

事前 

調査 

(2015

年) 

 
図-11 水質調査①結果( DO の鉛直縦断分布 ) 

 

外海の 

高密度水が進入 

事前調査では 

密度成層が残っていた 

外海の 

高 DO 水が進入 

事前調査では 

無酸素水塊が残った 

窪地内は 

3.5mg/L 以上 

2mg/L 以下の 

水塊が窪地に残る 
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(4) 実験中の表層の窒素・リン・硫化水素濃度 
水質調査②の結果、泊地内の水深10m以浅、および泊地外の地点において、全窒素・全リンの濃度は、

通常時と同程度の濃度であり、硫化水素の濃度は定量下限値未満であった(図-12)。これらのことから、

窪地内水塊の浮上による影響は確認されなかった。 

 

形態別窒素 形態別リン 硫化物濃度 

堺浜内
地点
(St.11)

0 1 2 3 4 5 6

0m

2m

4m

10m

15m

深
度

(m
)

NO3‐N NO2‐N

NH4‐N the others

堺浜内
地点
(St.11)

0 1 2

0m

2m

4m

10m

15m

深
度

(m
)

PO4‐P the others

堺浜内
地点

(St.11)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

0m

2m

4m

10m

15m

深
度

(m
)

硫化物濃度

 

図-12 装置稼働期間中(8 月 2 日)における堺浜内の N,P,硫化物濃度の鉛直分布状況 

 

４. おわりに 

本論文では、海水循環技術を利用した現地実験

とモニタリング調査について、報告した。 

2016年度(1年目)は、密度成層が発達し窪地内が

無酸素化した夏季を対象として、導水実験とモニタ

リング調査を実施した結果、窪地内の停滞水塊の水

温上昇(密度低下)を早め、貧酸素水塊の解消時期を

約1ヶ月早める効果が得られた。 

2017年度(2年目)には、実験時期を変えて導水の

開始時期を早め、春季から夏季にかけての貧酸素水

塊の発生を遅らせる効果を確認する実験を行う予

定である。 

また、実験後、実海域実験の取りまとめや課題の

整理、技術評価など、技術の確立に向けた検討業務

を進める計画になっており、今後、大阪湾奥部にお

ける水質環境の改善に寄与するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末： 

今回の論文は、従前の所属先(神戸港湾技術調査事

務所)における所掌内容を課題として、報告したも

のである。 

新技術・新工法部門：No.02

6



災害レジリエンスの向上を目指した 

「縮災土のう」について 

中森 康裕1

1西日本高速道路メンテナンス関西(株) 修繕工事部  （〒567-0032大阪府茨木市西駅前町5-1）

 地震等の大災害が発生した場合，道路管理者としての最優先は「道路啓開」であり，この道

路啓開がなければ救急業務，避難誘導，点検・復旧，物資輸送，各種支援等の社会的活動の復

旧は成り立たないといっても過言ではない．過去の地震災害で発生した橋梁・ボックス等の段

差，道路の亀裂・沈下などの発災後直後の対応は，土のうによって擦り付けて道路啓開を実施

することが一般的な方法となっている． 

本論文は，災害レジリエンスの向上を目指して開発した高強度で長期耐久性を有する土のう

について報告するものである．

キーワード 災害，レジリエンス，ＢＣＰ，道路啓開

1.  はじめに

 地震等の大災害が発生した場合，道路管理者としての

最優先は「道路啓開」であり，この道路啓開がなければ

救急業務，避難誘導，点検・復旧，物資輸送，各種支援

等の社会的活動の復旧はできない．

本論文は，土のうを作り置き備蓄することによって,
災害時の初動対応の迅速化を図り，社会的影響の最小化

（災害レジリエンス）に貢献することを目的とした土の

うについて報告するものである．

2.  災害レジリエンス（縮災）とは

災害レジリエンス（縮災）とは，図－1の概念図のと

おり，「被害を減らすと同時に，復旧までの時間を短く

することにより，社会的影響の最小化を図ること」と定

義し，耐震補強等による被害の軽減策と集中的に復旧対

策に取り組む等の復旧時間の短縮策の双方を総合的に行

うことによって，災害の影響を最小化することである. 

参考に，復旧までの時間短縮効果の指標として，図－

２の時間当たりの県内総生産1)は，東京都で約106億円

(インドネシア１国分相当)，大阪府で約43億円(デンマ

ーク１国分相当)，兵庫県で22億円(ニュージーランド１

国分相当)であり，極めて高い経済的影響力を持ってお

り，一刻も早く道路啓開を実施して，大地震による被害

を復旧し，社会経済活動を立ち直らせる必要がある． 

今回報告する縮災土のうは，長期耐久性のある土のう

を作り置き備蓄しておくことにより，地震災害時の救急

業務の根幹である道路啓開の迅速化ひいては早期の復

旧・復興に貢献する材料として開発した製品である． 

図―1 災害レジリエンス(縮災)の概念図 

図－2 時間当たり県内総生産

3.  地震災害時の段差等の対応と振り返り

地震が発生すると橋台，カルバートボックス，盛土，

切土，切盛境，トンネル等に高い確率で段差が発生する． 

発災初期段階は，人手，機械などが集中できないこと

から簡易な土のうを用いて道路啓開を実施し，救急業務，

路上放置車両の排除，道路構造物の緊急点検及び応急復

旧等の初動対応を行う方法が一般的である． 

中越地震による道路啓開の振り返りでは，「400袋の

作り置き土のうにより初動対応を図ったが，結局土のう

が不足し，急遽4000袋を追加することとなり，人手が少

ない中で土のう作りに時間を費やし，土のうの事前備蓄

が必要だった」等の意見があり，事前配備の重要性が認

識されている．

別紙―２
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写真－3 C－Box部の

段差(中越地震)5)
写真－2 橋台部の段差

(中越沖地震)7)

写真－4 橋梁伸縮装置

部の段差(熊本地震)8)

写真－5 埋設物の浮上

による段差(中越沖地震)4)

写真－6 埋設物の沈下

による段差)(中越地震)6)
写真－7 液状化地盤の

沈下による段差

(中越地震)

写真－11 盛土の崩壊

(中越地震) 
写真－12 沢地形部の

盛土の崩壊(中越地震) 

写真－9 亀裂による段差

(熊本地震)8)

写真－13 切土の崩壊

(熊本地震)8)

写真－10 切盛境の亀裂

による段差(中越沖地震)7)

4. 路面変状の形態と震度階級の関係 

(1) 路面変状の形態 

過去の地震事例を基に地震時の路面変状の形態は，a

～dの４形態に分類され，dに行くほど被害の程度が大き

くなり，道路啓開までの時間が長期化する傾向にある． 

a)うねり(コルゲーション) 

定義としては，路面の縦断線形は連続しているが縦断

線形が不規則に波をうった状態で，走行不可能といった

状況ではなく，車両の走行速度は低下するものの，地震

発生初期段階での道路啓開に支障を来すことは少ない． 

写真－1 路面のうねり(熊本地震)8)

b)段差 

定義としては，縦断線形が局所的に変化している状態

である．この段差量が大きいと路上放置車両の排除，道

路構造物の緊急点検及び応急復旧等の初動対応に支障と

なることから，初動時は土のうなどを用いて道路啓開を

することが一般的である．主な段差の種類を,写真－２

～８に示す． 

写真－8 地盤の隆起による段差

(中越沖地震)4)

c)亀裂 

定義としては，路面が局所的に引裂かれて平面的連続

性を大きく失った状態であり，段差を伴うこともあり，

崩壊の一歩手前の状態でもある．段差と同様に，初動時

は土のうなどを用いて亀裂を埋めるなどの対応を図って

道路啓開をすることが一般的であるが，余震等で崩壊に

つながる危険性があるので周囲の安全を確認することが

必要である．主な亀裂の種類を，写真-9～10に示す． 

d)崩壊・破壊  

定義としては，道路としての機能を著しく失った状態．

道路啓開を実施する際は，崩壊部分の状況を調査し，安

全を確保しながら道路啓開を実施することが必要で，特

に大型機械や大型土のう，矢板等を用いて応急復旧する

場合が多く，道路啓開までに相当の時間を要する．この

ようなケースでは，迂回ルートを検討する必要がある．

主な崩壊・破壊の種類を，写真-11～15に示す．
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写真－14 落橋

(熊本地震)8)

写真－15 トンネル覆

工の破壊(中越沖地震)7)

(2)通行止めと震度階級の関係 

 新潟県中越地震における国道(直轄＋県管理)の通行止

めと震度階の関係2)は，図－3のとおり，震度階級が上が

るほど通行止め箇所は増えることがわかる． 

また，通行止めの原因としては，図－4のとおり土の

うで道路啓開が可能な沈下，段差が約５割を占めており，

これに対応するための土のうの事前配備は，迅速な道路

啓開はのために有効なツールといえる. 

図－3 中越地震における震度階級と通行止め箇所2)

図－4 中越地震における通行止めの原因内訳2)

 (3) 段差量と震度階級の関係

新潟県中越地震と能登半島地震における段差量と震度

階は図－5のとおり，震度が大きくなれば段差量も増え

ていくことが分かる．また，図－6の震度分布図によれ

ば，近畿周辺の社会活動が行われている範囲は，震度６

強以上が多くを占め，多数の段差等の発生が予測される

ことと，この範囲には緊急輸送道路が多く含まれており，

道路啓開のための事前準備をしておく必要がある． 

図－5 新潟県中越地震と能登半島地震における段差量

と震度階の関係2)

図－6 予防対策用震度分布図(内閣府) 

(4)中越地震における高速道路での段差
 2004年に発生したＭ6.8，震源の深さ約13Ｋｍの内陸

直下型地震である中越地震では，関越道，北陸道83.4Ｋ

ｍのうち，段差対策が必要な5cm以上の段差が66か所発

生し2)，上下線トータルで換算すると2.5Kmに1か所の割

合で土のう等による段差対策の必要性があった．一番多

い段差の範囲は，25～50cmの高さであった．(表－1) 

表－1 新潟中越地震における高速道路の段差 

段差の範囲 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 50＜

段差箇所数 17 6 12 5 12 21 10 83

計

23

平均

5. 作り置き土のうの配備による効果の試算

前章４(4)を基に，段差想定適所に土のうを事前配備

している場合と，発災後に土のうの製作を開始する場合

の道路啓開ダイアグラムの比較は，図－7のとおり，前

者は，基地参集後に道路啓開に出発し，順次前に進みな

がら効率的に道路啓開ができるが，後者は,参集後の土

のう製作待ち，基地から現場までの往復移動時間のロス，

特に基地から遠い現場ほど移動時間ロスが大きくなり，

道路啓開時間が前者より劣る．また，前者は，土のうを

製作するための人員・機械等の省力化が図られる． 

図－7 道路啓開ダイアグラムの試算 

6.  現在普及している土のうの問題点と解決策 

現在，一般に普及している土のうは，ポリエチレン

(PE)またはポリプロピレン(PP)を生地とした土のうであ

り，以下の問題点が主にあげられる．

① 大型車両の通過に耐え得る強度がなく，繰返し受け

る緊急輸送車両等による土のうの破損が懸念される. 
② 現在確認されている耐候性の期間は，最長のもので

３年と短く，数年放置すると写真－16のように劣化

が進行し，作った状態での長期保管はできない．
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③ 車輪等によるスタックに耐えられる引裂き抵抗性が

弱く，土のうがすぐに破れやすい．

④ 燃焼性があり，存置期間中の野火等で焼失する．

これらの解決策として，高強度，長期耐候性，耐薬品

性，耐熱・耐寒性，耐火性等を有する玄武岩を素材とす

るバサルト繊維を使用して土のう(縮災土のう)を開発す

ることとした．

写真－16 朽ち果てた土のう 

7.  要求性能と試験結果 

 高強度で長期耐久性・保管性等を有する土のうとして

求める要求性能は，以下の項目とし，確認試験等を実施

した．

(1)大型車両の通過に耐えられる強度 

道路啓開時は，路上放置の大型車両及び災害応援，緊

急輸送等の大型車両 100KN(T25)の輪荷重に耐える性能

を必要とするため，下記のMatsuoka and Liuの式3)に基づ

いて算定した 270N/cm以上の引張強度を生地の要求性能

とした. 

Ｆ＝２T×｛(B／H)×Kp－１}×L
ただし，Kp=(1+sinφ)/1-sinφ) Fs(安全率)1.5

Ｆ：土のう強度，Ｔ：土のう袋材の引張強度(KN/m) 

Ｂ：土のうの幅(0.4m)，Ｈ：土のうの高さ(0.08m) 

Ｌ：土のうの奥行(0.4m)， 

φ：土のうの中詰め材の内部摩擦角30°の砂と仮定 

 確認試験として，車両総重量20ｔに調整したダンプ

トラックを通過させたところ，従来土のうは，一軸目

通過の段階で破損したが,縮災土のうは複数回通過さ

せても破損しないことが確認された． 

写真－17 従来土のう(左)と縮災土のう(右)の大型車に

よる耐久性 

(2)長期耐久性

作り置きとして長期備蓄に耐えられる耐候性として，

促進暴露試験(JIS L 1096)で20年相当の暴露時間(6000

時間)後においても，要求引張強度270N/cmに比べ，初

期強度で1407N/cm，20年相当暴露で612N/cmと大きく上

回る性能であることが確認された．(表-2) 

なお，現在一般的に販売されている耐候性土のうの耐

候性は，初期の引張強度で128N/cmで，要求性能を満た

していないため，確認試験は実施していない． 

表－2 促進暴露試験結果 

暴 露 時 間 初期値 6000ｈ 減衰率 備 考

縮災土のう 1,407 612 43%

一般耐候性土のう 128 ----- -----

要求性能 270N/cm

単位：
N/cm

また，事前に基礎試験として実施した生地重量300ｇ

/㎡のバサルト生地で長期耐候性を確認した結果は，900

時間(3年相当)までは強度低下がなく，900時間から

3000時間(10年相当)の間で強度が減衰しするものの，

3000時間から6000時間(20年相当)は強度の減衰が見ら

れなかった．この結果から3000時間以降は，バサルト

繊維の引張強度の閾値と推察され，これ以上暴露しても

強度変化は見られないものと思われる．(図－8) 

図－8 バサルト生地の促進暴露時間と強度減衰 

 (3)落下耐久性 

トラックの荷台相当の高さから落下させても破れない

ことを要求性能とし，確立した試験方法がないため，ダ

ンプトラックの荷台相当の高さ1.5ｍから25Kgの豊浦産

標準砂を詰めた土のうを自由落下させ，土のうの破壊状

況を確認することとした．(図－9) 
試験結果は，参考に試験をした一般耐候性土のうは，

1.0mからの落下で砂漏れしたが，縮災土のうは，1.5mか

ら落下しても砂漏れしないことが確認された．(写真－

18) 

図－9 落下耐久性試験方法 

写真－18 従来土のう(左)と縮災土のう(右)の落下状況
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(4)打撃衝撃耐久性 

土のうを敷設する際に，カケヤ等で土のうを叩いて整

形する場合があり，その打撃によって土のうが破れにく

いことを要求性能とし，確立された試験方法はないため，

高さ3ｍから16ポンド(7.26Kg)の鉄球(砲丸)を，30Kgの豊

浦産標準砂を詰めた土のうの中央部に自由落下させ，生

地が破断するまでの回数をもって確認することとした．

(図－10) 
試験結果は，参考に試験をした一般に出回っている土

のうは，１回～１０回で生地が破断したが，縮災土のう

は，８７回と従来土のうを大きく上回る打撃衝撃性を有

していることが確認された．(表－3) 

図－10 打撃衝撃試験方法 

表－3 打撃衝撃試験結果 

種類 落下回数 備　考

縮災土のう 87.0

一般土のう① 6.0

一般土のう② 9.3

一般土のう③ 4.0

一般土のう④ 1.0

一般土のう⑤ 2.3

縦横縫製タイプ

ずん胴タイプ

(5)耐引裂き性 

敷設した土のうは，写真－19のように車輪のスタック

より破断したり，長期現場存置中の動物等の爪等によっ

て破断する場合があるため，釘などによる引裂き性能を

評価基準とした消防服の基準(100Ｎ)を準用した． 

試験結果は，一般耐候性土のうは，基準を満たしては

いないが，縮災土のうは，基準を大きく上回る292～294

Ｎと十分な引裂き特性を有していることが確認された．

(表－4) 

写真－19 スタックにより破断した従来土のう 

表－4 引裂き強度試験結果 

種類 たて よこ 備考

縮災土のう 292 294

一般耐候性土のう 89 66

準用基準

確認方法

100N以上(防火服の引裂き抵抗性)

JIS　L　1096　A-1　シングルタング

単位：Ｎ

(6)耐薬品性・耐熱性・耐寒性 

土のうが，酸性，アルカリ性，塩水，高温，低温の環

境下でも使用に耐えられることを要求性能とし，試験方

法及び試験項目は，「耐候性大型土のう」の性能評価試

験9）に準拠して確認した． 

試験結果としては，どの環境下においても初期強度か

ら大きく強度低下することがなく，要求性能270N/cmが

確保されていることが確認された．(表－5) 

表－5 耐薬品性・耐熱性・耐寒性試験結果 

種　　類 耐酸性
耐アル
カリ性

耐塩性 耐熱性 耐寒性 備　考

1,393 1,238 1,469 1,216 1,535

要求性能

確認方法

5%NaCl
水溶液

JIS Z 1651準用

硫酸
(pH2)

水酸化na
(pH12)

縮災土のう

JIS K 7114準用

270

60±2℃
２時間

-25±2℃
２時間 単位：N/cm

(7)燃焼性 

土のうを作り置きとして長期の備蓄期間内に，野火，

車両火災等によって燃えないことを要求性能とし，試験

方法はJIS L 1091により確認した． 

試験結果は，自消性であることを確認した．(表－6) 

また，簡易的にガスバーナーで炎を近づけて確認した

結果は，写真－20のとおりＰＥ製の従来土のうは，炎を

近づけた段階で溶けて機能を失ってしまうが，縮災土の

うは燃焼することなく機能を維持することが確認された． 

表－6 燃焼性試験結果 

種類 残炎時間 燃焼長さ 燃焼区分
縮災土のう ０秒 3.3cm 自消性

準用基準 20秒以下 10cm以下 自消性

確認方法 JIS D 1201

試験機関：日本繊維製品品質技術センター

JIS L 1091 B法

写真－20 ＰＥ製土のう(左)と縮災土のう(右)の燃焼性 

(8)環境特性 

土のうを作り置きとして長期間備蓄する際に，有害物

質の溶出や水質汚濁を招かないことを要求性能とし，試

験方法及び試験項目は，「耐候性大型土のう」の性能評

価試験9）に準拠した． 

試験結果は，重金属の溶出や水質汚濁は招かないこと

が確認された．(表－7) 
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図－12 遮音壁前面備蓄図－11 枠工の中詰材

表－7 溶出試験結果 

結　果 検出せず 検出せず 検出せず 18μg/ml 12μg/ml

25μg/ml以下 500μg/ml以下

試験機関：日本食品分析センター

公衆浴場
水質基準

昭和34年厚生省告示第370号 水道水基準

項　目 鉛 重金属 蒸発残留物
過マンガン酸

カリウム消費量
カドミウム

有害物質を検出しないこと

準用基準

(9)排水・透水性

土のうは，適切な排水・透水性を有することを要求性

能とし，試験方法及び試験項目は，「耐候性大型土の

う」の性能評価試験9）に準拠した． 

試験結果は，砂～礫相当の透水係数を有することが確

認された．(表－8) 

表－8 開口径及び透水係数試験結果 

縮災土のう 0.424 1.10×10-2

準用基準 1mm程度以下 1.00×10-2以上

確認方法 ASTM D 4751 JIS A 1218
準用基準

試験機関：日本繊維製品品質技術センター

「耐候性大型土のう」の性能評価

透水係数は、
砂・礫相当値

透水係数
(cm/s)

開口径
(mm)

項　目 備　考

8.  縮災土のうの活用方法 

(1) 基地等への配備 

防災拠点，インターチェンジ，道の駅・ＳＡ等の休憩

施設及び未利用地などにファーストエイド材として，配

備する． 

(2) 段差が予想される付近への配備

橋台，カルバートボックス，切盛境，亀裂の入ってい

る路面，軟弱地盤などで地震が起こった際に段差の発生

が予測される場所の近くに縮災土のうを配備する． 

例として，のり枠工の中詰材(図－11)，橋台・カルバ

ートボックスのウィング部の洗掘防止材及び遮音壁前面

(図－12)などに縮災土のうを備蓄する． 

(3) 防災訓練での活用 

縮災土のうは，耐久性が高いことから，防災訓練時

(写真－21)に作成する土のうを縮災土のうに変更し，訓

練後それを備蓄していくことによって，備蓄量や備蓄箇

所を徐々に増やし対応力を強化ていくことが可能である． 

写真－21 防災訓練時の土のう敷設訓練 

(4)軽微な応急復旧の恒久化 

縮災土のうは，耐久性が高く燃えにくいことから，写

真－22のように,軽微な復旧での恒久対策材料としての

使用が可能である． 

写真－22 縮災土のうを恒久対策として活用 

(5)その他の活用 

長期間の保管が考えられる，汚染物質などの保管用と

して活用が可能である． 

9.  おわりに 

今回開発した縮災土のうは，各種試験により，大型車

通過に耐えられる性能と長期間の存置に対応する性能

を確認することができた．また，この生地を活用した

フレキシブル・コンテナ・バッグの開発を進めている． 

いつ起こるか分からない地震等災害時の道路啓開や応

急復旧に備え，平時のうちから準備をしておくことが

重要である． 
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ドローン「びわコプター」テイクオフ！！

滋賀県のi-Constructionの取組

足立 憲悟1

1滋賀県 東近江土木事務所 道路計画課 （〒527-8511 滋賀県東近江市八日市緑町7-23）

 滋賀県では，2016年（平成28年）8月にドローンの組織的な活用体制を整え，「びわコプタ

ー」として運用を開始しました．3つの取組（マニュアル整備・操縦者認定・機体数拡充）で安

全かつ積極的にドローンを活用する，公共事業の生産性向上への挑戦です． 

 「i-Construction」をはじめとして，いま，盛んに進められている「土木×ICT」の取組．滋

賀県では，2014年（平成26年）8月より，ドローンや3Dプリンタなど最新技術の活用，職員によ

る3次元CADの訓練，地上３Dレーザー測量・４Dモデル設計・情報化施工・３Dモデル施工管理な

どの試行的な発注，など様々なICT活用にチャレンジしています． 

キーワード i-Construction，ドローン，3Dプリンタ，3次元CAD，4D設計，ICT建設機械 

1.  はじめに

 建設産業に関わる企業・人々は，社会資本整備の担い

手であるとともに，社会の安全・安心を担う地域の守り

手だと言われます．災害時や降雪時などに，これらの企

業・人々が果たす役割については，議論の余地はないで

しょう． 

 一方，建設産業をとりまく状況と将来展望は依然とし

て厳しいものがあります．特に，人口減少や3K労働環境

を背景とした従事者不足，また財政動向を背景とした予

算制限は大きな課題であり，産業構造の変換を迫られて

いると言っても過言ではありません． 

 このピンチをチャンスに替える大きな武器の一つが

ICT（Information and Communication Technology）です．

TVのコマーシャルのようですが「ICTで建設産業の構造

を変える」，いま全国で始まっているそんな取組のうち，

滋賀県のチャレンジについて紹介します． 

2.  国土交通省の取組「i-Construction」と「CIM」

 人口減少・高齢化により，日本の生産年齢人口（15～

64歳）は約30年後の2045年には30%も減少する見込みで

す．なかでも建設産業は，労働力不足が特に顕著である

ことに加え，人手による作業が多く残るなど，省力化等

による生産性の改善も遅れています．業界を維持・発展

させていくためには，産業全体の労働生産性の向上が必

要不可欠となっています． 

 このため，国土交通省は建設産業のICT化などによる

生産性向上の取組「i-Construction」を2016年1月に発表

し，2025年までの生産性20%向上を目標としました． 

また，CIM（Construction Information Modeling）も

2010年に国土交通省から提唱されました．測量・設計・

工事・維持管理を通して，3次元モデルを活用・連携・

発展させ，業務の効率化・高度化を図るものです．現在

は2次元である設計図などのデータが3次元になることで，

合意形成や意思決定の迅速化，設計の一部自動化，ミス

防止，ICT建設機械の活用促進，現場の安全・施工性の

向上，などの効果が見込まれ，産業全体の生産性・品

質・安全の向上につながるものと期待されています．

3.  滋賀県版i-Constructionの原動力 

「滋賀県CIM推進勉強会」の誕生とその役割 

 滋賀県では，2014年（平成26年）4月からCIMへの取組

みを本格化させ，数ヶ月の準備期間を経た2016年（平成

26年）8月に，滋賀県CIM推進勉強会を設立しました．国

土交通省のi-Construction発表に先駆け，3Dプリンタや

ドローンの導入，ICT活用試行事業の発注，3次元CADの

訓練などを進める原動力となった組織です． 

勉強会は，20～30代の若手職員30名程度で構成してい

ます．県庁各課と各事務所等から集まることで，それぞ

れの機関にある情報や課題を持ち寄って議論し，その結

別紙―２
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果を各機関で活用していくための受発信源になっていま

す．また，まだまだ職員全体に浸透したとは言い難いi-

ConstructionやCIMについて，効果や進め方を宣伝してい

く広告塔の役割も担っています． 

具体的な検討内容は，ICT活用計画の立案，ICT活用試

行事業の状況報告と情報共有（図-1）， ICT建設機械の

視察（図-2），最新ICT機器の活用調査（図-3）などで

す．勉強会での議論から，様々な試みが生まれて来まし

たし，これからも生まれてくることを確信しています．

図-1  滋賀県CIM推進勉強会の開催状況

図-2  ICT建設機械の視察

図-3  最新ICT機器の活用調査（ドローン）

図-4  導入したドローン（DJI inspire1）

4.  びわコプター テイクオフ！！ ドローンの組

織的な活用に挑戦 

2014年（平成26年）の滋賀県CIM推進勉強会での調査

を経て，2015年（平成27年）7月に最初の1台を導入した

ことで始まった滋賀県のドローン利用．「びわコプタ

ー」という愛称を得て2016年（平成28年）10月に離陸式

を盛大に行い，1つの実を結ぶと同時に，新たなスター

トを切りました．この詳細について以下に記述します． 

(1) 機体の選定 

 導入したドローンは中国DJI社製のinspire1（図-4）．

DJI社は，世界シェア7割を占めると言われる世界No.1の

ドローンメーカーです．最も有名な機体は，エントリー

クラス機のPhantomシリーズ（10万円前後）ですが，滋

賀県では2つの理由からミドルクラス機であるinspire1

（60万円程度）を採用しました． 

1つ目の理由は，2つの操縦機を使用し，機体とカメラ

の操縦者を分割できることです．操縦者はそれぞれの操

作に集中することができ，安全性が高まります． 

2つ目の理由は，カメラのパン（横振り）ができるこ

とです．機首を被写体に向ける必要がないため，機体操

縦者は操作しやすい機首方向を維持することができます． 

導入コストは若干高くなりましたが，操縦のし易さや

安全面を重視したことは，組織的な活用に向けて操縦で

きる職員を増やしていく上で，極めて有効であったと考

えています． 

(2) 先行導入機体の運用 

 最初の1台で飛行した回数は150回以上に上りました．

災害による被害状況の確認から，住民説明用に使う事業

予定地の写真撮影まで，用途は様々でした． 

特に，導入直後の2015年（平成27年）7月に行った台

風11号による被害状況（山の表層崩壊による県道への土

砂流入）の確認では，これまでは撮影困難であった琵琶

湖面上100mからの写真（図-5）で，被害の全容をいち早

く把握することができ，その有効性を実感しました． 

図-5  県道 西浅井マキノ線の被災 H27.7.29撮影
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 また，非常時だけでなく日常管理でも活躍の場面が数

多くあることが分かりました．例えば，河川における河

口閉塞（図-6）・河道内堆砂・河川内立木繁茂（図-7），

砂防えん堤の堆砂（図-8）など，インフラの維持管理で

重要となる「点検」を行う手段としても，ドローンによ

る写真や動画が極めて有効になります． 

(3) 組織的な活用体制の整備 

 先行導入機体の運用実績から，ドローンの有効性は十

分に確認できました．そこで，ドローンの活用を一層進

めるべく，組織的な活用体制を整備することとしました． 

体制実現に向けて課題となったのが，安全性の確保と

積極的な利用です．単に機体数を増やすだけでは，最低

限の知識や技術を持たない職員が操縦することで事故を

まねいたり，逆に自信のなさから全く利用されなかった

りする可能性が高いと考えられました．そこで，「ルー

ル・人・モノ」を整備する次の3つの取組を行うことで，

この課題を解決し，本格的な台風シーズンを控えた2016

年（平成28年）8月に，運用体制を構築することができ

ました．

a) マニュアルの策定 

機体点検・危機管理・人員配置・利用方法・利用手

続・利用者権限（ライセンス）など，ドローン利用に当

たってのルールを定め，マニュアルとして整備しました．

b) 操縦者認定（ライセンス認定試験の実施） 

 職員に，ドローンを利用する上で必要となる知識や技

術を習得させるため，学科講習と実技訓練を開催しまし

た．それぞれに認定試験を設けて，水準をクリアした職

員のみライセンス認定を与えています．（図-9）

c) 機体数拡充（1→5機） 

 機体を4機追加導入し，立地等を考慮しながら4つの出

先機関に配備しました．県庁配備の機体を含めた計5機

が，県土をバランス良くカバーするように配置されてお

り，有事の際にも機動的に出動できる態勢となっていま

す． 

図-9  ライセンス認定証と認定試験（学科・実技）の模様

(4)  びわコプターの離陸

 2016年（平成28年）10月には，ドローンを「びわコプ

ター」と命名し，安全意識の向上と士気の高揚を図るた

め，離陸式を開催しました．式では，部長訓示・安全宣

誓・５台同時飛行などを実施し，テレビや新聞などでも

数多く取り上げられました． 

H29.3末現在，ライセンス認定者は86名で，総飛行回

数は300回を超えており，今後も増加に取り組んでいく

予定です． 

図-6  河川の河口閉塞（琵琶湖流入）の状況 H27.11.13撮影

図-7  河道内堆砂・河川内立木繁茂の状況 H27.10.13撮影

図-8  砂防えん堤の堆砂状況（訓練） H27.10.22撮影
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5.  ICT活用試行事業の発注・実施状況 

2014年（平成26年）の滋賀県CIM推進勉強会での議論

を経て，2015年（平成27年）より，いわゆる発注者指定

型で6件（測量1，設計5），受注者提案型で20件（すべ

て工事），合計26件のICT活用を前提とした発注を行っ

てきました．この詳細について以下に記述します． 

(1) 【測量】地上3Dレーザー測量 

 2015年（平成27年）に滋賀県長浜市の県道 葛籠尾崎

塩津線の法面崩落箇所で，地上3Dレーザー測量を実施し

ました．１秒間に数万回レーザーを照射し，その反射か

ら座標値（点群）を取得する非接触方式の測量です． 

崩落した法面は二次災害の危険があり，形状も複雑で

す．従来測量では，法面への立入りが必要で，横断測点

以外は細密な座標を取得できません．対してレーザー測

量は，法面への立入りが不要で，面的に細密な座標を取

得できるため，安全に精密な測量を行うことができまし

た．（図-10） 

(2) 【設計】橋梁4Dモデルの作成 

 2015年（平成27年）に滋賀県大津市で実施中の国道

422号バイパスで，橋梁の施工段階毎の3Dモデル（いわ

ゆる4Dモデル）を作成しました．対象としたのは，琵

琶湖から流れる唯一の河川である瀬田川，これをまたぐ

（仮称）瀬田川橋梁です．（図-11）

図-11  橋梁の4Dモデル（滋賀県大津市 国道422号BP）

この橋は，やや珍しいバスケットハンドル式ニールセ

ンローゼ桁形式で，図面を見慣れた職員でも，橋梁一般

図からその全景を頭に浮かべることが難しい計画でした．

そのため，設計図ではなく，作成した4Dモデルを使っ

て住民説明を行うことで，目立った質問もなくスムーズ

に理解を得ることができました．

 そのほか，合意形成用の3Dモデルを作成した業務が3

件，設計全体を3Dで実施した業務が1件あります．（実

施中を含む）

(3)  【工事】 ICT建設機械活用・3Dモデル活用 

 2015年（平成27年）から総合評価落札方式で次の二つ

のICT活用の取組について加点措置を行っています．

a) ICT建設機械の活用（情報化施工） 

 道路の切土・盛土工事や河川の堤防工事など，土工が

主な工事で，これまでに11件のICT建設機械の活用を行

っています．（実施中を含む） 

 おおむね土工10,000m3以上の工事を対象とし，入札時

にICT建設機械の活用を約束すれば，加点する旨を明示

して公告しています． 

 ICT建設機械は，ナビゲート画面が出るMG（マシンガ

イダンス），操作の一部が自動化されたMC（マシンコン

トロール）があり，いずれも加点対象としています．

GNSSなどの活用により丁張りが不要，経験の少ないオペ

レータでも精度の高い施工が可能，など様々なメリット

があります．（図-12）

図-12  ICT建設機械（MGバックホウ）

図-10  地上3Dレーザ測量により取得した崩壊法面における点群データ（滋賀県長浜市 県道 葛籠尾崎塩津線）
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b) 3Dモデルの活用 

 道路・河川・砂防工事のうち，比較的規模の大きな構

造物工事で，これまでに9件の3Dモデルの活用を行って

います．（実施中を含む） 

 入札時に工事の中で何らかの3Dモデルの活用を約束す

れば，加点する旨を明示して公告しています．  

 3Dモデルの活用方法は受注者の自由で，安全管理・施

工管理・工事説明など，工事の特性に応じて様々な場面

で3Dモデルが活躍しています．（図-13）

6.  最新技術 3Dプリンタの活用 

2014年（平成26年）10月に，オランダ製3Dプリンタ

「Ultimaker2」を導入しました．3Dデータを基に，熱で

溶かした樹脂をノズルから押し出し，積み重ねて造形す

るタイプで，価格は50万円程度のものです． 

設計で4Dモデルを作成した（仮称）瀬田川橋梁の

1/300模型（全長約45cm）を作成して住民説明に活用し

たり，建設産業の魅力アップイベント「滋賀けんせつみ

らいフェスタ」（2015.11.8，2016.10.22～23）で，来場

者に楽しんでもらう3D市町パズル（標高に応じて凸凹の

あるパズル）を作成したりしています．（図-14）

図-13  工事における3Dモデルの活用例（砂防工事）

図-14  導入した3Dプリンタと造形物（橋梁模型，3Dパズル）

7.  3次元CAD習得に向けた訓練 

設計図は，かつてCALSにより「手書き」から「CAD」

に変化しました．そして今，i-ConstructionとCIMによっ

て，2次元から3次元へ変化の時を迎えています． 

図-15は，筆者が作成した砂防えん堤の図面です．こ

れまでの設計図に比べ，その分かりやすさは明らかです．

普段図面を見慣れていない方々への説明資料として，非

常に有効なツールとなります． 

滋賀県では3次元CADを2002年（平成14年）頃から導入

し，現在は各職員のノートPCから，いつでも利用できる

形になっています．2016年（平成26年）からは，集水桝

の3D図面を自分で作成するといった初歩的な研修も開催

し，利用者教育を強化したところです．なお，研修で作

成した3Dデータを3Dプリンタで印刷し，記念の名前入り

ペン立てとして配布するなど，職員の興味を引くような

仕掛けも行っているところです．（図-16） 

8.  おわりに 

 今後も，ドローンの更なる高度利用（災害時の生中継

など），ICT土工事（起工測量～検査までのICT全面活

用）を始めとしたICT活用事業の発注など，「土木×

ICT」の取組に積極的に取り組み，公共事業にｉ（愛）

を注いでいきたいと考えています． 

図-15  筆者が奮闘して作成した砂防えん堤の3D設計図

図-16  職員向け3次元CAD研修の模様 

この論文は，筆者の昨年度（2016年度）の所属である

滋賀県土木交通部 監理課 技術管理室の所掌内容につ

いて記載したものです．
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床版下面増厚工法による橋梁長寿命化対策の 

施工とその効果検証方法について 
 

 柳 咲貴 1・平野 康匡 2 

1近畿地方整備局 大和川河川事務所 調査課（〒583-0001 大阪府藤井寺市川北 3丁目 8番 33 号） 

2 近畿地方整備局 京都国道事務所 管理第二課（〒600-8234 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 808） 

 

 国道1号にかかる宇治川大橋は供用後50年以上が経過し、大型車両も多く通行する交通量の多い橋梁で、

2016 年度に長寿命化対策として床版下面増厚工法を部分的に実施している。今回、長寿命化対策の効果を

検証するにあたり通行規制を行う事が困難な状況から、載荷試験を必要としない簡易計測による効果の検

証手法の検討を行い、固有周波数と固有モード比により剛性変化倍率を確認する補強効果検証の 2手法を

選定し検討を進めているところである。 今後、補強工事が完了次第、計測・解析を進め、それぞれの手

法による効果検証の適用性を実証する予定である。 

 

キーワード 橋梁長寿命化、補強効果検証、交通規制不要、映像によるたわみ計測 

 

1  背景・目的 

(1) 背景 

今後、わが国では建設後 50 年を超える橋梁が増

加し、長寿命化を進めるために補修・補強を実施

する橋梁が増える。今後さまざまな補強工法の効

果および推移を確認することで、長寿命化計画の

見直しを行い、計画的に橋梁の維持管理を進める

事が重要となる。 

これまでの橋梁の補強効果確認手法としては、

橋梁にひずみ計を設置し、交通規制を実施して載

荷試験を行い、その結果から耐荷力を評価する方

法が主に実施されてきた。 

これらの手法ではひずみ計の設置にあたって高

所作業車や橋梁点検車等を必要とし、載荷試験の

ためには交通規制を行う必要があるため、交通量

の多い路線の橋梁では実施困難である。 

 今回、床版増厚工法を実施した宇治川大橋は国

道 1 号を構成する橋梁で交通量が多く、交通規制

が困難であるため、交通規制を必要としない手法

による補強効果検証を検討・実施する。 

 

(2) 目的 

センサーの設置が橋梁点検車等を使用せず簡単

に行へ、載荷試験を必要としない簡易な計測で補

強効果の検証が可能な「固有周波数による効果検

証」、「固有モード比による効果検証」の 2 つの手

法を実施し、検出可能範囲、作業の効率性および

コストを比較し、それぞれの適用条件の実証を行

う。 

図 1 補強効果検証イメージ 

 

2  対象橋梁 

 
[橋 梁 名] 宇治川大橋 

[架設年次] 1965 年（52 歳） 

[路 線 名] 国道 1号 

[所 在 地]  

 自：京都市伏見区横大路千両松 

 至：京都市伏見区向島大黒 

[橋    長] 546.58m 

[径 間 数] 15 径間 
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写真 1 宇治川大橋 

 

[対象径間]  

 ・補強径間（以下、対象径間） ：P14－A2 

 ・未補強径間（以下、比較径間） ：P11－P12 

図 2 検証対象径間 

 

 

3  床版下面増厚工法 

架設後 50 年以上を経過した宇治川大橋におい

て、床版下面増厚工法の施工を実施することによ

り、床版の長寿命化を図るものである。 

 

(1) 概要 

宇治川大橋で実施する床版下面増厚工法のスー

パーホゼン式工法は、経年劣化等による耐久性及

び耐荷力性能が不足した橋梁の床版長寿命化対策

工法の一つで、交通規制をせずに施工できる。既

設床版コンクリート下面に網鉄筋をテーパー付き

Ｔ型アンカーで圧着固定し、床版の振動・衝撃を

緩和する。さらに、ポリマーセメントモルタル吹

付増厚後に低圧でエポキシ注入を行うことにより、

既設床版と完全一体化させる下面増厚工法である。 

道路橋床版における本工法の適用範囲は、図 3

に示した状態Ⅰ～Ⅲを原則としているが、状態Ⅳ

を含む橋梁でも床版を部分打ち換えした後に対策

を実施した実績がある。 

 

 

図 3 床版の下面のひびわれと劣化状況 1) 

 

 

図 4 スーパーホゼン式工法 2) 

 

(2) 期待される効果 

①耐久性向上による長寿命化対策効果が大きい。 

②補修と同時に補強効果も得られる。 

③対策実施後も目視点検による変状の確認が可

能であり、維持管理費が安価に抑えられる。 

 

(3) 宇治川大橋での施工内容 

床版補強工（スーパーホゼン式工法）181.5 ㎡ 
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写真 2 宇治川大橋施工前後写真 

 

(4) 工期 

2016 年 9 月～2017 年 7 月 

 

4  補強効果検証手法 

(1) 解析手法検討 

効果検証手法の検討に当たっては、載荷試験を

伴うひずみ計測による耐荷力調査があるが、載荷

試験を必要としない剛性変化倍率解析手法の「固

有周波数による解析」と「固有モード比による解

析」があり、どちらも比較的簡易な計測が可能で

あることから 2 手法の比較検証を行う事とした。 

 
表 1 検証手法の比較 

 
 

① 固有周波数による効果検証 

 

構造物は質量と剛性などにより、固有周波数を

持っており、剛性が変化した場合、固有周波数も

変化する。 
このことを利用し、ＦＥＭモデルを作成し、剛

性の変化に伴う固有周波数の変化の関係性を解析

により求め、対象径間と比較径間の固有周波数を

計測・解析し、補強による剛性の変化を推定する。 

 

② 固有モード比による効果検証 

 

補強の位置や範囲大小によって、固有周波数

では剛性の変化を検知できない場合がある。 

構造物の剛性変化に対して、固有周波数より

固有モード比の方が敏感である。 

この構造特性を利用して、ＦＥＭモデルを作

成し、剛性の変化に伴う固有モード比の変化の

関係性を解析により求め、対象径間と比較径間

の固有モード比を計測・解析し、補強による剛

性の変化を推定する。 

図５に固有モード比による補強効果確認手法の

プロセスを示す。 

図 5 固有モード比による補強効果確認手法 

 

(2) 解析手順 

固有周波数、固有モード比それぞれの解析は以

下の流れで実施する。 

本検証の検討時点において、補強工事が開始さ

れており、事前計測が行えない状態であったため、

本検証では未補強径間（比較径間）を計測・解析

することにより補強前計測・解析の代替とし、検

証を実施する事とした。 

 
①  簡易計測手法により対象径間と比較

径間の加速度、たわみを計測する。 

解析結果 計測項目
センサー
設置工事

載荷試験 今回実施

1 耐荷力調査 応力 ひずみ 要 要 －

2 固有周波数による剛性変化倍率解析 剛性変化率 加速度 不要 不要 ○

3 固有モード比による剛性変化倍率解析 剛性変化率 たわみ 不要 不要 ○

手法
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②  図面より対象径間及び比較径間のＦ

ＥＭモデルを作成する。 

 

図 6 ＦＥＭモデルイメージ 

 

③  ②にて作成したＦＥＭモデルを①に

て計測されたデータを元に逆解析・調

整を行い、現況のＦＥＭモデルを作成

する。 

 

④  ③にて作成したＦＥＭモデルを用い

て、床版の剛性変化倍率と桁の固有周

波数変化率、固有モード比変化率それ

ぞれの関係曲線（以下、補強効果確認

曲線とする）を作成する。 

 

図 7 固有周波数による補強効果 

確認曲線イメージ 

 

 

 

図 8 固有モード比による補強効果 

確認曲線イメージ 

 

⑤  加速度計の計測結果により橋梁の固

有周波数を算出する。また対象径間と

比較径間の変位時刻歴を計測して、そ

の変位時刻歴からそれぞれの径間の固

有モード比を算出する。 

 

⑥  固有周波数、固有モード比それぞれ

の、比較径間に対する対象径間の変化

率（対象／比較）を補強効果確認曲線

と対照して、対象径間の比較径間に対

する相対的な剛性変化倍率を確認する。 

 

(3) 計測手法 

それぞれの解析に必要な計測は、以下の 2点

を念頭に計測方法の選定を行った。 

 ・高所作業車等によるセンサーの設置工事を 

  必要とせず、簡易に実施できる 

・交通規制を行わず設置・計測可能である 

 

a） 【加速度計測】：固有周波数による効果検証 

加速度計測は、主桁と床版と地覆が構造的に

一体とみなせることから、センサーの設置が容

易な地覆部かつ交通荷重に対する変位量の大き

い径間中央付近で実施する。 

（図 93）参照） 

計測は加速度が最大値となる、大型車両が計

測位置付近を通過するタイミングを見計らって

開始し、1分間を連続して 10 回計測する。 

 

図 9 センサー設置部検討 
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 図 10 センサー設置予定位置 

 

写真 3 センサー設置イメージ 

 

表 2 加速度計測内容 

 

b） 【たわみ計測】：固有モード比による効果 

       検証 

固有モード比による効果検証のためには、

通常の交通荷重による対象径間及び比較径間

のそれぞれで 2 箇所のたわみ時刻歴を同期計

測する必要がある。 

本検証では載荷試験を必要とせずカメラに

よる 2 箇所のたわみ時刻歴を同期計測できる

「映像によるたわみ計測」の計測手法の検討

を行った。 
映像によるたわみ計測手法としては、光学

振動解析技術とサンプリングモアレ法による

たわみ計測の比較検討を行い、サンプリング

モアレ法によるたわみ計測を実施する事とし

た。 
 

表 3 画像解析によるたわみ計測手法比較 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図 11 たわみ計測予定位置 
 

 
写真 4 サンプリングモアレ計測イメージ 

 
 
 
 

使用センサー IMV（株）　HM-0013

サンプリング周期 100Hz

計測時間 60秒

計測回数 10回

計測開始のタイミング 大型車通過タイミング

サンプリングモアレ法 光学振動解析

計測手法
計測面に計測用ターゲットを貼り、遠方より計測用カメ
ラにて撮影し、撮影画像を解析してたわみ量を算出

遠方より計測用カメラにて撮影し、撮影映像より計測面
の微小な動き（振動）を高速かつ高精度に検出・解析を
行い、たわみ量を算出

メーカー 共和電業 ＮＥＣ

検出精度
４０μｍ～４００μｍ程度

（ターゲットのピッチサイズ４０ｍｍの場合の参考値）
１００μｍ程度

（１０ｍの距離より正対して計測した場合の参考値）

ターゲット有無 必要
不要

（ただし、計測面の状況によっては計測が難しいものあ
り）

サンプリング周期 ～２００Ｈｚ ～２００Ｈｚ

同期計測
１台のカメラあたり１６点の同期計測可能、

最大３台のカメラでの同期計測可能
開発中
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図 12 計測ターゲット 

5  結論 

(1) 補強効果確認手法の適用検討 

本検証の計測および計測結果による解析はこれ

からであるが、ＦＥＭモデルを作成して解析を行

っている段階で、以下の傾向が見えてきた。 

 

両手法とも通行規制を伴う載荷試験が必要なく、

非常に簡易的かつ経済性のよい特徴を持っている。 

固有周波数による効果検証は比較的構造が単純

で、剛性変化の大きいものを捕らえる事が可能で

あるため、単純桁の橋梁かつ補強範囲が大きい場

合などに適用できると思われる。 

固有モード比による効果検証は、固有周波数に

よる効果検証と比べて複雑な構造にも対応でき、

より小さな剛性変化を捕らえる事が可能である。

このため、連続桁橋などの構造的に複雑な橋梁形

式にも対応可能であり、補強範囲が小さく剛性変

化が比較的小さい条件でも適用できると思われる。 

 

表 4 に固有周波数による効果検証と固有モード

比による効果検証の特長と適用範囲を示し、図 12

と図 13 に本検証における宇治川大橋のＦＥＭモ

デルと固有モードの解析イメージを示している。 

 

表 4 補強効果確認手法の特長と適用範囲 

確認手法
確認可能な

剛性変化範囲
構造形式の適用性 計測条件の要求

固有周波数による
効果検証

大 単純桁

固有モード比による
効果検証

中～大
単純桁、連続桁、

その他形式
2点以上のたわみ

同期計測

 
 

 

図 13 宇治川大橋ＦＥＭモデル 

 

 

図 14 固有モードの解析イメージ 

 

(2) 今後の展開 

本検証が完了することにより、補強後の初期状

態の剛性を明らかにでき、毎年計測・検証を実施

することで、橋梁構造の劣化進行状況を確認でき

るようになる。 

今後、長期的に計測のデータを蓄積し、橋梁の

健全度や損傷発生との関係性を明らかにしていく

ことで、橋梁現状評価の指標として補修計画の見

直しに活用できるものと考えている。 

  

図 15 劣化状況確認イメージ 
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アルカリ骨材反応の進展期におけるコンクリー

トの補修方法について

山城 渉１
 

 

１兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所 道路第２課(〒670-0947 兵庫県姫路市北条１-98) 

 

 アルカリ骨材反応の進展期におけるコンクリートの対策について、これまでは発生要因のひ

とつである水の進入の遮断を目的とした手法が多く施工されている。しかし、従来の手法では

水の完全な遮断が困難であり、補修後に再度アルカリ骨材反応が進展する事例が分かってきた。

本文は水の遮断による抑制対策のみならずアルカリ骨材反応を根本的に抑制できる工法を紹介

するものである。 

キーワード アルカリ骨材反応、亜硝酸リチウム、ASR リチウム工法 

 

１．はじめに 

京見橋は兵庫県の姫路市南部の夢前川に架かる

主要橋梁である。当橋は 1971 年に竣工され 46 年

が経過しており、橋台及び橋脚に亀甲状のひび割

れ（アルカリ骨材反応（ASR））が発生している。

ひび割れの原因はアルカリシリカゲルの吸水によ

る膨張であり、建設当時の生コンの骨材にアルカ

リ成分と科学反応を起こすシリカ鉱物が含まれて

いたことに起因している。 

従来の補修方法は、アルカリシリカゲルへの水

の遮断を目的とした、ひび割れ注入工法と表面被

覆工法、（もしくはひび割れ注入工法と表面含浸工

法）を実施していた。しかし、従来の工法では補

修後に再度ひび割れが進展する事例があることが

分かってきた。それは、表面被覆工法の高い遮水

性によってコンクリート内部に水分を閉じ込めて

しまい、吸水膨張性が残存するアルカリシリカゲ

ルの吸水膨張を助長してしまったせいである。ま

た、橋台の背面や橋脚天端の支承やアンカーバー

部などをつたい水が進入するため、水分の進入を

完全に遮断することが困難なためである。 

本報告の京見橋においても過去に ASR 対策とし

て表面被覆工法を実施したが、再劣化した。写真

は亀甲状のひび割れである。(写真-1)再発の原因

は、アルカリシリカゲルの吸水膨張性がコンクリ

ート内部に残存しており、水の進入を遮断できな

かったためである。そこで、従来の工法と違い、

アルカリシリカゲルそのものを非膨張化させる

ASR リチウム工法で補修することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

過去に表面被覆工法を実施 

写真-1 京見橋の下部工での再劣化事例 

図-1 水分の完全な遮断が困難な事例 
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２．アルカリ骨材反応について 

(1) コンクリート損傷事例 

ASR によるコンクリート構造物の損傷は、ひび

割れ、変位・変形、段差、変色、ゲルの滲出など

表面化することが多く、中でもひび割れの発生状

況が特徴的で、無筋や鉄筋量の少ないコンクリー

トでは網の目状又は亀甲状のひび割れが多くみら

れる。また、ASR は構造物の置かれた環境条件（温

度、湿度、日照、雨掛かりなど）の影響を大きく

受けるため、同一のコンクリート構造物において

も部位や位置によって ASR の劣化程度が大きく異

なる。そのため、橋脚においては柱や梁の中央部

より、梁の張出部し部においてひび割れが発生す

る。京見橋においては橋台の堅壁及び橋脚の梁部

で亀甲状のひび割れが発生していた。（写真１） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ASR の発生メカニズム 

 ASR の発生はコンクリートのアルカリ金属イオ

ンと骨材中の反応性シリカ、十分な水の３つの条

件が揃ったときに生じる。 

 コンクリートは本来高いアルカリ性を有してい

るが、そのアルカリ分がコンクリートに使用され

たある種の反応性骨材（シリカ鉱物など）と科学

反応を起こし、反応生成物である「アルカリシリ

カゲル」を生成する。アルカリシリカゲルは強力

な吸水膨張性をもっており、コンクリート外部か

らの水分供給により膨張し、コンクリート内の組

織に内部圧力をかける。結果、反応性骨材周囲の

セメントペーストを破壊する。さらに時間の経過

に伴って ASR が進行すると、反応性骨材の周囲に

発生した微細なひび割れがコンクリート表面への

巨視的なひび割れへと進展する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．従来の ASR 対処方法 

(1) 表面被覆工法 

目的は外部からの水分侵入の抑制である。ひび

割れ注入工法にてひび割れを閉塞した後、コンク

リート表面に表面被覆材を塗布し、外部からの水

分の侵入を抑制する。 

a)長所 

・外部からの水分侵入を抑制することにより、以

後のアルカリシリカゲルの吸水膨張の進行を抑

制する。 

・表面含浸材よりも遮水性は高い。 

・施工後の美観性の向上。 

b)短所 

・ASR の進行速度の低減でありアルカリシリカゲ

ルの吸水膨張性は残存する。 

・表面被覆材の高い遮水性により、コンクリート

内部に水分を閉じ込める可能性がある。 

・表面被覆材による目視点検の困難性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 京見橋におけるコンクリート損傷事例 

図-2 ASR の劣化進行過程 

図-3 ひび割れ注入工法 
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(2)表面含浸工法 

目的は外部からの水分侵入の抑制とアルカリシ

リカゲルの非膨張化である。ひび割れ注入工法に

てひび割れを閉塞し、亜硝酸リチウム※注を塗布含

浸させた後、ケイ酸塩素系含浸材を塗布すること

により、亜硝酸リチウム浸透範囲のアルカリシリ

カゲルの非膨張化及び外部からの水分の侵入を抑

制する。 

a)長所 

・外部からの水分侵入を抑制する。 

・亜硝酸イオンによる鉄筋の腐食を抑制。 

・リチウムイオンによるアルカリシリカゲルの非

膨張化。 

・施工後も表面の外観を変えないため、以後のモ

ニタリングが可能。 

・表面被覆材よりコストが安価。 

b)短所 

アルカリシリカゲルにおける非膨張化の効果は

ひび割れ注入部及び表面含浸にて拡散した範囲に

とどまり、部材深部でのアルカリシリカゲルの膨

張性は残存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.ASR リチウム工法での ASR 対処方法 

目的は外部からの水分侵入の抑制とアルカリシ

リカゲルの非膨張化である。ひび割れ注入工法に

てひび割れを閉塞し、コンクリート前面から水平

方向にφ20mm の削孔を行い、そこから浸透拡散型

亜硝酸リチウムを内部に圧入した後、高分子系浸

透性防水材を塗布することにより、アルカリシリ

カゲルの非膨張化及び外部からの水分の侵入を抑

制する。 

a)長所 

・亜硝酸リチウムをコンクリート全体に供給する

ことができる。 

・亜硝酸イオンによる鉄筋の腐食を抑制。 

・リチウムイオンによるゲルの非膨張化。 

・施工後も表面の外観を変えないため、以後のモ

ニタリングが可能。 

b)短所 

・施工工種が多く施工日数がかかる。 

・従来の工法より高価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 表面被覆工法 図-6 表面含浸工法 

図-5 ひび割れ注入工法 図-7 ひび割れ注入工法 
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５．まとめ 

 本報告では、アルカリシリカゲルの吸水膨張性

が残存するコンクリートに対して従来の工法と

ASR リチウム工法での補修を比較した結果を以下

にまとめる。 

(1)表面被覆工法においては表面被覆材の高い遮

水性により外部からの水分抑制効果は高いが、

いったんコンクリート内部に水が入ると滞留

し、再補修の可能性がある。 

(2)表面含浸工法におけるアルカリシリカゲルの

非膨張化の効果は、ひび割れ注入部及び表面含

浸にて拡散した範囲にとどまり、コンクリート

の部材深部ではアルカリシリカゲルの膨張性

は残存し再補修の可能性がある。 

(3)ASR リチウム工法は、コンクリート全体のアル

カリシリカゲルを非膨張化させ、ASR の根本的

な抑制が期待できる。 

 

６．おわりに 

 今回紹介した ASR リチウム工法でのコンクリー

トの補修は、コンクリート全体における ASR を根

本的に抑制が期待できる工法である。当橋におい

ても継続的に変状を観察し、根本的な ASR 対策に

繋ったか確認する必要はあるが、今回紹介した補

修工法は ASR 対策の一つとして大きく貢献できる

技術である。本工事の実績が、今後の同様の補修

の参考となれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈： 

亜硝酸リチウムを用いた補修工法の概要 

亜硝酸リチウムイオンの成分であるリチウムイ

オンが初めてASRの抑制効果を示されたのが1951

年の MacCoy の発表した論文である。それ以降多く

の実験的研究が国内外でなされ、ASR 膨張が抑制

されることが検証されている。 

亜硝酸リチウムは（LiNO2）の正の電荷を帯びた

リチウムイオン（Li+）は、アルカリシリカゲル

（Na2O・nSiO2）と反応し、リチウムモノシリゲー

ト（Li2・SiO2）又はリチウムジシリケート（Li2・

2SiO2）に置換され、アルカリシリカゲルを非膨張

化させる。 

 

 

参考文献 

1)(一社)コンクリートメンテナンス協会：コンク

リート構造物の維持管理～塩害・中性化・ＡＳ

Ｒの効果的な補修技術～

図-8 ASR リチウム工法 

図-9 表面含進工法 

写真-4 京見橋の下部工（施工後） 

図-10 亜硝酸ﾘﾁｳﾑを用いた補修概要 
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ICTを活用した工事の課題について 
 
 

地村 直隆1 
 

1近畿地方整備局 福井河川国道事務所 工務第一課 （〒918-8015 福井県福井市花堂南 2-14-7） 

 

 国土交通省では,「ICTの全面的な活用」等の施策を建設現場に導入することによって，建設

生産システム全体の生産性向上を図り,もって魅力ある建設現場を目指す取組である i-
Construction（アイ・コンストラクション）を進めている． 

 福井河川国道事務所では近畿管内で初のICT活用工事を含む4件を実施したなかで，九頭竜川

で行われた河道掘削工事3件を例に，ICTを活用した河道掘削工事での効果や課題を検討し，そ

れに対する解決案やICT活用工事に適している工事条件等を考察した．その結果，ICT活用工事

により平均20日の作業日数が削減された． 

 

キーワード： i-Construction, 施工能力, 河道掘削  
 
 

1.  はじめに 

 

日本において，2010年をピークに人口減少がはじまり，

極めて速いスピードで高齢化も進みつつある．今後，労

働力である生産年齢人口は毎年減少していく．だが，こ

れまで経済を支えてきた労働力は減少し続けても，生産

性を向上させていけば，経済成長を続けていくことは十

分可能である．そのため，生産性向上こそがこれからの

成長の鍵である． 

国土交通省においては，建設現場における生産性を向

上させ，魅力ある建設現場を目指す新しい取組であるi-
Construction （以下，i-Conと称す）を進めている．ICT
（Information and Communication Technology）によって，建

設現場における一人一人の生産性を向上させ，企業の経

営環境を改善し，建設現場に携わる人の賃金の水準の向

上を図るとともに安全性の確保を推進していく１）．  
 本論文では，九頭竜川で行われた河道掘削工事を例に，

ICT活用工事の効果や課題，改善案を説明する． 

 

2.  ICT活用工事の概要 

 
(1)  ICT活用工事とは 
これまでの情報化施工は2) ，図-1に示すICT活用工事の

フローように，施工段階のみにICTを導入していた．し

かし，ICT活用工事は土工における調査・測量から設計，

施工，検査，維持管理・更新までのあらゆる段階におい

て3次元データを使用している． 
ICT活用工事においては，以下のa)からe)までの一連の

施工を行う．  
a) ドローン等による3次元起工測量の実施 
ドローン等による写真測量やレーザースキャナにより，

短時間で面的な3次元測量を実施する． 
b) 3次元設計データの作成 
 3次元測量データと設計図面との差分から，施工量

（切土，盛土）を自動算出する． 
c) ICT建設機械による施工 
 3次元設計データを用いて，ICT建設機械（3Dマシン

コントロール又は3Dマシンガイダンス）を自動制御し

て施工する． 
d) 3次元出来形管理等の管理施工 
 ドローン等による出来形管理技術を使用する． 
e) 3次元データの納品 
 3次元の設計成果や現況図を納品する． 
 

 

図-1 ICT活用工事のフロー 

 
(2)  i-Conの目指すべきもの 

 i-Conの目標は，生産性を向上させることで，企業の

経営環境を改善し，建設現場で働く方々の賃金水準の向

上を図るとともに，安定した休暇の取得や安全な建設現

場の実現を目指すものであり，具体には以下のa)からi)
となる3) ． 
a) 生産性の向上 
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 ICTの全面的な活用により，仕事の仕方が大きく変わ

るため，監督や検査においても施工管理や検査の労力を

大幅に減らすことができ，受注者の負担が大きい工事完

成時の書類も削減が進む． 

将来的には生産性は約2倍，施工時期の平準化による

効果とあわせ，1人当たりの生産性が約5割向上すること

を目指す． 

b) より創造的な業務への転換 

ICTの活用による効率化等により，技能労働者等は創

造的な業務や多様なニーズに対応できるなど，一層の生

産性向上を図ることが可能となる．また，人でなければ

できない仕事を行うというやりがいのある建設現場へ変

えていくことが期待される． 

c) 賃金水準の向上 

 生産性向上や年間を通じて仕事量が安定することによ

り，企業の経営環境が改善し，建設現場で働く方々の賃

金水準の向上と安定的な仕事量の確保が実現される． 

d) 十分な休暇の取得 
建設工事の効率化，施工時期の平準化等により，安定

した休暇取得が可能になる． 

e) 安全性の向上 

 重機事故で最も多いのはバックホウと作業員の接触で

あり，全体の半数を占めているがICTの活用により重機

周りの作業が減少することにより，安全性向上が実現す

る． 

f) 多様な人材の活用 

 危険の伴う作業や厳しい環境で行う作業が減少するこ

とから，建設現場において，若者，女性や高齢者等の多

様な人材が活躍できる社会が実現する． 

g) 地方創生への貢献 

 建設産業は地域インフラを支える重要な役割を担うと

ともに，地域経済を支える産業のひとつである．地域の

建設産業の生産性向上により多くの魅力ある建設現場を

実現し，地域の活力を取り戻す． 

h) 希望が持てる新たな建設現場の実現 

「給与，休暇，希望」を実現する新たな建設現場を作り

出すことが重要である． 

i) 広報戦略 

 より早く，より効率的にインフラが整備・維持管理さ

れる事や，地方創生につながること等，その効果を公表

し情報共有していく取組が必要となる．また建設現場や

建設現場の仕事が魅力的になること，i-Conの導入効果

についての周知が必要となる． 

 

(3)  i-Conを推進するために3) 
a) i-Conの推進体制 
 直轄事業への本格的な導入により，発注や検査業務な

ど仕事の仕方も大きく変更される．また地方公共団体等

他の発注者へのi-Con普及を支援するための体制の整備

が必要となる． 

b) i-Conを推進するためのコンソーシアム 
 建設現場の生産性向上について各建設生産プロセスの

関係者間において，常に情報交換し議論できる場が必要

である．また，急速に発展するIoT（Internet of Things）な

ど最新技術の動向等を踏まえるため，産学官との連携が

必要である． 
c) i-Conに伴うビックデータの活用 
 各建設生産プロセスにおいて作成される3次元データ

等をビックデータとして活用し，更なる生産性向上の実

現や維持管理・更新等に活用する． 
d) 他の屋外生産分野との連携強化 
 他の屋外生産分野である，鉱業，農業，林業等に横転

回するため，i-Conのノウハウを情報発信が必要となる． 
e) 海外展開 
 日本の建設生産システムが世界トップランナーになる

ことを期待し，各種基準類の国際標準化，i-Conの発注

方式，検査基準等をパッケージ化し海外に展開する． 
 

3.  福井河川国道事務所管内の事例 

 
 ２．で説明したとおり，i-Conにはたくさんの期待が

寄せられている中，昨年度から福井河川国道事務所では

3件のICT活用の河道掘削工事が実施された．その効果や

課題を述べる前に，各工事の条件や概要を説明する． 
 
(1)  小尉地区水際再生工事 

a) 工事の目的 
 陸域から水域にかけて緩勾配河岸と浅場の設置により

流速や水深の小さい水域を設け，抽水植物の生育環境を

保全・再生すること． 
b) 工期 

2016年8月3日から2016年11月30日 

c) 発注形態 
図-2より，全体工事費が3億円未満で土工量が20,000m3

未満の工事のため，施工者希望型Ⅱ型を適用． 

d) 使用した建設機械 
マシンガイダンスバックホウを使用 

e) 測量方法 

工事基準点や評定点を設置して，ドローンによる写真

測量．ただし，水中部はTSによる． 

f) 掘削土量 

陸上部：9,930m3 水中部：680ｍ3 

g) 測量面積 

約2,000ｍ2 

 
(2)  日野川竹生地区河道掘削工事 
a) 工事の目的 

流下能力不足を解消するため実施する河道掘削にあわ

せて，多様な生物の生息・生育の場としても寄与する湿
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地環境の創出する． 

b) 工期 

2016年9月8日から2017年3月10日 

c) 発注形態 
図-2より，全体工事費が3億円未満で土工量が20,000m3

以上の工事のため，施工者希望型Ⅰ型を適用． 

d) 使用した建設機械 
マシンコントロールバックホウ及びマシンガイダンス

バックホウを併用して使用 

e) 測量方法 

工事基準点や評定点を設置して，ドローンによる写真

測量．ただし，水中部はTSによる． 

f) 掘削土量 

陸上部：35,800m3 水中部：2,400ｍ3 

g) 測量面積 

約13,000ｍ2 

 
(3)  森田地区砂礫河原再生工事 
a) 工事の目的 

 九頭竜川における生物の生息・育成空間としての特徴

的な河川環境である砂礫河原を再生する． 

b) 工期 

2016年10月20日から2017年2月28日 

c) 発注形態 
図-2より，全体工事費が3億円未満で土工量が20,000m3

以上の工事のため，施工者希望型Ⅰ型を適用． 

d) 使用した建設機械 
マシンガイダンスバックホウを使用 

e) 測量方法 

工事基準点や評定点を設置して，ドローンによる写真

測量．  

f) 掘削土量 

陸上部：24,500ｍ3 

g) 測量面積 

約39,000ｍ2 

 

 

図-2 発注形態のフロー図 

4.  従来工事との比較や効果 

 

 従来の手法（当該工事と同等の数量・条件を想定した

場合）とICTを活用した手法で行った場合の一連の土工

における差異の概要を工事ごとに以下に記載する，  
 
(1)  小尉地区水際再生工事 

a) 起工測量 

測量時間が約18時間短縮されたことにより，作業時間

が1/7になった． 

b) 建設機械による施工 

丁張り設置に必要な日数（2日間）を省略できた．   

c) 建設機械の稼働日数や施工量 

従来と同じ． 

d) 3次元データの納品 

出来形管理図の減少，成果品作成人数を削減できた． 

 

(2)  日野川竹生地区河道掘削工事 
a)  起工測量 

測量時間が約5日間短縮されたことにより，作業日数

が1/6になった． 

b) 建設機械による施工 

丁張り設置に必要な日数（10日間）を省略できた． 

c) 建設機械の稼働日数や施工量 

従来と同じ． 

d) 出来型管理等の施工管理 

作業日数（10日間）を短縮できた． 

e) 3次元データの納品 

出来形管理図の減少，成果品作成人数を削減できた． 

 

(3)  森田地区砂礫河原再生工事 
a) 起工測量 

測量時間が約9日間短縮されたことにより，作業日数

が1/10になった． 

b) 建設機械による施工 

丁張り設置に必要な日数（10日間）を省略できた． 

c) 建設機械の稼働日数や施工量 

従来と同じ． 

d) 出来形管理等の施工管理 

作業日数（10日間）を短縮できた． 

e) 3次元データの納品 

出来形管理図の減少，成果品作成人数を削減できた． 

 

 (4)  効果 

上記の3件の工事の平均作業時間の比較を図-3に示す． 
ICT活用工事による平均削減日数は20日であった（従来

工法85日→ICT活用工事65日）．各段階についてみると，

起工測量については6日から1日に，出来形計測について

は5日から1日に，完成検査については3日から1日に短縮
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され，ドローンを使用して行ったものは明らかな作業時

間の短縮効果がみられた．施工については64日から56日
に短縮され効果がみられた．これは丁張り設置に必要な

日数を省略できたことによる．しかし，測量計算につい

ては1日しか短縮できなった．これは，データ量が多く

なったことやICT活用工事が初めての実施であったため，

時間がかかったと考えられる． 
従来工事とICT活用工事の効果の比較を表-1に示す．

また，受注者及び発注者にICTを活用した工事の効果を

アンケート調査し，その結果を以下に示す． 

a) 受注者目線の効果 
 受注者の目線からの効果としては，ドローンによる測

量の省力化，立体可視化による説明等の高度化が図られ

た．加えて，3次元設計データにより，土量算出の精度

が向上した．また，丁張り設置作業の削減により施工の

効率化や作業人員の削減，出来形計測の効率化や検査書

類等の削減が効果としてあげられる． 
b) 発注者目線の効果 
 発注者目線からの意見としては，立会に係る時間の削

減や効率化，平面ではわかりにくいものが3次元データ

にすることでわかりやすくなった，各断面を確認してい

た完成検査が面的な確認になり簡素化された，などの意

見が出された． 
また，図-4に示すとおり施工範囲が広いとよりICT活

用工事の効果が見られたことから，掘削土量よりも，施

工範囲（測量面積）による工程の削減効果が認められた．

3件の工事結果であるので，この解釈には注意が必要で

あるが，理由としてはドローンによる作業はすべて1日
あれば完了できる．しかし，従来のTSによる作業は施

工範囲が広くなると測点も作業時間も比例して増えるこ

とから，掘削土量は工程の削減効果に関連していないと

考えられる． 

 

 

 

図-3 土工における作業時間の比較 

 

 

 

表-1 従来工事とICT活用工事の効果の比較 

従来工事 ICT活用工事
TSなどで実施 UAVで実施
中心線測量、横断測量 対空標識設置、UAV3次元起工測量
丁張りなどを設置 3次元データを活用し、MG,MC機械で施工
数日間 丁張り人員、資材不要。経験が不要

設計数量 平均断面法 3次元データをメッシュ法

検査書類
の作成

出来形測量を行い、20m毎に出来
形図、成果表、管理図表を作成

3次元データから出来形管理図表
などを面的に1枚作成

代表管理断面でTSや巻尺で測定 検査職員が指定する任意の箇所で計測

各断面の数値確認が必要
面的な確認により検査が
簡単になり効率性が向上

建設機械の周辺に作業員が立ち
指示や合図

モニターで高さや勾配を確認

常時作業員を配置するため事故
の危険性がある

作業員の配置がないため
省力化と事故リスクが減少

書類及び
実地検査

完全管理

現場施工

起工測量

 

 
図-4 比例図 

 

5.  ICT活用工事の課題 

 

 福井河川国道事務所管内でICT活用工事を実施したな

かで，効果については４．で論じたが，一方で課題も見

えてきた．現場において困難なことや，改善して欲しい

ことなど，ICT活用工事の課題を以下に示す． 

 

(1)  起工測量関係 

空中写真測量を行っているが，施工範囲内の水中掘

削部には活用できなかったため，従来の方法であるTS
で測量をしている．水中部に活用できないため，TSを
併用していることが労力の減少にはなっていない．  
また，ドローンは気象条件に左右される．冬期の福

井県では降雪・降雨が多いため，悪天候のためにドロー

ンが活用できないことによる測量待ちで現場のロスが生

じる． 
   
(2)  施工関係 
事務所の事例では，ICT活用工事の日当たり施工量は

従来工事と比べても変わりなかった．ICT活用工事で丁

張り人員や資材が不要になったが，土砂運搬等の制限が

あるため，日当たり施工能力は変わっていない結果とな

った．しかしながら，官積算では，日当たり施工量に

×1.1を行い，工期を算定しているため，実態よりも過大

に積算している傾向があった．  
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(3)  検査関係  
 従来は工事前に着工前測量を行っていたが，ICT活用

工事ではドローンによる起工測量しか行わないため，誤

差等の確認が不可能になる．また，数量の算出に用いた

3次元データの根拠資料が発注者では確認できない． 

加えて，降雪地帯での問題として，降雪があると正確

な値が確認できないことがあげられる．従来であれば測

定箇所のみを除雪すれば可能であったが，ICT活用工事

では施工範囲すべてを除雪しなければならない．  
 
(4)  その他 

土量の確認方法は従来では，平均断面法で行われて

いたが，今回はメッシュ（0.04m2）毎に算出しているた

め，データが多い．また3次元データを工事完了後に納

品されているが，現在の発注者のパソコンでは対応でき

ない．加えて，その3次元データを維持管理にどのよう

に活用していくかが課題である． 
丁張りが必要なくなり，掘削高をバックホウに搭載

されているモニターで確認するため，重機周りに人は居

なくなったが，モニターに集中しすぎて周りの確認を怠

ることにつながるため注意が必要である．  
 

6.  改善案 

 
(1)  起工測量関係 

 ドローンでは水中部の測量が出来ないため，水中部を

C3D等の水中部を3次元データとして測量できる機器と

の併用が考えられる．河道掘削工事は出水期でも施工可

能だが，起工測量の時期が，台風の時期や天候がよくな

い時期にかぶるような発注をするべきではない．気象条

件を考慮した発注が求められる． 
 
(2)  施工関係 

施工能力を上げるためにはマシンコントロールの導

入が考えられる．マシンコントロールを使用すれば掘削

高で自動停止するため，確認が不要になることから施工

能力は向上する．土砂運搬の能力も考慮する必要がある． 
 
 
 
 

(3)  検査関係 
 発注者で数量の算出に用いた3次元データを確認する

方法の確立が必要となる． 
降雪時には従来のTSを用いて測量することで，測定

箇所のみの除雪になるため，施工管理が効率的になる． 
 
(4)  その他 

3次元データは容量が大きいため，DVDに保存できな

い．そのためブルーレイディスクを使用しているが，現

状必ずしも発注者が対応できていない．したがって，発

注者が対応できるコンピュータ環境の整備が必要である． 
マシンコントロールを使用することで掘削高がモニ

ターで確認しなくても自動で止まるため，モニターに集

中しすぎなくなり，安全が確保される．マシンコントロ

ールの普及が求められる． 
 

7.  おわりに 

  

 本論文では，福井河川国道事務所管内で発注したICT
活用工事を紹介し，その効果に加え，課題や改善案を述

べた． 
 河川内は出水ごとに地形が変わってしまうため，段階

的に確認の必要があるが，ICTを活用することで確認時

間の削減や効率化につながる．また，施工範囲が広いほ

どICT活用工事の効果が見られたが，今回の少ない件数

では結論付けることはできない．一方，福井県のように

降雪・降雨が多い地域では，悪天候時にはICTを活用で

きないことが課題である． 
 

謝辞： 本論文を作成するにあたり，多大なるご協力を

いただきました関係者の方々に深くお礼申し上げます． 
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UAVを活用した防波堤(二重円筒ケーソン式)の
調査点検の可能性について

竹下 航1・山野 智志2

1近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所 保全課（〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住1702）

2近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所 保全課（〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住1702）

柴山港は兵庫県北部に位置し，冬季における日本海の厳しい海象条件に対し，沖合を通航す

る貨物船の緊急避難用の港として位置付けられ，防波堤と避難泊地の整備を行っている．防波

堤は大水深かつ冬期風浪による厳しい波浪に耐えるため，二重円筒ケーソン式という特殊な構

造が用いられた大規模なコンクリート構造物である．しかし，1号函据付から20数年経過し，劣

化部分が確認されるなど，継続的な維持管理のための調査点検が必要となっている．そこで，

沖合防波堤上での安全かつ確実な調査点検手法のひとつとして，無人飛行機(UAV:Unmanned 
Aerial Vehicle)を用いた調査点検の可能性について報告する．

キーワード 柴山港，UAV，iConstruction，維持管理

1.  はじめに

兵庫県北部，日本海に面した柴山港は，海岸線の入り

組んだ天然の良港であり，カニ等の水産資源の漁業基地

となっている．また，近年においては，多様な地形・地

質・風土と人々の暮らしが体験できる山陰海岸国立公園
1)2)として，京都府，兵庫県，鳥取県の民間団体や行政機

関が連携3)し，ジオパーク活動を進めることによって，

観光地としても脚光を浴びている．

柴山港の位置する日本海沿岸海域は，北日本～西日本

～九州を結ぶ重要な航路筋であり，航行船舶も多い海域

である．一方，冬季は気象海象条件が非常に厳しく，柴

山港は，突発的な荒天状況下において船舶が安全に避難

する場所である“避難港4)”として位置付けられており，

港内静穏度を確保するための防波堤や，船舶が港内で避

難するための泊地の整備を行っている．図-1に柴山港の

整備計画を示す．2017年現在，泊地の浚渫は完了し，防

波堤の計画延長450mのうち，240mまで完了している．

柴山港の防波堤は，図-2に示すように，外洋に面した

沖合に整備されており，大水深かつ冬期風浪による厳し

い波浪に耐えることを前提とした，二重円筒ケーソン式

防波堤を採用している．また，図-3に示すように，1函
あたりの大きさは直径30m，高さ26.5m，重量約14,000tで
あり，大規模かつ特殊な構造物となっている．二重円筒

ケーソンの特徴としては，波を曲面で受けるため，全作

用波力を低減できることや，壁体の開口部により，反射

波を抑えることができることなどがあげられる．

しかしながら，1号函据付から既に20年数年が経過し

ており，劣化箇所が確認され，補修が必要な所も出てき

ている．今後の継続的な維持管理のためには，調査点検

が必要となるが ，沖合かつ高所での作業となるため，

より安全かつ確実な調査点検手法が求められている．

本報告では，その手法のひとつとして，デジタルカメ

ラを搭載した無人飛行機 (以下UAV:Unmanned Aerial 
Vehicle)による調査点検の可能性について検証するため，

陸上製作ヤードでのテスト撮影及び撮影画像と

SfM(Structure from Motion)ソフトによる三次元モデルの作

成を行った．

図-1 柴山港の整備計画            図-2 外防波堤(西)現況      図-3 防波堤断面イメージ
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2.  テスト撮影の概要

(1)テスト撮影の実施場所

テスト撮影は，二重円筒ケーソンの製作場所である，

陸上製作ヤードにて，過年度工事にて製作済のケーソン

(9号函)を用いて行った(図-4)．

(2)使用したUAVシステム

本撮影に用いたUAVは，Amuse Oneself社製のα-UAV
である(図-5)．本UAVは，GNSS制御にて自動での飛行・

撮影ができる機種である．UAVに搭載したカメラは，

Panasonic社製のGX7である．UAV本体およびカメラの諸

元をそれぞれ表-1，2に示す．

表-1 UAV諸元

項目 諸元

重量 3.6kg
大きさ 1.0m×1.0m×0.3m
ペイロード 3.5kg(バッテリー含む)
飛行可能時間 約20分
自動飛行範囲 水平:半径1,000m，高さ:300m
耐風性 約6m/s

表-2 カメラ諸元

項目 諸元

重量 489g(バッテリー，メモリーカード含む)
センサー 4/3型 Live MOSセンサー

画素数 1,684万画素

焦点距離 42.5mm(35mm版換算85mm)

(3)  撮影手法の検討

今回の撮影では，カメラをUAVの下部に斜め45°の

角度をつけて設置し，斜め撮影を行った(図-7)．また，

UAV飛行の安全性を考慮し，ケーソン天端の20mの高さ

から撮影した．このため，カメラからケーソンまでの距

離はおよそ28mとなり，画像の解像度約2.5mmを確保す

るため，撮影には焦点距離42.5mmのレンズを用いた．

(4)撮影コースの設定

撮影のコースは，ケーソンの外壁だけでなく，内外円

筒の間も撮影できるよう，斜め中心向きと斜め外向きに

撮影できるコースを設定し，4回のフライトを行った．

撮影位置をプロットした飛行軌跡を図-8に示す．

図-7 斜め撮影イメージ

図-4 陸上製作ヤード

  
図-5 UAV姿図           図-6 カメラ

  
(Flight 1)         (Flight 2)

  
(Flight 3)         (Flight 4)

図-8 飛行軌跡
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3.撮影結果

(1) 撮影した写真

今回の撮影は，2016年7月21日に実施した．撮影した

写真を図-9に示す．吊り筋や施工目地が明瞭に確認でき

ることが分かる．

また，港湾の施設の点検診断ガイドライン5)において，

ケーソンの劣化度の判定基準として，「幅3mm程度のひ

び割れがある．」と定められており(表-3参照)，今回撮

影した解像度2.5mmの画像から，点検診断ガイドライン

に沿った調査点検ができることが分かる．

(2)SfMソフトによる画像解析

撮影した写真画像とPix4D社製「Pix4Dmapper」を用い

て，各フライトの解析及び三次元モデルの作成を行った．

三次元モデル化の工程は，まず撮影された複数枚の画

像から，ソフトにより自動生成された特徴点(キーポイ

ント)のマッチングを行う．この特徴点とGNSSによる画

像の撮影位置情報を用いて，三次元点群データを作成し

ていく(図-10参照)．この作業により作成した点群データ

を高密度化し，三次元モデルを生成する(図-11参照)．ま

た，撮影した画像をテクスチャとして貼り付けることで，

より鮮明な三次元モデルを作成することもできる(図-12
参照)．

表-3 ケーソンの劣化度の判定基準
対象

施設

点検診断

項目
点検方法 劣化度の判定基準

ケ
ー
ソ
ン
式
防
波
堤

コンクリート

の劣化、損傷

目視

・ひび割れ、剥

離、損傷、欠落

・鉄筋露出

・劣化の兆候

a

中詰材が流出するような穴空き，

ひび割れ，欠損がある

広範囲に亘り鉄筋が露出している

b
複数方向に幅3mm程度のひび割れが

ある

c
1方向に幅3mm程度のひび割れがある

局所的に鉄筋が露出している

d 変状なし

表-4 防波堤の移動，沈下の劣化度の判定基準
対象

施設

点検診断

項目
点検方法 劣化度の判定基準

ケ
ー
ソ
ン
式
防
波
堤

移動
目視

・水平移動量

a
ケーソンの一部がマウンドから外

れている

b
隣接ケーソンとの間に側壁厚程度

(40～50cm)のずれがある

c 小規模な移動がある

d 変状なし

沈下
目視

・段差

a 著しい沈下(1m程度)が確認できる

b
隣接ケーソンとの間に数十cm程度

の段差がある

c
隣接ケーソンとの間に数cm程度の

段差がある

d 変状なし

しかし，Sfmソフトによる画像マッチングの場合，複

数の画像を合成し処理しているため，ひび割れのような

微細な状況は，処理の過程で失われてしまい，三次元モ

デルから微細なひび割れ等の確認ができないという課題

があることが分かった．

(3)天端高さと水平性の確認

解析結果より，設置されたケーソン天端の水平性を確

認した．結果を図-13に示す．また，表-4にガイドライン

における，防波堤の移動，沈下の劣化度の判定基準を示

す．

今回の撮影では，ケーソン天端の水平性を高い精度で

確認することができた．また，得られた三次元データか

ら，任意の点の三次元座標を求めることができるため，

現地に標定点を設置して撮影を行えば，ケーソンの沈下

量，水平移動量についても確認することができる．

このことから，得られた三次元データを用いて，防波

堤の移動，沈下の劣化度についての調査点検を行うこと

ができると言える．

図-9 撮影写真

図-10 Pix4Dによる処理結果       図-11 三次元点群データ      図-12 テクスチャ貼付結果
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4.  課題と活用方法

まず，先に挙げた三次元モデル化の課程における，ひ

び割れ情報の損失という課題がある．これについては，

得られた生画像から目視にて確認することはできるが，

現状では処理に時間を要してしまう．画像処理ソフト等

で処理するためには，画像内に基準点が含まれている必

要があり，ケーソン壁面にマーキングを施す必要がある．

これについては，今後検討していく必要がある．

UAVを用いることによる課題としては，以下の2つの

点が挙げられる．1つ目に撮影場所が沖合にあることか

ら，離発着場所の確保についての課題がある．近隣の島

とした場合，飛行距離の増大による，撮影時間の短縮や，

墜落のリスクがある．また，ケーソン上を離発着場所と

した場合には，ケーソンの鉄筋が磁化していることが考

えられ，UAVの磁気センサーに与える影響を考慮する

必要がある．2つ目に二重円筒内の撮影についての課題

がある．UAVが円筒内に降下した場合，図-14に示すよ

うに，上空視界が狭まることから，GNSS衛星の補足数

が不足し，位置精度の低下や自動操縦ができなくなると

いった影響がある．

1つ目の課題については，UAVの技術は近年急速に進

歩しており，今後解決されることが想定される．また，

2つ目の課題については，橋梁点検用のポールカメラが

既に実用化されており，これによる撮影と，UAVによ

る撮影を組み合わせることで，円筒内等，UAVによる

撮影が困難な箇所についても必要なデータを得ることが

可能であると考える．

今回は，UAVを用いて気中部分の確認を行った．一

方で，防波堤の調査点検は水中部についても必要である．

これについて，現状では潜水士による目視調査や水中ビ

デオカメラによる調査が行われているが，今後は，無人

水中航走体(UUV:Unmanned Underwater Vehicle)による点検

も可能になると思われ，水中部についても，安全な調査

点検の可能性がある．

5.  おわりに

本テスト撮影では，UAVを用いてケーソンの劣化状

況確認のための撮影及び解析を試みた．撮影した解像度

2.5mmの画像とSfM技術を用いた三次元モデルの作成を

行い，以下の結論を得た．

・UAVとデジタルカメラを用いて，調査点検に必要な

画像を撮影できることが確認できた．

・ケーソン天端から20mの高さでの撮影で，ケーソンの

施工目地や吊り筋が明瞭に確認できた．

・得られた画像は解像度2.5mmであり，3mm程度の大き

さのものであれば目視にて判別が可能である．

・解析結果から，ケーソンの水平性について，精度よく

捉えられることが確認できた．

以上の結論から，UAVを用いて，沖合防波堤上での

安全かつ確実な調査点検の可能性について，確認するこ

とができた．

なお，本論文作成にあたり，国際航業株式会社にご協

力いただきました．ここに深く謝意を表します．
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施設系

凍結抑制舗装

グルーピング

融雪施設

凍結防止施設

その他

作業系 薬剤散布 散布車

消雪パイプ

ロードヒーティング

定置式散布装置

凍結防止剤

定置式散布装置

概要
路面の積雪を地下水などを散
布することで消雪する施設

舗装内に埋設した電熱線或い
は温水を循環させたパイプに
より路面を加熱し融雪する施
設

凍結防止剤を定置式の自動散
布装置により路面に散布し、通
行車両の引きずり効果により、
局所的な凍結対策を行う装置

効果 融雪・消雪 融雪・消雪 凍結防止・融雪

範囲 ほぼ全面 全面 車両・通行部

特徴
地下水などの水源が確保で
きれば可能であるが、気温の
低下が著しいところでは不可

確実な効果が期待できるが、
舗装内に埋設物があり、維持
管理の労力大

通行車両に依存するため、通行
車両台数が少ない場合は効果
が小さい

融雪効果 ○ ◎ △～○※除雪との併用

イニシャルコスト 比較的高価 高価 安価

ランニングコスト 安価 高価 安価

消雪パイプ
無散水融雪施設
（ロードヒーティング）

酢酸系薬剤を用いた定置式凍結防止剤散布

装置の効果検証 

久保 光1

1福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所（〒912-0021福井県大野市中野28-36）

. 
冬期路面の凍結対策は， 局所的な管理手法として定置式散布装置を用いた薬剤散布方法や，

ロードヒーティングといった無散水融雪等の方法がある．定置式の凍結防止剤散布装置として

は，粒状の薬剤を散布する装置，道路に埋設したしみ出し部から液状凍結防止剤を散布する装

置，或いは道路には埋設物を設けず，噴射ノズル等を用いて液状凍結防止剤を散布する装置等

があり対策目的に応じた装置が使用されている．

2014年に，国道および一般県道において，酢酸系薬剤を用いた定置式の凍結防止剤散布装置

を福井県で初めて設置したのでその概要と効果検証結果を報告する．

キーワード 凍結対策 凍結防止剤 定置式散布装置 

1. はじめに

冬期路面の凍結対策は，図‐1 に示すように，作業系

として凍結防止剤を用いた薬剤散布，施設系としてロー

ドヒーティング等が挙げられる．凍結地域の日陰になり

易い道路や急カーブ，急勾配の道路，橋梁部，トンネル

の出入り口等では特に局所的な対策が望まれる．

局所的な管理手法としては，定置式散布装置を用いた

薬剤散布方法や，ロードヒーティングといった無散水融

雪等の方法があるが，これらの方法を費用対効果の観点

から比較したのが，表－1 となる．消雪パイプは，地下

水等の水源が確保できれば，確実な効果が期待できるが，

イニシャルコストは比較的高くなる．また，無散水融雪

は確実な効果が望めるが，イニシャルコスト，ランニン

グコスト共に高くなる．定置式の凍結防止剤散布装置と

しては，粒状の薬剤を散布する装置，道路に埋設したし

み出し部から液状凍結防止剤を散布する装置 2) ，或いは

道路には埋設物を設けず，噴射ノズル等を用いて液状凍

結防止剤を散布する装置等があり対策目的に応じた装置

が使用されている． 

2014 年に，福井県越前町内の国道および県道におい

て，酢酸系薬剤を用いた，定置式の凍結防止剤散布装置

を福井県で初めて設置した．また，2015 年～2016 年度

にかけて定置式の凍結防止剤散布装置の効果について検

証したのでその結果を報告する． 

図-1 冬期路面の凍結対策 1)

表－1 定置式装置の比較 1)

2. 定置式凍結防止剤散布装置の概要 

2.1 使用する凍結防止剤

本装置で使用する液状凍結防止剤は，酢酸カリウムと

グリセリンを成分とする酢酸系液状凍結防止剤であり，

引きずり効果が高く、環境や構造物への影響も極めて少

ない凍結防止剤（カマグ）である．本装置では，ノズル

別紙―２

新技術・新工法部門：No.09

1



-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

0 10 20 30 40 50 60

濃度(%)

凝
固
点
(℃
)

カマグ

塩化ｶﾙｼｳﾑ

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ

ＣＭＡ

（カマグＧ） （カマグS）

＊塩化ｶﾙｼｳﾑ：CaCl2・2H2O
＊CMA：ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑｱｾﾃｰﾄ

から噴射された液状凍結防止剤が通行車両のタイヤに付

着し前方に引きずられる事により効果を拡散させる．こ

の為，特に引きずり効果の高い液状凍結防止剤が求めら

れる．また，本装置では，ノズルの目詰まりをさせない

為，腐食性のあるものは望ましくない．この様な要求特

性を満足するのが本装置に使用する，環境配慮型の酢酸

系液状凍結防止剤である．その特徴は，①成分中にグリ

セリンを含有することから高い引きずり効果が得られる．

②最低凝固点が，図－2に示す様に－43℃と低く，高い

凍結防止能力を有する．塩素系化合物を一切含有してい

ない為，腐食性が極めて低く且つ自然環境や金属，コン

クリートへの薬害の心配が殆どない事を特長としている． 

」

図-2  液状凍結防止剤の成分特性

2.2  本装置の概要 

2014年度、国道365号（越前町内）および一般県道越

前織田線（越前町内）に1箇所ずつ凍結防止対策用とし

て定置式凍結防止剤散布装置を設置した． 

図‐3は，外形図を示す．表-2は，凍結防止剤散布装

置の仕様を示す．写真-1は，凍結防止剤散布装置の設置

状況を示す（県道）．当該施設の設置費用は，基本額と

して1基あたり約11百万円であった．ただし，電気引込

みや設置スペースの条件により，追加費用が必要となる．

1シーズンあたりの維持管理費用（シーズン前・後点検

および薬剤補充）は約百万円であった． 

図-3 外形図 

表-1 凍結防止剤散布装置の仕様

写真-1 凍結防止剤散布装置の設置状況（県道） 

3. 試験方法

3.1 凍結防止剤付着量の測定

定置式凍結防止剤散布装置設置箇所（国道365号）は，

橋梁部の下りカーブであるため，すべり摩擦係数を計測

する計測車での測定は困難である．また，一般県道越前

織田線の道口付近の道路線形が非常に悪いため同様であ

る．上記理由から，すべり摩擦係数の測定は諦め，路面

に拡散した凍結防止剤付着量を測定することにより，間

接的にすべり摩擦係数の改善効果を検証することとした．

通行車両により凍結防止剤を拡散させた状態で，各測定

地点（100mピッチ）の路面の凍結防止剤をサンプリング

し，サンプリングした凍結防止剤を室内試験にて分析し，

各測定地点での凍結防止剤の付着量を測定した． 

3.2 路面改質効果の検証

写真撮影により，凍結防止剤噴射箇所の手前部分と凍

結防止剤噴射箇所以降の凍結防止剤拡散箇所での凍結路
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温度設定
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噴射停止温度：2.0℃

ノズル個数 2個（交互に噴射）
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面の比較を行い，凍結防止剤の効果を検証した．また，

凍結防止剤の効果は検証日による気象や交通量にも影響

することから調査を行った．本稿では，県道に設置した

凍結防止剤散布装置の効果について検証した． 

4. 調査結果及び考察 

図-4は，凍結防止剤付着量測定結果を示す（2016年11

月4日～5日にかけて実施）．図‐5は，下り線の通行台

数を示す．図‐6は，上り線の通行台数を示す．試験日

の天候は晴れで，路面は乾燥した状態であった．凍結防

止剤散布地点から200m付近までは凍結防止効果が十分

に得られる凍結防止剤量が検出された．5時間（20:00）

経過時点で、すでに凍結防止剤付着量は200m付近にま

で拡散していることがわかる．この原因は，通勤された

方々の帰宅ラッシュの影響と考えられる．特にブレーキ

ングポイントである0～100mでは凍結路面の改質が期待

できる凍結防止剤付着量であった．300m地点では，凍

結防止剤量は減少する傾向であったが，降雪時等に路面

の水分量が増加する事で，引き摺り距離は300m程度に

達する可能性が高いと考えられる．写真-2は，凍結防止

剤による路面改質状況（2015年1月26日）の代表例を示

す．凍結防止剤散布地点から，路面がシャーベットとな

っており，路面改質されていることがわかる．写真-3は，

1月26日午前8時における各観察地点での路面状況を示す．

1月26日は，前日の降雪による積雪が残り，且つ気温が

氷点下3℃程度まで低下，場所によっては，典型的な凍

結路面が発生している状況であった．そのような気象状

況の中で，路面観察を実施した．凍結防止剤散布前の-

50ｍ地点では，凍結路面となっており，かなり滑り易い

状況であった．一方，凍結防止剤散布地点から50ｍの箇

所では，シャーベット状に凍結路面が改質されていた．

シャーベットの状況は，ブレーキングポイントである

100ｍ地点まで観察された．150ｍから300ｍ地点では，

圧雪路面にシャーベット状の雪が混ざり込んだ状況であ

り，タイヤのトレッド痕跡が明確に確認できる状況であ

った．凍結防止剤散布手前の路面が凍結路面であったこ

とから，約300ｍ地点まで凍結防止剤の効果によって路

面改質が行われたと推定される． 

図－4 凍結防止剤付着量測定結果 

図－5 通行台数（下り線） 

図－6 通行台数（上り線） 

１月２６日 ８：３１

写真-2 路面改質状況（代表例） 

図-4は，県道の下り線の通行台数を示す．17時～18時

にかけて通行台数が100台を超えた．これは，通勤され

た方々の帰宅ラッシュの影響と考えられる．23時～5時

にかけての通行台数は，時間当り１～10台程度とかなり

減少した．6時～7時にかけて通行台数が増えているのは，

通勤する方々の影響と考えられる．このような通行台数

では，十分な引きずり効果が得られないと予想されるが，

路面改質部分 
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実際は，約200～300ｍ程度の引きずり効果が認められる

結果となった．この原因は，17時から22時にかけて通行

した車両（時間当り30～137台）によって，凍結防止剤

が引きずられた結果と推察される．

図-5は，参考までに一般県道越前織田線の上り線の通

行台数を示す．6時～7時にかけて，通勤ラッシュの影響

で通行台数が増えていることがわかった．

写真-3 観測点の路面の改質状況
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図－5 通行台数（上り線）

5. まとめ 

 調査の結果、以下の知見を得た．

(1) 凍結防止剤散布地点から200m付近までは，凍結防

止効果が十分に得られる凍結防止剤量が検出され

た．

(2) 凍結防止剤散布地点から50ｍの箇所では，シャー

ベット状に凍結路面が改質された．

(3) シャーベットの状況は，ブレーキングポイントで

ある100ｍ地点まで観察された．

(4) 150ｍから300ｍ地点では，圧雪路面にシャーベット

状の雪が混ざり込んだ状況であり，タイヤのトレ

ッド痕跡が明確に確認できる状況であった．

以上の結果から，約300ｍ地点まで凍結防止剤の効果

があることを検証した．

2017年4月，福井県の定期人事異動により福井県丹南

土木事務所鯖江丹生土木部から福井県笹生川・浄土寺川

ダム統合管理事務所へ異動しました．

謝辞：酢酸系薬剤を用いた定置式凍結防止剤散布装置の

効果検証に当たり，北海道日油株式会社営業部長 中地

章氏にご協力いただきました．ここに記して感謝の意を

表します． 
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について，高橋誠也、河野順二、長岡昭彦、時田和司、中

地章、(2013) 
2)福井県雪対策・建設技術研究所年報第 13 号：定置式凍結防

止剤自動散布装置の研究開発，佐野弘、室田正雄、(2000) 
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3次元レーザスキャナを搭載したUAVによる 
地形測量について 

 
 

重岡 知之 
 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 計画課 （〒668-0025兵庫県豊岡市幸町10-3） 

 

 北近畿豊岡自動車道 豊岡道路では，樹木の生い茂った急峻な山間部で地形測量をするにあ

たり，3次元レーザスキャナを搭載したUAVによる地形測量を行った．本稿では，国内でも事

例が少ない，レーザスキャナを搭載したUAVを用いた測量について，その取り組みと有用性を

検証した．また，測量の次工程となる地質調査，設計への活用状況や今後の課題について，検

証した結果を報告する．  
 

キーワード UAV，3次元レーザスキャナ，地形測量，i-Construction，CIM  
 

 

1.  はじめに 

 豊岡河川国道事務所では，北近畿豊岡自動車道 豊岡

道路が平成28年度に新規事業化された．幅杭の位置を決

定する道路予備設計を実施するために，地図情報レベル

1000の地形図が必要となった． 

 豊岡道路の測量範囲は，90%が樹木の生い茂った急峻

な山間部であり，周辺には，コウノトリ但馬空港や豊岡

病院がある．また，豊岡病院ではドクターヘリが運航し

ている． (図-1)  
 

測量範囲 

豊岡病院 

コウノトリ但馬空港 

 
  

地形測量は，当初TS測量で計画していたが，短期間

で精度よく測量する必要があり，測量手法を変更した． 

現地の状況より，①樹木が生い茂っている山地の地表

面が取得できる，②短期間で所定の測量精度を確保でき

る，③周辺に空港や病院があっても採用可能である，と

いう条件を満たす「3次元レーザスキャナを搭載した

UAVによる地形測量」（以下，「UAVレーザ測量」と

述べる）を採用した．地上型レーザ測量は，急峻な山間

部には不適である．UAV写真測量は樹木があるために

地表面のデータが取得できないため，採用できなかった．

また，航空レーザ測量も要求精度を満たせないことや，

ドクターヘリとの調整が難しい可能性があると判断した． 

本稿では，UAVレーザ測量の取り組みと有用性を検

証した．また，次工程となる地質調査，設計への活用状

況や今後の課題について，検証した結果を報告する． 

 

2.  UAVレーザ測量について 

(1)   UAVレーザ測量とは 

 UAVレーザ測量は，空中から地形・地物の標高を計

測する最先端の技術である．（図-2） 

 

 

その原理は，GNSS受信機(衛星測位システム)とIMU装

置(慣性計測装置)によりUAVの位置と姿勢の情報を取得

しながら，レーザスキャナにより左右にレーザを照射し，

レーザ光の照射方向と地上までの距離を計測するもので

ある．計測データの解析により，X,Y,Z座標をもった3次

元点群データを得ることができる． UAVレーザ測量の

最大の特徴は，樹木があってもその下の地表面を精度よ

く測量できる点である．このシステムは毎秒数十万測定

という高密度なレーザを照射することで，樹木の葉の隙

別紙―２

図-1 平面図 

図-2 UAVレーザ測量の概念 
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間を通過して，地表面のデータを取得できる．樹木下を

計測している様子を図-3に示す． 

 

 

(2)   UAVレーザシステムの仕様 

 今回使用したレーザスキャナ（REIGL社製：VUX-1）

とUAVを図-4に示す．また，機器の諸元を表-1に示す． 

 
 

 

機体サイズ 110×110×70cm 

フライトタイム 15分 

自律航行 可能 

フライト重量 24.5kg 

飛行可能範囲 1,000m 

レーザクラス アイセーフクラス１ 

最大測定距離 920m 

有効測定レート 50万測定/秒 

視野角（FOV） 330° 

取得パルス オンライン波形解析  

3.  UAVレーザ測量および解析の実施 

(1)  測量の実施 

 測量の実施にあたっては「作業規定の準則」および

「UAVを用いた公共測量マニュアル」を準用した．調

整用基準点は，11点設置した． UAVレーザ測量は高解

像度で調整用基準点が視認できるため，X,Y,Z座標すべ

てを使用して補正が可能であり，これにより，位置精度

が向上する． 配点図を図-5に示す．  

 
 

飛行は自律航行により行い，対地高度は149m以下，

対地速度は5m/secとした．飛行コースはコウノトリ但馬

空港の制限表面区域に含まれるため許可を得て飛行した．

また，豊岡病院とも事前協議を行った．  

 飛行コースは北側，中央，南側の3エリアに分割した．

（図-6）作業の様子を図-7に示す． 

離発着地点 

北側コース

南側コース 
中央コース 

 

 

 

 

(2)  計測データの取得および処理 

計測データの取得から，処理のフローを以下に示す．

(図-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下に各フローの詳細な内容を示す． 

ステップ①：3次元点群データ作成 

計測データから，調整用基準点を用いて点検・調整し

た3次元点群データを作成した．座標の調整は北側，中

央，南側の3区間ごとに実施した．(図-9) 

 

図-3 レーザが樹木下を計測している様子 

図-4 今回使用したレーザスキャナとUAV 

表-1 機器の諸元 

図-5 調整用基準点 配点図 

図-6 離発着地点と飛行コース 

図-7 測量作業の様子 

図-8 計測データの取得から処理のフロー 

図-9 北側(青)・中央(白)・南側(赤)の点群の重ね合わせ 

 

ｽﾃｯﾌ゚ ①：3次元点群データ作成

ｽﾃｯﾌ゚ ②-2：TINデータ作成 ｽﾃｯﾌ゚ ②-3：グラウンドデータ作成 

ｽﾃｯﾌ゚ ②-1：フィルタリング処理 

ｽﾃｯﾌ゚ ③：等高線データ作成 ｽﾃｯﾌ゚ ④：数値地形図作成 
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留意した点は，3区間の3次元点群データを一つに合成

してから調整すると誤差が比較的大きく生じたため，区

間ごとに調整用基準点を用いて調整したことである．こ

の手法により，全体的な精度が向上した． 

調整用基準点の水平位置及び標高値の較差について，

平均値と標準偏差を表-2に示す． 

 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

0.038m 0.045m 0.018m 0.044m

水平位置の較差 標高値の較差

 

空中写真測量の標定点の要求精度（地図情報レベル

1000）：水平位置の標準偏差0.1m以内，標高値の標準偏

差0.1m以内に対して，許容範囲を満たしていた．  

ステップ②：グラウンドデータへの処理 

3次元点群データから建物や樹木等をフィルタリング

処理し，地表面の3次元座標データを作成した．フィル

タリングの状況を図-10に示す． 

 

 

フィルタリング後の点群からTIN(Triangulated Irregular 

Network)と呼ばれる不整三角網を作成した．  

フィルタリングが適切に行われたか，作成されたグラ

ウンドデータに異常が無いかを点検した．全測量範囲

0.31km2のうち約50%となる0.16km2のエリアにおける， 

50本の断面（図-11）について異常が無いか点検した．

点検の結果，適切にフィルタリングされていることが確

認できた．断面の事例を図-12に示す． 

 

 

 

ステップ③：等高線データ作成 

グラウンドデータから内挿補間により，1m格子中の

複数の標高値から重心となる標高を算出して，グリッド

データを作成した．そのグリッドデータから，自動生成

により，地図情報レベル1000の等高線データを作成した．

専用ソフトウェアを用いて目視確認による点検を行った．

点検画面を図-13に示す． 

 

 

ステップ④：数値地形図作成 

グラウンドデータを用いて，勾配を着色で表現した傾

斜段彩図を作成し，その後，数値地形図を作成した．  

専用ソフトウェアによる目視点検を実施し，結果は良

好であった．点検画面を図-14，点検後の数値地形図を

図-15に示す． 

 

 

 

 

ステップ⑤：縦断図・横断図作成 

「三次元点群を使用した断面図作成マニュアル

表-2 水平位置および標高値の較差 

図-10 フィルタリング状況 

図-11 点検範囲と断面線（紫） 

図-12 断面の事例 

図-13 等高線データ点検画面 

図-14 数値地形図点検画面 

図-15 点検後の数値地形図 

地表に点群(紫色)が集まっていることを確認 
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（案）」に準じて，グラウンドデータより縦断図・横断

図の作成を行った．傾斜変換点の抽出画面を図-16に示

す． 

俯瞰図 上空 

縦断図 横断図 

 

 

 

4.  UAVレーザ測量の有用性 

(1)  測量精度の検証 

準則に準じた精度を確認した後，さらに自主的な精

度検証を試みた． 

(a)数値地形図(平面図)の検証 

数値地形図については，平地部で地上型レーザスキ

ャナにより取得した点群との比較（図-17）及びUAV写

真測量によるオルソ写真との比較（図-18）を実施した．

目視確認した結果，いずれも数値地形図と一致していた． 

 

 

 

 

(b)縦断図・横断図の検証 

縦断図，横断図はTS測量による実測と比較して検証

した．横断測量の較差の許容範囲（山地）は準則では

5cm＋15cm√(L/100)（L：測定距離）であることから，

これを精度検証の目安とした．横断図の検証は，4断面

をTS測量により実測した．その後，横断方向61～67mに

対して，10点を断面ごとに抽出し，横断図と比較した．

標高の較差について結果を表-3に示す． 

 
No. 断面幅 較差の平均値 許容範囲

156+20 66.89m 0.063m 0.172m

157+20 66.89m 0.094m 0.172m

161+20 61.06m 0.114m 0.167m

161+60 61.30m 0.099m 0.177m 

10点の較差の平均値は許容範囲内である．TSとUAV

レーザの横断図の比較を図-19に示す．なお，縦断図も

較差の平均値は許容範囲内であった ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  コスト・工程の検証 

TS測量で外業159人・内業73人かかる作業を，UAVレ

ーザ測量では，外業19.5人・内業81人に圧縮できた．一

方で，機械経費が増えており，トータルコストは約1.1

倍になっている．コストの比較結果を以下に示す．(図-

20) 技術の進展により，機械経費が小さくなれば，今

後大きくコストダウンできる可能性がある．また，測量

結果を有効に活用できることで，測量業務の追加発注が

減ることにつながれば，更なるコスト削減が期待できる． 

工程としては，作業日数がTS測量と比べて外業が45

日から1.5日，内業が45日から41日に短縮できた．(図-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  地質調査や設計への活用について 

測量の次工程である地質調査や設計における活用の状

況を以下に示す． 

(1)  地質調査 

①調査計画の精度向上 

 リニアメントや地すべり地帯などの地形判読を行う際

に，3次元点群データを元にグリッドデータを再構成し

た．さらに，グリッドデータを元に，ウェーブレット解

析図（地形の尾根，谷の区別がつきやすい図）を作成し，

傾斜量図を乗算合成した微地形強調図を作成した．（図

-22） 

図-16 傾斜変換点の抽出画面 

図-17 地上型レーザスキャナと数値地形図の比較 

図-18 UAVオルソ写真と数値地形図の比較 

表-3 標高の較差 

図-19  TSとUAVレーザの横断図の比較（No.161+20） 

図-20 コストの比較結果    図-21 作業日数の比較結果 
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この図では微地形が強調されるため，地すべり・崩壊・

浸食・リニアメントなどを明確に読むことができる．施

工中や供用開始後に，問題を引き起こす素因の抽出に役

立つことから，地質リスクを勘案したボーリング位置の

選定が可能となる．3次元点群データの活用により，精

度の高い調査計画が策定できた． 

②活用を見送ったケース 

地質の3次元モデル作成を検討したが，地質調査が全

て完了していないことや，作成後の活用方法が明確でな

かったことから，作成を見送った． 

元々，地質の3次元モデルは不均質で不明確なものを

モデル化するという難しさがある．複数のボーリング結

果を元に，補完により地層のつながりを自動で図化する

ツールも存在するが，技術者の考えとは違う結果が出て

しまう等，実用性には課題がある．入力やモデル化には

相当な労力がかかるにも関わらず，自然の産物である地

質をモデル化することは見込みや推定を多分に含んでし

まう現実がある．さらに，地層の褶曲や断層などがあれ

ばそれを正確に表現するのは，困難であり，得られる効

果が地盤の可視化だけでは，労力に対して効果が見合わ

ない． 

 

 (2)  道路予備設計 

①設計の精度向上 

土石流危険渓流を通過する橋梁区間において，土石流

の流下断面の照査を行った．航測図による地形図をベー

スとした検討では，渓流を改変しなくても桁下との比高

差が1.6m確保できる（必要高さ1.1m）結果であったが，

UAVレーザによる詳細な地形図を用いると地形が全体

的に高くなり，掘削により流下断面の確保が必要という

結果になった．（図-23） 

ベースとなる地形の精度により，検討の結果は変わる．

図-23を見ると，橋梁中心，上流側，下流側の各断面に

おいて微細な地形が明確になっており，グラウンドデー

タの活用により，従来よりも精度の高い設計が可能とな

った． 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②設計作業の省力化 

トンネル坑口の構造検討を行う際に，1Dの土かぶり

を確保できる位置をトライアルで探す必要があった．従

来は平面図からその都度，断面図を作図していた．今回

は，グラウンドデータを用いることにより，任意の位置

で簡易に断面図を作成できた．(図-24) 今回，8箇所のト

ンネル坑口で1箇所あたり5～6断面の断面図を作成した

が，グラウンドデータを活用した結果，約20時間程度の

作業時間を短縮でき，設計作業の省力化につながった． 

 

 

③受発注者間の合意形成の円滑化 

 景観検討では，フォトモンタージュをどのようなアン

グルで何カット作るか等，内容について打合せする際に，

3次元点群データを利用した．イメージを図-25に示す．

このように業務を進める上で，受注者と発注者の合意形

成のツールとして活用した． 

   

 

④積算の精度向上  

 CIMに用いるために，道路面や法面の3次元モデルを

作成した．（図-26）今後，詳細設計，施工，維持管理

と事業の段階が進むなかで，数量の算出や施工関連情報

の入力などをするための基礎データとなるものである． 

図-23 土石流危険渓流の検討結果 

(b)UAVレーザによる地形 

図-24 トンネル坑口の検討断面図の例 

点群データの画面を見ながら打合 フォトモンタージュの作成へ 

図-25 景観検討の内容決定イメージ 

図-22 微地形強調図の作成 

(a)航測図による地形 

改変必要 
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 今回，試行として，延長120mの盛土区間を仮想的に

設定し，土量の算出を行った．（図-27）従来の平均断

面法（20mピッチ）と3次元モデルでの算出（1mピッ

チ）を比較した結果，平均断面法で31,700m3，3次元モ

デルで26,800m3となり，15%程度の差異が生じることが

分かった．3次元モデルでは，地形の微細な起伏の影響

を加味できるため，正確に数量を算出できた． 

  
 

 

⑤活用を見送ったケース 

IC周辺に設置する大規模施設の位置を検討する際に，

構造や概算工事費等を比較した．土工量の算出では，グ

ラウンドデータと切土・盛土の3次元モデルを合成して

算出することを検討したが，時間に制約があり，二次元

の平均断面法で算出した．3次元モデル作成には，デー

タ入力やチェックの手間がかかるため，短時間で確実な

検討を行うには，慣れた方法を選択せざるを得なかった．

ソフトウェアの操作性や技術者の熟練度も，発展途上で

あり，迅速性が求められるケースでは活用できていない

現状が浮き彫りになった． 

 

6.  課題と今後の展望 

(1)UAVレーザ測量は基準類が未整備である．整備され

るまでは，精度の検証方法や成果の利用には，慎重か

つ技術的な判断が必要となる． 

(2)3次元モデルを利用した設計について，精通した技術

者が少ない．データ入力に時間がかかること，照査の

ポイントが分からないことなどが原因で，活用が限定

的となっている．発注者がリーダーシップを発揮して，

発注者指定型のCIM試行事業を一層増やし，また，研

修や勉強会を開催するなどの取り組みを進めることが，

人材育成のために不可欠である． 

(3)高精度であるがゆえに，3次元データの容量が大きい．

そのため，作業や内容の照査を快適に行うには，受発

注者のどちらも，初期投資としてハイスペックなPC

が必要である．なお，今回のUAVレーザ測量のデー

タを利用するには，以下の動作環境が目安となる． 

OS：Windows 10 Pro メモリ：64GB 

CPU：Intel Core i7 6900K 3.2GHz（8コア） 

グラフィックボード：NVIDIA GTX1080 

(4)地質調査，設計の分野では，3次元モデルの構築時に，

データ入力や照査が容易にできるソフトウェアが十分

に開発されていない．官民連携で開発を強化するとと

もに，利用者の利便性を考えると，仕様やインターフ

ェースなどの統一が必要である．また，ブレークスル

ーとなるような新技術の開発が望まれる． 

(5)地質の3次元モデルの活用効果は，明確ではない．3次

元モデルを構築する労力に見合う活用効果を見いだし

ていく必要がある．例えば，支持層のチェックを目的

として，支持層面のみサーフェスとしてモデル化を行

うなど，利用する目的を明確にしなければならない． 

 

7.  おわりに 

 今回得られた知見を以下に示す． 

(1) UAVレーザ測量で作成した数値地形図（平面図）は，

地図情報レベル1000の要求精度を満たしていた．  

(2)3次元点群より作成した横断図・縦断図をTS測量と比

較した結果，標高の較差の平均値は6cm～12cm程度で

あり，実用に耐えうるものであった． 

(3) UAVレーザ測量を従来手法と比較すると，コストは

トータルで1割増加し，工程は約半分に短縮できた． 

(4)精度の検証や成果の利用をどのように行うかが重要

であり，技術的判断が求められる．また，UAVレー

ザ測量の基準類の早期確立が望まれる． 

(5)測量の次工程である地質調査，設計の3次元モデル活

用において，①調査計画の精度向上，②設計の精度向

上，③設計の省力化，④合意形成の円滑化，⑤積算の

精度向上，等の効果が確認できた． 

(6) 3次元モデル活用において，現場では，①精通した技

術者が少ない，②ソフトおよびハードの環境が十分で

ない，③3次元地質モデルは活用の方向性が不明確，

等の課題が見られた．対策として，人材育成やCIM試

行事業の推進，技術開発，PC機器への初期投資，3次

元モデルの目的の明確化などが必要である． 

 

本報告では，UAVレーザ測量の有用性や活用の状況

を検証した．一方で，2次元で設計した結果を元に，3次

元モデルを構築するという，手段が目的になっているよ

うな現状が見られた．今後，i-ConstructionやCIMの推進に

よる生産性革命を進めるには，官民が一体となって課題

の解決に取り組むことが必要である． 

 

謝辞：論文を作成するにあたり，ご協力いただきました

塩見測量設計株式会社(UAVレーザ測量)，株式会社エイ

ト日本技術開発(道路予備設計)，株式会社ウエスコ(地質

調査)のご担当者様，また，関係各位に感謝いたします． 

図-26 作成中のCIMモデル 

図-27 土量の試算に使用したモデル 

(b)1mピッチ (a)20mピッチ 
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ICT を活用した排水機場運転支援
・不具合対応支援システムの開発

内田 颯太１

（独）水資源機構 木津川ダム総合管理所 高山ダム管理所１

（〒 619-1421 京都府相楽郡南山城村大字田山字ツルギ 43）

琵琶湖開発総合管理所（以下「琵琶湖総管」）では、2013 年（平成 25 年）台風 18 号の

影響による琵琶湖水位の上昇に伴い、内水排除操作を行った。この防災業務を通じて、

職種を問わず全ての職員による「迅速かつ安全・確実な運転操作」、「最低限度の不具合

対応」の 2 点が課題として浮き彫りとなった。

本稿は、琵琶湖総管において、情報通信技術（以下「ICT：Information and Communication
Technology」）を活用して構築・導入した排水機場運転支援・不具合対応支援システムに

ついて報告するものである。

キーワード 内水排除,ICT,AR,タブレット端末,双方向通信,HMD

1．はじめに

琵琶湖総管は、琵琶湖一円に渡り多数の設備を

管理している。そのため、防災業務の際には、防

災班を 9 班編制し、職員等が琵琶湖周辺の巡視や

水門等の操作を行い、請負業務の運転操作員が排

水機場の運転を行うこととしている。

図 1 琵琶湖開発施設配置図

草津地区

守山地区

野洲川地区

近江八幡地区

能登川地区

姉川地区

新旭地区

高島市

野洲市

東近江市

米原地区

稲枝地区

琵琶湖開発総合管理所

湖北管理所

湖西管理所

湖南管理所 湖岸堤・管理用道路

管理所

樋門・水門等施設

排水機場

給水機場

凡 例

米原市

琵琶湖開発施設

表 1 琵琶湖開発施設一覧

2013 年（平成 25 年）台風 18 号の影響により、

琵琶湖水位が 2 日間で 102cm 上昇し、緊急的に内

水排除を行わなければならない事象が発生した。

当該出水では、時間雨量が大きく、公共交通機関

の麻痺や道路冠水による通行止め等が発生したこ

とにより、運転操作員の初期配置が不十分となっ

た。このような状況下では、職種を問わず全ての

職員が迅速かつ安全・確実に排水機場を運転操作

しなければならない。

琵琶湖総管では、全職員を対象とした内水排除

関連施設の操作説明会の実施や排水機場への操作

要領の備え付けにより、迅速かつ安全・確実な運

転操作に対し、日頃から備えてきた。しかしなが

ら、防災業務発生頻度の低さ等から、全ての職員

が迅速かつ安全・確実に運転操作ができる状況に

は至っていなかった。

地 区 名 湖 岸 堤 水 門 等 給・排水機場

草津地区 ６.９ １８ －

守山地区 ７.６ ３２ ５

野洲川地区 ９.２ １９ １

近江八幡地区 ６.８ １６ ２

能登川地区 ３.４ １４ ２

稲枝地区 － ６ １

米原地区 － ５ ２

姉川地区 １０.０ ２４ １

新旭地区 ６.５ ２４ ４

計 ５０.４ｋｍ １５８箇所（２６３門） １８機場
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また、琵琶湖総管における防災業務はダム等と

比較すると長期間に及ぶことが多いため、ポンプ

設備の故障や不具合の発生率が高くなってくる。

各防災班には様々な職種の職員等が配置されてい

るが、機械職については各管内（湖南・湖北・湖

西）に 1 名ずつしか配置できず、故障・不具合発

生時は復旧対応に追われることになる。

さらに、機械職の中でも設備の習熟度による技

術力の差があるため、故障・不具合に対応できな

い場合も発生する。

平成 25 年の防災業務から、琵琶湖総管では次の

2 つの課題が浮き彫りとなった。

○ 職種を問わず全ての職員による迅速かつ安全

・確実な運転操作

○ 職種を問わず全ての職員による最低限度の不

具合対応

そこで、琵琶湖総管の諸課題への対応として、

ICT を活用した職員等支援システム構築の検討を

行った。

2．排水機場運転支援システム

これまでポンプ・ゲート設備の運転については、

職種を問わず誰もが操作できるよう、設備毎に写

真や図を多用し、専門用語をできるだけ排除した

操作要領を作成し、操作を行ってきた。

しかし、ポンプ設備の運転操作はゲート設備と

比較し、数多くの確認や移動、操作が必要であり、

紙媒体の操作要領では解りづらく、また雨天時の

使用にも問題があった。

そこで、迅速かつ安全・確実な運転操作を実現

するため、拡張現実（以下「 AR： Augmented
Reality」）を活用し、画像と音声により操作をナビ

ゲーションするシステムを開発することとした。

（1）システムの概要

写真 1 AR マーカー貼付・読込状況

AR を用いた運転支援システムでは、排水機場

運転に必要な作業手順をシナリオ化し、AR マー

カーに記録する。作業内容が記録された AR マー

カーは、写真 1 のように該当作業現場に貼付して

おき、マーカーをタブレット端末のカメラで読み

込むことで、シナリオ化した作業手順が順々と画

面に表示される。画面上に表示された作業手順に

従い、操作していくことで迅速かつ安全・確実に

排水機場を運転操作することが可能となる。

（2）システム利用イメージ

図 2 にシステムの利用イメージを示す。手順化

された作業シナリオはあらかじめクラウドサーバ

ー上に登録しておく。職員等は、クラウドサーバ

ーにアクセスし、作業シナリオをダウンロードす

ることでシステムの利用が可能となる。

図 2 システム利用イメージ

現場では、タブレット端末の画面上に表示され

る作業手順に従い、現場状況の確認、各機器の電

源投入を行う。現場状況の確認および各機器の電

源投入完了時には、写真 2・3 に示すように、2 つ

の選択肢が表示され、該当する選択肢を選んでい

くことで次の作業手順に進んでいく。

写真 2 現場状況確認シナリオ

吸込口の大型ゴミの有無を確認してくださ
い
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写真 3 電源投入確認シナリオ

現場状況が正常または電源投入が完了したと選

択された場合、排水機場運転操作に必要な次の作

業手順が表示される。

現場状況が異常または電源が投入できない場合

には、正常な状態へ復旧するための作業手順が表

示され、復旧作業に専門的な知識を要する際には、

不具合対応支援システムへと移行し、機械職に指

示を仰ぎながら復旧作業を行う。復旧完了後は、

正常な作業手順へと復帰し、手順に従い運転操作

を実施する。

作業結果は、作業シナリオ終了後、クラウドサ

ーバーに自動でアップロードされる。アップロー

ドされた作業結果は、クラウドサーバーへのアク

セスで即座に確認でき、琵琶湖総管だけでなく、

本社・支社・他事務所からも閲覧が可能である。

また、作業結果を報告書として印刷することも

可能で、これまで手書きの作業結果を、防災業務

終了後に PC で作り直していた手間を省略できる。

上記以外にも、排水機場の設備を更新した際に

も本システムが利用できるよう、職員の直営によ

り作業手順・作業対象の変更、追加、削除を行う

ことができる機能を有している。

本システムの構築は、機械職だけでなく、事務

・土木等様々な職種の職員が携わることで、視覚

的に理解しやすいシステムとなるよう配慮した。

（3）タブレット端末の諸元

表 2 タブレット端末の諸元

赤枠内のブレーカレバーが上側、ＯＮ状態であるこ
とを確認してください

項 目 詳 細

Ｏ Ｓ AndroidTM ６.０

ＣＰＵ

Qualcomm MSM８９９２
１.８２ＧＨｚ（デュアルコア）
１.４４ＧＨｚ（クアッドコア）

ヘキサコア

メモリ ３ＧＢ

ストレージ ３２ＧＢ

ディスプレイ
１０.５インチ

ＷＱＸＧＡ（２５６０×１６００）

バッテリー容量 ６０００ｍＡｈ

その他
防水性能：ＩＰ×５・ＩＰ×８

防塵性能：ＩＰ６×
耐衝撃、耐振動、高温・低温時動作

表 2 に本システムで使用するタブレット端末の

諸元を示す。屋外・悪天候での使用を考慮し、防

塵・防滴・耐衝撃対策型のものを採用している。

３．不具合対応支援システム

AR を活用したシステムは、事前に手順をシナ

リオ化しておく必要があるため、あらかじめ手順

が想定できる作業に対しては、非常に有効である。

一方、故障・不具合対応についてはこれまでと

同様に、専門知識を有する職員等や、メーカ・設

備の点検業者に頼らざるを得ないが、排水機場は

琵琶湖一円に点在しているため、不具合復旧だけ

でなく、現地までの移動にも時間を要する。そこ

で、専門知識を有しない職員等でも最低限度の不

具合対応を可能とする不具合対応支援システムを

開発することとした。

（1）システムの概要

不具合対応支援システムは、インターネット回

線を利用し、映像と音声による双方向通信を行う

ことにより、不具合発生現場の状況をリアルタイ

ムで確認できるシステムである。ヘッドマウント

ディスプレイ（以下「HMD」）のカメラで捉えた

映像・音声は、図 3 のように遠隔地の PC・タブレ

ット端末と共有しており、今まで専門知識を有す

る職員等やメーカの熟練技術者などを現場に派遣

せざるを得なかった不具合内容も、映像・音声か

ら得られる情報により、遠隔地からの作業指示で

対応可能となる。

図 3 システム通信状況

図 4 にシステムの構成を示す。本システムは、

最大 6 者までの同時通信を行うことができ、通信

用のアプリケーションがインストールされた PC
またはタブレット端末があれば、不具合発生現場、

琵琶湖総管のみならず、本社・支社・他事務所か

らも不具合対応支援が可能である。
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図 4 システム構成

（2）システム機能

前述のとおり、本システムは通常、映像と音声

により故障・不具合情報の共有、作業指示を行う。

しかし、システム使用時には、ポンプ運転中で

あることも十分に考えられるため、騒音等により

音声が聞き取れない場合を想定し、文字による指

示も行えるようにしている（写真 4 参照）。

写真 4 文字による作業指示状況

また、HMD のカメラにより静止画像を撮影し、

通信上で共有することで、写真 5 のように遠隔地

の PC・タブレット端末から静止画像へ指示の書き

込みを行うこともできる。映像と音声だけでは指

示内容が理解できなくとも、本機能を利用するこ

とにより、不具合発生機器のどこを確認し、作業

すれば良いのか直感的に理解できる。作業者が何

を撮影すればよいかわからない場合でも、遠隔地

にいる PC・タブレット端末から HMD のカメラ操

作を盗む（ジャック）機能を使うことで、遠隔か

ら現場作業者のカメラ映像をロックすることも可

能である。

写真 5 静止画像による不具合対応支援

（3） HMD の諸元

HMD の外観を写真 6 に、諸元を表 3 に示す。

HMD はヘルメットに装着可能な構造であり、通

信中でも両手を使っての作業が可能となる。

また、ディスプレイ部は可動式になっているた

め、移動時等は跳ね上げておくことにより、視界

をさえぎることなく作業が可能である。

写真 6 HMD 外観

表 3 HMD の諸元

項 目 詳 細

形 状 片眼 非シースルー

ディスプレイサイズ １５インチ 離隔距離８１ｃｍ

ディスプレイ解像度 ８５４×４８０

表示色数 約１,６７７万色

輝 度 １,２００ｃｄ/㎡

カメラ ８００万画素 ズーム機能有り

Ｏ Ｓ Android４.４

メモリ ８ＧＢ ＳＤカード挿入により増設可

バッテリー駆動時間 ３,３００ｍＡｈ 約４時間 バッテリー交換可

操作方法
音声認識

ウェアラブルキーボード

システム ６者同時双方向通信

その他
防水性能：ＩＰ×５・ＩＰ×７

防塵性能：ＩＰ５×
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４．システムの導入効果

本システム構築後、「排水機場運転支援システ

ム」および「不具合対応支援システム」の導入効

果の検証を行った。

不具合対応支援システムについては、現場まで

の移動時間の短縮、移動による事故のリスク減、

機械職からの確実な支援といった効果を得ること

ができた。

排水機場運転支援システムについては、1 度も

ポンプ設備を見たことがない直接雇用職員の協力

の下、従来通り紙媒体の操作要領により運転操作

した場合と本システムにより運転操作した場合の

比較を行った。その結果、本システムの使用によ

り、従来に比べ操作時間を 31 ％、報告書の作成時

間を 89 ％短縮できることが判った。

また、操作終了後、職員に感想を聞いたところ、

AR マーカーの読込により、作業対象機器を間違

える心配がないため、紙媒体に比べ、より「安全

・確実な運転操作」ができるという評価を得た。

５．システム運用におけるランニングコスト

「排水機場運転支援システム」および「不具合

対応支援システム」は、受注者のシステム、クラ

ウドサーバーを利用し構築しているため、システ

ム運用のためには、受注者と保守契約を結ぶ必要

がある。

システム運用にかかるコストとして、表 4 に示

す項目が挙げられる。

表 4 ランニングコスト一覧

項 目 詳 細

クラウドサーバーの
保守・運用

クラウドサーバーの利用・管理
システムメンテナンス
データベースのバックアップ
ウイルス対策・脆弱性対応
保守サポート・問い合わせ対応

タブレット端末
ＨＭＤの保守

ソフトウェアの保守

システムログインＩＤ
排水機場運転支援システム
不具合対応支援システム

Ｗｉ－Ｆｉまたは
テザリング使用料

タブレット端末・ＨＭＤの通信に利用する
携帯回線通信料（携帯会社への支払い）

ICT は各方面でその有用性が注目されている技

術であり、今後さらに開発、普及が進むと考えら

れるため、ランニングコストは現在より安価とな

っていくことが予想される。

６．まとめ

排水機場運転支援システムの構築により、従来

に比べ操作時間を短縮し、ヒューマンエラーのリ

スクを低減した。これにより、「職種を問わず全

ての職員による迅速かつ安全・確実な運転操作」

が可能となった。

また、不具合対応支援システムの構築により、

機械職等を派遣せざるを得なかった故障・不具合

でも、遠隔地からの支援だけで、「職種を問わず

全ての職員による最低限度の不具合対応」を行う

ことが可能となった。

７．今後の課題

琵琶湖総管では、運転操作支援、不具合対応支

援としてシステムの開発・構築を行ったが、ダム

・水路等の管理においては、防災時の下流巡視、

放流警報、直営点検、緊急時の操作指示等に活用

することで、管理業務の効率化を図ることができ

ると考えられる。

また、琵琶湖総管のように多数の設備を管理し、

現場まで移動距離がある事務所では、工事の施工

管理への活用も可能であると考える。

さらに、双方向通信中の映像は動画として保存

できるため、不具合対応支援以外にも、工事の施

工監督、設備の直営点検時に使用することで、経

験の浅い職員への技術伝承に活用できる。

本システムは、アイデア次第でさらなる業務の

効率化・高度化を目指すことができるため、様々

な分野へ活用方法を発展させていくことが今後の

課題である。

本論文は、著者の前任地である（独）水資源機

構 琵琶湖開発総合管理所 機械課での成果につ

いて取りまとめたものである。
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長大法面における空中写真測量による出来形管理  
 
 

松田 裕也 
 

近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 工務課 （〒637-0002奈良県五條市三在町1681） 

 

 2011年台風12号（紀伊半島大水害）による豪雨によって，奈良県十津川村の栗平地区で大規

模な斜面崩壊及び河道閉塞が発生した．天然ダムの侵食崩壊を抑制するため天然ダム上の仮排

水路工の施工に伴う掘削を行った。その出来形管理について，UAV（Unmanned Aerial Vehicle）
を使用した空中写真測量技術の適用性を検証した．ここでは，①毎月の空中写真測量により生

成した３D地形データより算出した土量の進捗管理，②掘削工完了後の出来形管理についてま

とめ，今後の考慮すべき事項について考察した． 
 

キーワード ＵＡＶ，i-Construction，空中写真測量，長大法面  
 

1.  災害～仮排水路構築と航測に至るまでの経緯 

当該地は，奈良県十津川村の新宮川水系熊野川（十

津川）支川栗平川に位置する． 

その栗平川において2011年9月台風12号時に左岸の北

西向き斜面で幅約600m，斜面長約650mの大規模な斜面

崩壊が発生し，高さ約100m，幅約350mの天然ダムが形

成された。 

崩壊の拡大が懸念されるとともに，形成された天然

ダムによって満水時には約700万m3の水が湛水し，天然

ダムが決壊すれば，下流域の住民への影響が長期化す

る懸念があり，緊急的な対策が急がれた． 

その対策として、本工事では天然ダムの侵食崩壊を

抑制するための仮排水路工の施工を行った．  

仮排水路工の掘削箇所は，斜面崩壊箇所の対岸に位

置し，その掘削土量は約26万m3と多量であった．また，

本施工箇所は、崩壊斜面の直下で天然ダム上であるた

め，効率かつ迅速な施工管理および広範囲な掘削工事

の出来形管理が必要とされたことから，UAVを使用し

た空中写真測量による出来形管理を行った． 

 

工事件名：栗平地区砂防堰堤他工事 

工事場所：奈良県吉野郡十津川村内原地先 

工  期：2015年 7月 14日 ～2017年 1月 30日 

内  容：約 26万m3（切土掘削） 

L=300m,W=150m 

 

 

  

写真-1  実証現場全景 

施⼯範囲は広く、急峻な斜⾯が多い。測量に危険が伴う！

仮排水路工平面図 

別紙―２

仮排水路工断面図と概要 

No.70断面 
現況 
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2.  空中写真測量実施の背景 

本工事は，前述のように 2011年の台風 12号により形

成された天然ダム上での工事である． 

現場での進捗管理や出来形管理については，今まで

は従来通りの人力によるＴＳ測量で実施していたが，

下記のような課題があった． 

 

 

 

 

 また，当該箇所では過去の出水により被災を受けて

おり，新たな出水で現場状況が変化する可能性が大き

い現場である．そのような現場において、時間を要せ

ず安全に進捗管理及び出来形管理を行うことの出来る

技術が求められた． 

 

 

 

 

 

一方で工事現場における効率化，省力化を目的とし

た ICT（情報通信技術）を活用した技術は，2016 年度

より本格的に導入されている．特に UAV（Unmanned 

Aerial Vehicle：小型無人航空機）による計測処理技術は，

近年 UAVが低価格かつ高性能になってきたことから発

展が著しい技術である．本技術は、上記の課題を改善

できる技術として期待できることから，今回の UAVに

よる空中写真測量を実施することとなった． 

測量手法の検討は、現在普及している ICT 技術の基

準が定められる前に行ったものであるが，本現場のよ

うな箇所への UAVによる空中写真測量の適用性を含め

て飛行方法の検討とその検証結果を紹介する． 

 

3．測量手法の検討 

平成 28 年 3 月版の国土交通省「空中写真測量(UAV）

を用いた出来形管理要領（土工編）」では図－1のよう

な要求仕様・精度（以下，i-Con 仕様）を記しているが，

検討当初は，測定精度の基準がなかったことから測定

精度を±10cmと設定した． 

この基準をベースとし，一般的で入手可能なUAV機

材で測量が可能となるように，飛行高度，速度，ラッ

プ率，シャッタースピード等について試験飛行を繰返

し、下記の結果が得られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-Con仕様が定められてから検証しても最終的に満足

しなかったのはラップ率基準（i-Con仕様では，進行方

向 90% ，レーン間 60％）であった． 

《補足》 

（平成 28年 3月版の国土交通省「空中写真測量(UAV）

を用いた出来形管理要領（土工編）」)では，進行方向

90% ，レーン間 60％と規定されているが，平成 29年 3

月版では進行方向 80％，レーン間 60％に改定されてい

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，測量精度を向上させるためには 3 次元データ

作成に利用する画像の取捨選択が重要であり，下記

の 2 点は特に精度への影響が出る事を確認し，処理

の素材に含まない方が誤差が少ないと分かった． 

 

 

図－1  i-Con仕様の抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 ラップ率イメージ図 

①施工範囲が広大で測量時間を要する． 

②急峻な長大法面での作業となる． 

③崩落斜面直下での測量作業のため危険を伴う． 

 ①2012年 9月 台風 17号 

   緊急工事で施工した仮排水路が流出 

 ②2014年 8月 台風 11号 

   暗渠排水管が流出 

① カメラ撮像設定（AUTOモード） 

・シャッタースピード（1/1000以下） 

・F値（4.0） 

・ISO感度（400以下） 

② 地上標定点（Ground Control Point以下，GCP）

の大型化（100cm程度） 

③ 法面に合った飛行方法（高度一定） 

④ ラップ率（進行方向 80%、ﾚー ﾝ間 60%程度） 

 ① GCPが画像端部に位置するもの 

 ② 離陸地点から撮影点迄の移動画像 

80% 

60% 

オーバーラップ（進行方向） 

サイドラップ（レーン間） 
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４  空中写真測量の実証 

(1) 使用機器 

  使用機器は，一般的に流通している機器を採用 

・機体：ｴﾝﾙｰﾄ社製 Zion QC730（重量5kg,積載4kg） 

・点郡生成ソフト：Agisoft社 Photoscan 

・土量算出ソフト：ﾋﾞｨｰｼｽﾃﾑ社 Scan Survey Z 

 

 (2) 航測準備 

 航測に先立ち地上標定点等の設置（基準点）及び航

測に関する計画（航測計画（1）：進捗管理，航測計画

（2）：出来形管理）を立案した． 

《基準点》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《航測計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 進捗管理 

本件の進捗管理については，「空中写真測量（UAV）

を用いた出来形管理要領（土工編）」の出来形管理要

領1－3－3部分払い用出来形計測の精度±200mmを許容

とする航測計画(1)を採用した． 

また管理頻度は，出水による流出の可能性を考慮し

て2016年3月より2016年12月まで概ね１回／月のUAV航

測による３次元モデルを生成して月ごとの掘削土量を

算出した．掘削土量は，前回と当該月の３次元モデル

の差分を解析ソフトを使用して算出した．結果は図－8

に示すように，左側の俯瞰図と右側の平面図で表現し，

それぞれ図－9に示すような凡例の施工厚さを9段階で，

□5.0mごとに着色したヒートマップで表現している

（2016年12月の最終の航測は，i-Con仕様である精度

±50mmを目指した航測計画(2)で実施）．これによって，

掘削の進捗状況を３次元モデル及び従来の方法である

２次元（図－10）でも容易に確認できるようになった． 

掘削土量の検証は，当初LP測量と最終の出来形測量

の差分と，進捗管理で作成した３次元データによる土

量の差分の合計により比較したもので，前者で計測し

た土量が260,369m3(±50mmで管理)，後者の土量が

256,514ｍ3（±100mmで管理）となり，その差は3,855ｍ3 

(＋1.5％)と小さな誤差であった． 

図－4 最終測量時の標定点(GCP)と検証点(CP) 

 

図－3  UAVと撮影航路イメージ 

図－6  UAV航測計画（１） 

図－7  UAV航測計画（２） 

図－5  UAV航測計画の飛行高(水路中央部No.70付近)

○標定点(GCP)：（図－4） 

進捗管理(出来高)レベルの精度±200mmのみな

らず，i-Con出来形管理レベルの精度±50mmを

もクリアするために近接100m以内を目標に随

時拡張して設置 

○検証点(Check Point 以下，CP)：（図－4） 

標定点と同様の理由により，近接200m以内を

目標に随時設置 

○・航測計画(1)：飛行高 50～80m（図－5） 

進捗管理の精度±100mmを目指した図-6に示す

通りの航測計画とする． 

○・航測計画(2)：飛行高 10～40m（図－5） 

出来形管理の精度±50mmを目指した図－7に

示す通りの航測計画とする． 
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 (4) 出来形管理の精度検証 

出来形管理については，航測計画(2)で進捗管理の最

終回である2016年12月に実施した．結果は，図－11に示

す通りであり，表―2の標定点と検証点の精度確認の結

果，12点の標定点の誤差の平均は29.5mm，8点の検証点

の誤差の平均は44.5mmとなり，i-Con仕様の精度±50mm

を満足するものとなった． 

また本件では，点群が合致せず精度が不十分である

ため除外されている法肩と法尻前後50mmで，TS測量と

の精度検証を実施した．空中写真測量で作成された３

次元のUAV出来形データを，TS測量の設計断面No.70で

比較した（図－12）結果、5点の測定でその誤差は31～

107 mmであった． 

これは，UAVの弱点である法肩，法尻等の大きな変

化点が表現しずらいことに加え，測定範囲は長大法面

であり、標高が低いところでは，UAVの飛行高からの

高低差が大きくなることから誤差が100 mm程度の低い

精度となったものと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－11 出来形管理状況（ﾋー ﾄﾏｯﾌﾟ・３Dﾓﾃ゙ ﾙ） 

図－12 UAV航測とTS測量の比較 

表－2 出来形測量時の標定点・検証点（単位 mm）

図－10 進捗管理の断面図による確認（例No.70断面）

LP-3

3 月 -4 3月-4月 

LP-3

4 月 -5 4 月 -5

5 月 -6

6 月 -7

5 月 -6

6 月 -7

7 月 -9 7 月 -9

9月-10月 9月-10月 

10月-12月 10月-12月 

ボリューム解析結果 俯瞰図 ボリューム解析結果 平面図

図－8 月別出来高の進捗管理状況 

図－9 ヒートマップの着色凡例 

新技術・新工法部門：No.12

4



5.  まとめ 

本工事のような天然ダム上の長大法面での空中写真測

量は，高低差のある箇所でのTS測量との近似は難しい

ものの，施工完了時の出来形管理の精度検証では，標

定点と検証点についてi-Con仕様の±50mmを満足する結

果となったことから，UAVを活用した空中写真測量に

よる出来形管理は有効であると考えられる．  

また，本件の測量範囲に対して，従来のTS出来形測

量の手間と比較した場合，航測作業がi-Con仕様レベル

でも約1時間で済み，2名で1.5日を要していたTS測量に

比べ大きな労務改善が得られると共に，本工事のよう

な災害現場や2次災害が懸念される箇所での測量でも安

全に正確な測量が行えることが分かった． 

今後、長大法面における出来形管理の精度向上するた

めには、画像鮮度のばらつきを少なくすることが重要

であるため、航測計画において、高度を変化させる分

割航測や飛行速度を変化させる分割航測を行い、1画素

の大きさをできる限り均一化することで精度向上に繋

がると考える． 
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河川縦横断測量におけるALBの活用について 
 

小川 善史1・福岡 浩史2 
 

1近畿地方整備局 福井河川国道事務所 河川管理第一課 （〒918-8015福井市花堂南2-14-7） 

2近畿地方整備局 福井河川国道事務所 品質確保課 （〒918-8015福井市花堂南2-14-7）. 
 

 全国の一級河川においては河川管理や河川改修計画を目的とした，定期横断測量を実施して

いる。しかし，測量間隔においては200m毎とされており、横断測量を実施する箇所以外の地形

情報については得られない．また従来手法の作業性として、水部の計測手法は，船舶による作

業であるため，急流河川においては作業に危険が伴うことや，計測器が測線上に位置している

かを絶えず確認しながらの慎重な作業となり，一測線の計測に時間を要するといった課題もあ

る．. 
本論文は前述のような現状と課題に対し，グリーンレーザによる定期横断測量を九頭竜川

（福井県）において試み，その成果の一部を紹介し，さらにその活用の方向性について述べる

ものである. 
 

キーワード ALB(Airborne Laser Bathymetry)，河川測量，河川管理  
 
 

1.  はじめに 

 全国の一級河川では河川管理や河川改修計画を目的と

した実測による定期横断測量が実施されている．しかし，

河川定期横断測量は，縦断方向に200m毎に一測線程度の

情報量であり，護岸前面の局所的な洗掘や，瀬・淵の詳

細な地形など，河川管理が求める情報が十分得られない

という現状がある．また，水部の計測手法は，主に音響

測深機による計測が行われているが，船舶により河道内

で作業を行うため，急流河川においては作業に危険が伴

うとともに，計測器が測線上に位置しているかを絶えず

確認しながらの慎重な作業となり，一測線の計測に時間

を要するといった課題もある． 

前述のような現状と課題に対し，陸部の河川測量におい

ては航空レーザ計測で取得された点群データを利用した，

横断図作成の事例研究が行われ，精度検証や横断図作成

までの手順等が作成され実用化に向けた動きが見られる
1)2)． 

一方，水部においては，近年の計測技術として，水中を

透過するグリーンレーザを用いた航空レーザ測深（以

下：ALB）が開発され，ALBによる河川測量への適用の研

究が実施されている3)が，精度検証の報告が少なく点群

データからの横断図作成の手順等がない現状である． 

以上のことを踏まえ，今回は深浅測量において，近年，

水部の計測が行えるALB(Airborne Laser Bathymetry)を用

いた点群データからの横断図作成を目的に，実測との精

度検証を行った．また，航空レーザ計測の成果を活用し

た河川管理への応用を考察した．  

2.  九頭竜川の特徴 

今回の計測対象区間は，河床勾配は1/280～1/1,500と

変化に富んでいる．水質は，日野川合流点の上流でA類

型を満足するなど，比較的きれいな河川である．河川環

境は，河道内に木本類や草本類の繁茂が顕著になり，砂

州河原が減少していることから，礫河原の再生事業など

が実施されている．特に魚類では，サクラマスやアユ等

が生息し，九頭竜川中流域はカマキリ(アラレガコ)の生

息地として国の天然記念物に地域指定されている．（図

-1）  

 

3.  従来手法による河川定期横断測量 

 河川定期横断測量は，一級河川の直轄管理区間を対象

として，５年毎に実施している． 

 横断測量は，200ｍ毎に配置された距離標を基に,左右

岸を直線で結び，その測線上の地形の高低差を水準測量

により測り，断面を作成する作業である．さらに水深が

1ｍ以上の区間では，小型の船舶を用いながらスタッフ

(ロッド）もしくは音響測深機などの機材により測深す

る作業である5)． 

 また水部においては，急流河川においては危険が伴う

とともに，計測器が測線上に位置しているかを絶えず確

認しながらの慎重な作業である． 
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4．ALBの特徴 

 計測で用いるALB機器は，水部用と陸部用の2つのレ

ーザを搭載し同時に運用するタイプである．このうち水

部用のレーザは，可視域のレーザ光（緑色）を用いるこ

とで，河床の地形も計測が可能となる．なお測深性能は，

透明度や水質に大きく依存するが，ChiropteraⅡのカタロ

グによると透明度の1.5倍とされ，最大15mまで測深でき，

その精度は±0.15mである．計測イメージを図-2に，仕様

を表-1に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2)計測諸元 

 ALBの計測延長は，距離標18.0k～29.0kの約10.8km，計

測幅は約500m，計測面積は5.32 km2（陸部4.42 km2，水部

0.92 km2）を対象とした(図-1)． 
使用する機体は，回転翼とし飛行速度を遅くすること

で水部での計測密度を約3点/㎡確保するように計画した

(表-2)． 
 

(3) 計測実施 

 計測日は，水部での未測を防止するため，河川の濁

りがないことや，水位が低いことが必須条件となる．そ

こで鳴鹿雨量観測所における降雨状況と中角水位観測所

における流量状況を確認した．対象期間では大雨はない

ものの，2～4mm/hr程度の雨が繰り返し観測された．計

測日前後の雨量・水位グラフを図-3に示す．こうした中

で，ALBの計測は，無降雨の状態が比較的長く続き川の

濁りが落ち着いた，平成28年12月4日の午前中に実施し，

8:46～10:24の1時間38分で計測を完了した． 

図-2 ALB機材による測深イメージ 

水底での反射

水
深

水面での反射

↑水面高

↓河床高

水域用レーザ（緑色）と
陸域用レーザ（赤色）の反射

表-1 使用する機器の仕様 

機器仕様
35kHz(波長515nm)､波形記録方式

最大500kHz(波長1064nm)、波形記録方式

水部：500m、陸部：～1,600m
楕円方式（オブリークスキャン）

水部：約1点/㎡
陸部：約10点/㎡
0.15m（2σ：95%）

～15m程度（～1.5×セッキ水深）

撮影
バンド

数

4バンド（RGB-近赤外）同時取得

（機械式FMC装備）

画素数 8000万（10,320×7,752）

水部の測深精度

測深性能

デジタ

ルカメ
ラ

項目

水部用レーザ

陸部用レーザ

運用対地高度

スキャン方式

計測密度
（対地500m）

表-2 計測諸元 

水部 陸部

使用機器

飛行速度

対地高度

飛行高度

レーザ発射頻度 35,000発/秒 430,000発/秒
レーザスキャン角

レーザスキャン頻度 約24回転/秒 約70回転/秒
サイドラップ率

計測密度 約3点/㎡ 約44点/㎡
デジカメ地上解像度

コース数

前/後　±14度、左/右　±20度

50%

6cm/pixel程度
10コース

項目
計測諸元

回転翼
72km/時（20m/秒）

483m～596m
600m

図-3 計測日前後の雨量・水位グラフ 
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2016 年 12 月 4日

計測範囲（九頭竜川18.0k～29.0k） 

図-1 航空写真図：九頭竜川中流域 
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４．実測値との精度検証及び精度向上の検討 

(1) 検証断面の設定 

検証断面は，様々な水深で評価できるよう，断面を選

定したほか，陸部での地表面の被覆状況の違いによる地

盤高到達率なども考慮して選定した．対象断面の選定理

由は表-3の通りである． 

 

(2) 精度検証（較差による比較） 

ALBによる計測結果の精度を検証するため，実測によ

る横断成果との標高較差を確認した． 
ALBによる横断は，フィルタリング処理したALBの点

群データを基に，TIN法により内挿補完した0.5ｍメッシ

ュサイズのDEMデータを作成した上で，横断図を切り

出した．ALBの標高は，実測点の水平位置を基準に垂線

を延ばし，ALB横断図との交点標高を読み取とった．こ

の時の実測点とALBとの標高の差を較差とし，横断図を

構成する全ての実測点について求めた．九頭竜川26.6ｋ
における重ね合わせ横断図を図-4に示すが，横断形状で

大きな差異は見られなかった． 
次に，各断面における較差を，水部と陸部に区分した

のちに平均値と標準偏差で整理した．この結果，水部で

は平均値と標準偏差で10cm以下となり，河川定期縦横

断の実施要領5）などの基準（±15cm）を満たしていた

(表-4)．一方，陸部では基準の±15cmを超える箇所があ

ったが，これは堤脚水路部の側溝等でALBデータによる

地形の再現が難しい箇所や，護岸やブロック積等の勾急

な箇所を中心に，局所的に較差が大きくなったためと考 

 

えられる．したがって，横断図調製段階では過年度成果

を基に修正することが望ましい． 

 

(3) 精度検証（河積断面による比較） 

ALBによる計測結果を客観的に評価するため，河積を

確認した．河積は，計画高水位（H.W.L.）より低い箇所

を対象として断面積を計測した．この結果，ALBから作

成した河積は実測値と比較して98％以上を確保しており，

差異は僅かであった(図-5) (表-5)． 

５．河川管理への適用の考察 

本計測では，河川の横断図作成を目的に計測している

が，ALBは面的に計測できることで，今後の河川管理へ

の応用が期待できる．ここでは，いくつかの事例につい

て考察及び試行を行ったので以下に報告する． 
 

(1) 河川管理施設点検への適用 

河川管理においては，堤防等の施設の健全性を把握す

るため，日常的な河川巡視や出水期前の点検を行い，変

状の状況によりランク付けを行っている6)．堤防および

樋門等の目視できる変状においては，変状規模や施設に

与える影響について定量的に計測できるが，水部などの

護岸基礎部の洗掘や河岸の浸食については，水部内の状

況が確認できないことから，目視できる範囲でランク付

けを行っているのが現状である．このような水部の変状

の状況について，ALBで計測した成果を活用した変状把

握を試みた． 
九頭竜川左岸の23.4kと23.6k付近は，河岸の洗掘が認

められ要監視状況の箇所となっていた．そこでALBで計

測した成果を活用した水深分布図を基に推測を行った

(図-7)． 
 水深分布図では定期横断測量では把握ができていなか

った測量箇所以外の箇所で約6ｍ洗掘していることを確

認できた．また深さとその範囲等により対策の必要性に

ついても確認できた． 
さらにこれまでは対策工の具体的な立案においては対

象区間での現地測量が必要となっていたが，ALBで計測

表-3 断面の選定箇所 

距離標
最大水

深
選定理由

18.0ｋ 3.0ｍ 下流側別業務成果との比較

18.8ｋ 1.5ｍ 河道内の被覆状況がグラウンド

23.4ｋ 3.5ｍ 河道内の被覆状況が樹林

26.6ｋ 2.0ｍ 河道内の被覆状況が草地

29.0ｋ 1.0ｍ 上流側別業務成果との比較

図-4 重ね合わせ横断図による断面形状の確認 
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表-4 各断面における較差の整理（単位：ｍ） 

平均 標準偏差 点数 平均 標準偏差 点数
18.0k 0.10 0.04 14 0.01 0.68 134
18.8k -0.01 0.07 23 -0.03 0.12 103
23.4k 0.00 0.09 10 -0.07 0.17 156
26.6k -0.08 0.09 15 -0.11 0.08 88
29.0k -0.06 0.07 22 0.00 0.39 115

水部 陸部

表-5 河積による面積比較（単位：㎡） 

距離標 実測値 ALB 比率

18.0k 1,895 1,895 100%
18.8k 2,095 2,084 99%
23.4k 3,478 3,427 99%
26.6k 2,280 2,224 98%
29.0k 1,776 1,744 98%

図-5 河積面積の算定イメージ 

H.W.L. 
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した成果により，検討対象区間において任意の箇所で横

断図作成が可能であったため、対策工の検討を速やかに

行うことができた（図-8）． 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)許可工作物の占用状況の確認 

河川構造物の点検のうち，橋脚部の洗掘状況の確認は，

基礎がむき出しとなり，場合によっては根入れ長が不足

し橋梁本体に影響を及ぼすこともあるため重要である．

しかし定期縦横断の測線にかからない場合には，洗掘の

状況を把握することはできず，見逃す可能性も高い． 

今回用いるALB機器では，水部の地形が計測できるこ

とや，レーザを楕円状に発射できる特性を生かして，橋

梁下の地形もある程度計測できるため，橋梁部における

洗掘状況を確認した． 

ALBで計測した成果から，橋脚周辺の洗掘状況が明瞭

に把握することができた．橋梁直下については，橋梁が

影となるため一定区間の欠測が生じているものと思われ

るが，橋梁前後で取得した地形データから内挿すること

により，良好に補完できている(図-9)． 

 

(3)樹木分布図及び樹木横断図の作成 

レーザ計測での測量成果の特徴として，樹木の分布状

況やその高さを面的に把握することが可能である．そこ

で,今回作成した横断図に，DSMデータから作成した横断

図を重ねあわせて樹木横断図を作成した（図-10）． 

この樹木分布図及び樹木横断図を用いることにより,

樹高とH.W.L.との比較やその幅などを確認することがで

きるため，今後の河道計算における死水域設定などへの

利用が期待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)i-Constructionとの連携 

 計測の対象範囲である，20.6ｋ～21.4ｋの河道内にお

いて，礫河原再生事業に伴う掘削等の工事がALB計測後

に実施されている． 

この工事は，ICT土工の対象工事として施工され，３次

元設計データ交換標準（案）に基づきLandXML1.2形式で

成果品が納品されている7)．LandXMLの記述では，測地原

子の基準名，水平座標系の基準名を記述することとなっ

ており，インポート時の座標，標高の変換の必要が無く，

ALB計測データとの連携が可能であり，施工後の維持管

理業務などへの利活用が図られる． 

 工事完成後に納品されたLandXMLデータとALB計測デー

タとを重ね合わせ，工事前後の面的変化を確認し（図-

11），定期横断測量で納品された工事前の横断成果を，

工事の完成データを基に置き換え，工事後の横断測量デ

ータとして更新を行った（図-12）． 

 

 

 

 

図-10 河道内樹木の把握と死水域設定のイメージ 

図-9 福井大橋直下における測深イメージ 

図-7 水深分布図 

根固工 

図-8 対策工横断図 
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(5) 堤防点検へ活用 

従来の横断測量は，観測点１点ごとの精度は高いもの

の計測間隔には限りがあるため，堤防天端や法面の形状

などが良好に再現されていない場合もある．なお作業規

定では，勾配変化点や変化が見られない場合には10ｍ間

隔程度で測量することになっている． 

一方，国土技術政策総合研究所が別途業務で，1ｍ間

隔の実測横断測量を実施しており，その成果とALB計測

による横断図との重ね合わせ図を作成し，再現性を検証

した（図-13）． 

 
 
この結果，従来の横断測量では把握が難しかった堤防

天端のかまぼこ形状や法面の寺勾配などの形状などが，
レーザ計測で作成した横断図では良好に再現されている
ことを確認した． 

このことから，今後の堤防の変状確認などに成果の活
用が期待される， 

7.  おわりに 

一級河川九頭竜川の直轄管理区間のうち18.0k～29.0k

を対象としてALB計測を行い，その点群データから横断 
図を作成して精度検証を行った． 
計測に際しては，前後の降雨や水位の状況を考慮して

実施日を決めたほか，計測の結果，橋梁下や白波が広が

っている箇所で一部欠測がみられたものの，ほぼ全域に

おいて，大きな欠測なく作業を完了した． 
水部の精度検証は，5断面を選定した上で，実測点と

の標高較差からその精度を評価した．その結果，①重ね

合わせ横断図による形状比較では，大きな差異がみられ

なかったこと，②水部では，標高較差の平均値や標準偏

差が10cm以下と河川測量の基準値を満足していたこと，

③H.W.L.以下の河積計測では，実測値と比較して98％以

上確保されていたことなどから，ALB成果を横断図作成

に適用することが有効であることを確認した． 
最後にALB機器を用いて面的に河道内のデータを取得

できることで，今後の河川管理への応用について考察し

た． 
河川管理施設点検への応用では，水深分布図を作成す

ることで，定期横断測量では確認できなかった箇所が最

も洗掘していることを確認したほか，対策工の必要性ま

で推測する手がかりを導いた． 
また河道内樹林評価では，樹木の高さや樹冠形状を定

量的に評価する手法を用いることで，水理計算の死水域

設定などに活用できる可能性を示した． 
さらに橋梁部の洗掘状況の把握では，ALBが楕円状に

レーザを発射する特性を生かして，橋脚周辺の洗掘状況

も確認できることを確認した． 
今後，様々な河川でALBでの実績を増やし，面的なデ

ータを経年的に整備していくことで，効率的かつ効果的

な河川管理に役立てていくことが期待される． 
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大阪国際空港B誘導路における 
遮水型排水性舗装の試験施工について 

 
 

寺田 ひろみ 
 

新関西国際空港（株） 伊丹空港施設オペレーション部 （〒560-0036大阪府豊中市蛍池西町3-555） 

 

 大阪国際空港基本施設においては，従来より，水の浸み出し，ブリスタリング，剥離等の舗

装変状が繰り返し発生してきたきたことから，原因究明の調査を行った．その結果，長期の供

用期間中に繰り返し行った単純オーバーレイ補修により，アスファルト混合物層内に蓄積され

た水が舗装変状の主要因であると判断した．そこで，抜本的対策として，舗装表面からの浸透

水の排水と舗装内の蓄積水の上昇を遮断する機能を付加した「遮水型排水性舗装」を舗装体内

に設置する舗装構造が望ましいと考え，適用性の検討のため，Ｂ誘導路において試験舗装を行

った．本報告は，舗装変状の原因究明及び試験舗装について報告を行うものである．  

 

キーワード 空港アスファルト舗装，遮水型排水性舗装，試験舗装，モニタリング 

 
 

1.  はじめに 

1939年に開港した大阪国際空港は，1970年の万国博覧

会を機に拡張整備され，高速脱出誘導路の増設を経て

1991年に現在の姿となった． 
滑走路，誘導路のアスファルト舗装部は，例年，春か

ら夏の気温上昇に伴い，水の浸み出し，ブリスタリング，

剥離等の舗装変状が繰り返し発生している． 
これまで，当時の技術を駆使し，改質アスファルト乳

剤の使用や改良層の厚層化による対策を講じたものの，

数年で大規模補修が必要となる場合もあり，抜本的な対

策検討が急務であった． 
本報告は，長年の供用期間中に繰り返し行った舗装改

修により構築された特異な積層舗装に着目し，様々な調

査を行った結果に基づき適用するに至った「遮水型排水

性舗装」をはじめとする舗装体内に排水対策層を設置す

る改良構造の適用性を検証するための試験舗装について

報告するものである． 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

図-1 大阪国際空港平面図 

2. 舗装履歴と舗装変状の特徴 

当初，Ｂ誘導路で舗装変状が多く見られるようになり，

その後Ｂ滑走路，Ａ滑走路へと規模が拡大していった．

施設によって改修年度，舗装厚，施工層数は異なるが，

基本的な補修工法は，1990年代以前は単純オーバーレイ

工法，2000年代以降は切削オーバーレイ工法により，概

ね8～10年サイクルで大規模補修を行っている． 
  

(1) Ｂ誘導路の舗装履歴と変状の特徴 

Ｂ誘導路は1969年に整備され，2回の単純オーバーレ

イ補修及び3回の切削オーバーレイ補修が実施された．

1980年代まではわだち掘れ対策に重点が置かれ，熱可塑

性樹脂を添加したアスファルトを使用していたが，改修

後のひび割れが多く，ひび割れ等に浸入した水の影響で，

剥離やブリスタリングが顕著となった． 
2003年の改修は，抜本的対策工法として，水分量及び

剥離率の高い層を撤去するために，基層に大粒径アスコ

ンを用いたシックリフト工法の採用により，28cmの切

削打替えを行った1)． 
厚層改良により緊急補修の頻度は減少したものの，改

修後7年程度で，ブリスタリング，水の浸み出しが認め

られ，経年とともに拡大した．熱赤外線調査及び打音調

査により，継続的に異常が確認される箇所は予防保全的

な修繕を実施したが，開削すると，舗装面から26～
27cm下に水が介在し，混合物の粒状化が確認される箇

所もみられた．  
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図-2 B誘導路の舗装履歴 

 
 

(2) Ｂ滑走路の舗装履歴と変状の特徴 

Ｂ滑走路は1969年に整備され，2回の単純オーバーレ

イ補修及び3回の切削オーバーレイ補修が行われている． 
Ｂ滑走路の舗装変状は，ブリスタリング，層間剥離，

混合物剥離が主で，航空機の制動，偏心荷重の影響が大

きいエリアではグルービングの変形が見られる． 
2009年の改修から3年経過した頃より，Ｂ滑走路に着

陸した航空機が高速でブレーキをかけながら誘導路に脱

出するエリアにおける舗装変状が生じ，年々緊急補修の

範囲が拡大した．解体調査を行ったところ，1996年の改

修工事で17cm切削と12cmのオーバーレイを行っている

が，その下に存置された1996年の基層(薄層3cm)部分に

滞水及び混合物の粒状化が確認された．原因として，表

面のひび割れ等から浸入した水が薄層部分に滞水し，同

時に航空機の偏心荷重が繰り返し作用したことで層間剥

離が生じたものと推察される． 
2014年の改修工事において，薄層を含む層までの撤去

に加え，表基層にポリマー改質アスファルト混合物を適

用し，約3年供用しているが，現時点で特に目立った変

状はなく，比較的健全な状態を維持している． 

50 80 80

基層(ｽﾄｱｽ) 40
基層(ｽﾄｱｽ) 30

表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 40

基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40

表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 50 表層(ｽﾄｱｽ) 50

基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40 基層(ｽﾄｱｽ) 40

表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40

基層(ｽﾄｱｽ) 160 基層(ｽﾄｱｽ) 160 基層(ｽﾄｱｽ) 160 基層(ｽﾄｱｽ) 160 基層(ｽﾄｱｽ) 160

粒調路盤 粒調路盤 粒調路盤 粒調路盤 粒調路盤

表層(ｽﾄｱｽ) 表層(改質Ⅱ) 表層(改質Ⅱ)

基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(改質Ⅱ) 80

- 9㎝単純オーバーレイ 10㎝単純オーバーレイ 17㎝切削12㎝オーバーレイ 16㎝切削オーバーレイ

1969～1978年 1989年 1996年 2009年 2014年

 

図-3 Ｂ滑走路の舗装履歴 

 

(3) Ａ滑走路の舗装履歴と変状の特徴 

Ａ滑走路の舗装履歴は最も古く，最下層に1943年施工

のコンクリート版，その上に5回の単純オーバーレイ補

修及び2回の切削オーバレイ補修が行われ，最大で100 
cm程度の積層舗装となっている．福岡空港や名古屋空

港の滑走路も同様の舗装履歴及び舗装構成を有するもの

の，Ａ滑走路の厚みは際立っている． 
舗装変状は春から夏の期間に多く発生し，水の浸み出

し，ブリスタリング，層間剥離，混合物剥離が主な損傷

である． 
 

表層(改質Ⅱ) 60 表層(改質Ⅱ) 80
基層(ｽﾄｱｽ) 70 基層(改質Ⅱ) 80

表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40
基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60

表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40
基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60

表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40 表層(ｽﾄｱｽ) 40
基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60
ストアス 150 ストアス 150 ストアス 150 ストアス 150 ストアス 150

ストアス 150 ストアス 150 ストアス 150 ストアス 150 ストアス 150

ストアス 70 ストアス 70 ストアス 70 ストアス 70 ストアス 70
コンクリート版 130 コンクリート版 130 コンクリート版 130 コンクリート版 130 コンクリート版 130

47㎝単純オーバーレイ 10㎝単純オーバーレイ 10㎝単純オーバーレイ 13㎝切削オーバーレイ 16㎝切削オーバーレイ

1943～1976年 1986年 1994年 2003年 2013年

 
図-4 A滑走路の舗装履歴 

 

3. 舗装変状の原因究明 

Ａ滑走路はＢ誘導路，Ｂ滑走路と比べ改修後早期にか

つ広範囲で舗装変状が生じており，損傷の度合いも他施

設と比べ高いことから，Ａ滑走路において舗装損傷の原

因究明のための各種調査を行った． 

 

(1) コア調査 

 舗装表面の水の浸み出しが顕著な箇所でコア採取によ

る孔内観察を行ったところ，孔底部，孔側壁からの水の

吹き出し，表基層の層間からの滲み出しが確認されたほ

か，深い層で層間剥離や一部で混合物剥離を確認した．

試験結果の概要を表-1に示す． 
 

 

表-1 試験結果の概要 

試験項目 結果概要

密度試験
最大密度試験

締固め度は，半数以上が表基層ともに基準に達していない
箇所がある
空隙率は，表層の半数程度が2％以下，基層の大部分で
規格値上限の6％を超え，部分的に9.4%も確認された

含水比試験
全箇所の基層以下の層で1％以上の含水比が確認された
地中レーダ探査の深度方向の濃淡と，コア調査の含水比の
高低は一致する

通気性試験 換算した透水係数は10-6オーダーで表基層の透水係数は標
準的である

層間引張試験
表層と基層の境界及び表基層と既設層との境界で採取時に
コアが分離し試験が不可であった
試験可のコアは層間分離，付着力の低下が確認された

圧裂試験 コア採取後，孔内に滞水が認められた箇所の基層部は，長
期間の滞水により混合物の剥離抵抗性が低下していた

マーシャル
安定度試験

表層部は概ね良好，基層部はマーシャル安定度が低く，部
分的に基層として扱うことのできないコアがあった

トレーサー試験
(蛍光水を使用した
水みち追跡調査)

施工目地から基層下部へ流入することが確認された
着陸帯に設けた孔からショルダーの最下層となる旧コンクリート
版へ流入することが確認された

 

 

表層(AC100) 40 80
基層(ｽﾄｱｽ) 60

基層(TR100) 40 基層(TR100) 40
基層(TR100) 60 基層(TR100) 60
基層(TR100) 70 基層(TR100) 70
基層(TR100) 40 基層(TR100) 40

表層(TR100) 70 表層(TR100) 70 表層(TR100) 70
基層(TR100) 80 基層(TR100) 80 基層(TR100) 80 基層(TR100) 80 基層(TR100) 80
表層(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 40 表層(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 40 表層(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 40 表層(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 40 表層(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 40
基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50
基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50 基層(ｽﾄｱｽ) 50
基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60 基層(ｽﾄｱｽ) 60
鉱滓 370 鉱滓 370 鉱滓 370 鉱滓 370 鉱滓 370

表層(改質Ⅱ) 表層(改質Ⅱ) 80

1969～1979年 1986年 1995年 2003年 2014年

基層(大粒径) 200

基層(改質Ⅱ) 80

基層(大粒径) 120

ー 21㎝単純オーバーレイ 10㎝切削オーバーレイ 28㎝切削オーバーレイ 16㎝切削オーバーレイ
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(2) 地中レーダ探査調査 

舗装変状が顕著なＡ滑走路中央部約1,000mにおいて，

積層内に蓄積している水の範囲や深さを把握するため，

地中レーダ探査を行った．その結果，滞水や砂利化等，

舗装表面と異なる性状の範囲を特定した． 
2012年に図-5に示すA,B,Cの3工区で改修工事を行って

おり，基層及び基層と既設層の境界で滞水の可能性が高

い異常信号が多く見られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図-5 地中レーダ探査結果(黒い部分が滞水箇所) 
 

(3) 変状の直接的原因 

各施設における舗装履歴と変状の特徴及び調査結果よ

り，旧コンクリート版及び鉱滓の存在と，長年の供用期

間中に繰り返された単純オーバーレイ工法による補修が

及ぼす影響について考察した． 
Ａ滑走路は最下層にコンクリート版，Ｂ誘導路は最下

層に鉱滓といった不透水層が存在し，積層舗装内に蓄積

した水の排水が困難な状況である．一方，Ｂ滑走路は積

層舗装ではあるが，コンクリート版や鉱滓のような不透

水層は存在しない．また，舗装変状は他に比べ相対的に

少なく，傾向としては航空機の偏心荷重による損傷や切

削時に取り残した薄層が舗装変状の要因と考えられる．  
これらを踏まえ，積層舗装内に長期間にわたって蓄積

された水が舗装に変状を及ぼす主要因と考え，それによ

って生じる舗装変状の原因を以下の通りと考えた．  
a) ブリスタリング 

航空機荷重により表層の空隙率が低下し，かつア

スコン層間の付着力が低い箇所において，春から夏の

気温上昇で舗装内の水分が水蒸気となり，体積が膨張

して表層を持ち上げた． 

b) 水の浸み出し 

舗装内に蓄積された水が水蒸気となって上昇し舗

装面で液化した，あるいはサクションにより舗装面に

浸み出した． 

c) 層間剥離 

舗装内の水の影響により層間付着効果が低下する

のと同時に，航空機荷重によるせん断応力の発生で層

間剥離が促進された． 

d) 混合物剥離 

舗装内の滞水と航空機荷重，気温の上昇の相互作

用によりアスファルトと骨材の剥離が生じた． 

 

(4) 水の供給ルート 

舗装内の水分増加の要因として示される既往資料を参

考にした2)Ａ滑走路の模式図を図-6に示す． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 Ａ滑走路舗装内水分増加の要因 
 

Ａ滑走路の地下水位は旧コンクリート版下面より低く，

Ｂ誘導路の地下水位は鉱滓下面より低いため，地下水が

舗装内へ浸入することは考えにくい．逆に積層内に蓄積

された水はコンクリート版や鉱滓の下方へは浸透しにく

い構造であることから，舗装内の水の供給ルートを次の

とおりと考えた．  

 

① 施工目地等の舗装表面からの雨水の浸入 

② 舗装内の滞水のサクション，水蒸気移動による浸水 

③ その他からの浸水（緑地帯等） 

 

①はトレーサー試験（図-7）により施工目地から浸入

した水が基層と既設層境界に滞水した結果に基づく． 
②は既設層に3～4％に及ぶ含水量が確認されているこ

と，また，過去の単純オーバーレイにより積層内に存置

されたひび割れ，わだち掘れ，施工目地，グルービング

が水みちとなり，サクションや水蒸気の移動によって表

基層まで上昇して蓄積した可能性が否定できない．加え

て，本体の改修で行った単純オーバーレイと同時にショ

ルダーのオーバーレイも行っており，積層されたショル

ダーは止水壁の役割を果たしている可能性がある．Ａ滑

走路，Ｂ誘導路は最下層が遮水層，ショルダーが止水壁

となり，舗装本体部はプールのような状況で水を含んで

いる可能性が高い． 
③は旧コンクリート版が緑地帯に張り出しているため，

降雨時に緑地帯に浸みこんだ雨水がコンクリート版上に

到達し，Ａ滑走路の最下層へ流入する可能性が否定でき

ない．ただし，コンクリート版上の水が積層内を上昇し

て，表面に浸み出す可能性は不明である．各供給ルート

は可能性として考えられるもので，相対的には，①施工

目地 ＞ ②既設舗装内の滞水の上昇 ≫ ③緑地帯からの浸

入の順が推定されるものの，割合の推定は困難である． 
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図-7 トレーサー試験（施工目地の水みち追跡調査） 

 

4 .試験舗装構造の検討 

オーバーレイの繰り返しによって積層舗装となった舗

装内に蓄積した水の影響で，舗装変状が繰り返されるＡ

滑走路，Ｂ誘導路の抜本的対策として，舗装表面から浸

入した水の排水，積層内に蓄積された水の上昇を遮断す

る機能を付加した「排水層」＋「遮水層」の設置が望ま

しいと考えた．舗装体内に排水層を設置した構造として，

東京国際空港Ｄ滑走路の桟橋部において，舗装表面から

の浸透水の排水を目的とし，基層下に排水層を設置した

事例がある．当空港においては，表面からの水に加え，

積層舗装内に蓄積された水の対策が必要であり，舗装内

の水の上昇を遮断する「遮水層」設置の検討が必要であ

る．かつて経験のない「排水層」＋「遮水層」の設置に

あたり，施工性，耐久性，排水及び遮水の効果等につい

て，試験舗装により検証を行った． 

 

(1) 基本方針 

遮水方法と設置深さに着目し，表層または基層以下に

「排水層＋遮水層」を設け，ショルダー内に導水管を敷

設して暗渠排水溝に排水することを基本とした．排水性

舗装，導水管，暗渠の要求性能は，舗装表面のひび割れ

部等から浸透する雨水を速やかに排水する性能を有する

こととした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 「排水層」＋「遮水」設置のイメージ 

 

(2) 遮水対策方法，舗装構造，施工位置の選定 

① 遮水対策 

遮水対策方法としては，遮水型排水性舗装(POSMAC)，
密粒度アスファルト舗装，砕石マスチック舗装(SMA)，
塗膜防水の塗布の4案を選定し，比較評価を行った結果

を表-2に示す． 

空港舗装工事は日々供用が前提となることから遮水型

排水性舗装(POSMAC)が有効と考えた．POSMACは乳剤

散布装置付アスファルトフィニッシャで高濃度改質アス

ファルト乳剤を多量に均一散布し，即時分解させると同

時に排水性混合物を舗設する技術であるが，POSMAC用
アスファルトフィニッシャを所有している社が限られる．

また，通常のPOSMACによる舗設は4～5cm程度の施工

厚であるのに対し試験舗装は8cmのため，材料供給が課

題である．よって，POSMACの遮水層に対し，密粒度ア

スファルト舗装を設置した比較断面の試験舗装を行うこ

ととした． 
なお，砕石マスチック舗装(SMA)及び塗膜防水材の塗

布(人力塗布)について，遮水機能に問題はないが施工に

要する作業時間に課題があり，日々供用の観点から試験

舗装断面から排除した． 
 

表-2 遮水対策の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

図-9 遮水型排水性舗装(POSMAC)の概念図 

(遮水型排水性舗装工法研究会HPより抜粋) 
 

 

② 舗装構造 

舗装構造は，排水層の設置位置を表層の下，または基

層の下に設置する複数案から施工性を考慮し表-3に示す

3ケースを選定した． 

 
③ 施工位置 

施工位置は，延長方向に同じ交通量の条件で試験が可

能となるＢ誘導路の直線区間とした．施工延長は各50m
とし，比較のため隣接する標準部50mを設置して全区間

においてモニタリングを行うこととした．標準部の舗装

構成は，大阪国際空港基本施設の既往実績において標準

的な改良構造であり，特に水対策を考慮していないもの

である． 
 

A Ｂ Ｃ Ｄ
遮水型

排水性舗装
密粒度

アスファルト舗装
砕石マスチック
舗装(SMA)

塗膜防水材の
塗布

長所
・
短所

空港の実績なし
表層以外の実績なし
完全防水ではない

施工が1層増 施工が1層増
Bより施工が難
遮水性は最も良い

Ａより施工時間が
長い

透水
係数
(cm/sec)

1×10-7～-6 1×10-6～-5 1×10-7以下
単独材は不明
<参考>羽田D滑走路の
供試体(SMA+防水層)
は1×10-7以下

遮水
機能 ○ △ ◎ ○

施工性 ○ ◎ △ △

評価 ○・△ ○・△
※施工層数による △ △

遮水
対策
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表-3 試験舗装の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

排水性舗装 4㎝
遮水層　改質Ⅱ(密粒） 4㎝

4㎝

8㎝改質Ⅱ(粗粒)基層 基層改質Ⅱ(粗粒) 8㎝ 遮水型排水性舗装 8㎝

遮水型排水性舗装

A舗装区(標準) Ｂ舗装区 Ｃ舗装区 Ｄ舗装区

表層 改質Ⅱ(密粒) 8㎝ 表層改質Ⅱ(密粒) 8㎝ 表層改質Ⅱ(密粒) 8㎝ 表層改質Ⅱ(密粒) 8㎝

 

図-10 各試験舗装区の平面配置と断面 

 

(3)試験施工前の室内試験による確認 

排水性舗装は通常の道路舗装では表層に適用される．

本試験舗装は表層または基層の下部に設置するため，層

間付着力試験により排水性舗装とその上部層との付着力

を確認し問題がないことを確認した． 
バインダーは，ポリマー改質H型または改質Ⅱ型の適

用可能性を把握するため，港湾空港技術研究所所有の特

殊WT試験機による繰り返し載荷試験を行い変形量の確

認を行った．特殊WT試験において改質H型(排水性舗装)，
改質Ⅱ型(排水性舗装)，改質Ⅱ型(密粒)の走行回数にお

ける沈下量の比較を行った結果，3者に大きな差はみら

れなかった．試験完了時の表面沈下量は，改質Ⅱ(密粒)
＜改質H型(排水性舗装)＜改質Ⅱ型(排水性舗装)となった．

ダレ量は改質Ⅱ型が大きく，長期的な耐久性を考慮し，

改質H型を採用することとした．  
 

 

5.モニタリング 

 (1)モニタリングの項目，目的，実施時期 

2015年4月下旬にＢ誘導路にて試験舗装を施工して約2
年が経過した．その間，各舗装区における排水及び遮水

効果の比較検証のためモニタリングを継続している．そ

の項目と目的を表-4に，実施時期を表-5に示す． 

コア調査は2015年5月から2016年7月の時点で計5回実

施した．現地調査は項目ごとに異なり，温度測定，地下

水位観測，排水観察は，現地に設置したデータロガーに

て連続的に計測し，1年のモニタリング期間を通じて傾

向が把握できたため，2017年2月に計測を終了した．な

お，排水観察は，排水性舗装から排水された水のみを対

象としている． 
 

(2)モニタリングの結果 

2015年5月から2016年7月のモニタリング結果を表-6 

に示す．試験舗装区は例年春から夏にかけてブリスタリ

ング現象が顕著であるが，排水層を敷設したB・C・D舗
装区においてはブリスタリング現象が見られず，A舗装

区(標準部)において多く見られた．これは，A舗装区に

おいて基層及び大粒径アスコンの水分量が他舗装区より

多い水分量試験の結果と整合する．水分量の差は0.5％
とわずかであるが，現象のみからは排水層設置の効果が

確認できる． 
1年経過時点の排水層を設置した3断面におけるモニタ

リング結果から，各ケースとも構造的な問題は生じてお

らず，排水機能は有効に機能していると考えれる．各断

面ごとに大きな差は認められなかったが，標準部との違

いは明確であった． 
今後，3年から5年程度を目途に経過観察を行い，本工

事における改良構造を設定する予定である． 
 
 

表-4 モニタリング項目と目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表-5 モニタリング実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：面的排水
：支線排水

50m 50m 50m 50m

A舗装区 B舗装区 C舗装区 D舗装区

ショルダー

本体

排水性舗装 4㎝
遮水層　改質Ⅱ(密粒） 4㎝

4㎝

長所

短所

課題

舗装
構造

表層改質Ⅱ(密粒)

基層改質Ⅱ(粗粒) 8㎝ 遮水型排水性舗装 8㎝

8㎝ 表層改質Ⅱ(密粒) 8㎝ 表層改質Ⅱ(密粒)

遮水型排水性舗装
日々表層までの復旧が可
能，日施工延長が最長と
なる

遮水層の上に表層1層の
ため，遮水層への航空機
荷重の影響が大きい

排水層とその上下層との付着，供用による排水層の変形，排水性能，施工性

(表層下)
排水性舗装＋密粒As

遮水層が密粒アスコンのため
施工は比較的容易である

二段階施工となる
⇒1段階:3層目，2段階:2
層目＋1層目
遮水層の上に表層1層のた
め，遮水層への航空機荷
重の影響が大きい

(基層下)
遮水型排水性舗装

表基層16㎝の厚みがあ
り，遮水層への航空機荷
重の影響が小さい

基層面で一時開放となる
遮水層が薄く空隙の目詰
まりによる機能低下が懸念
される

(表層下)
遮水型排水性舗装

8㎝

コア密度試験 空隙率の把握

含水比試験 含水比の確認

間接引張試験 混合物の剥離抵抗性の把握

層間付着試験 各層間の層間付着力の把握

加圧透水試験 遮水層の機能確認

横断プロファイル 繰り返し荷重に伴う路面変化量の確認

FWD試験 たわみ比による舗装強度の把握

解体調査 各層の変形量，水の浸み出しや層間剥離等の変状把握

舗装内温度測定 舗装内の温度分布及び時間，季節変動の把握

地下水位観測 試験工区位置における地下水位の把握

排水観察 各断面の排水性能の比較

現
地
調
査

調査目的（経年変化の把握）モニタリング項目

コ
ア
調
査

5月 6月 ～ 8月 9月 ～ 6月 7月 ～ 2月 ～ 6月 7月 ～ 10月

コア密度試験 ○ ○ ○ ○ ○ ●

含水比試験 ○ ○ ○ ○ ○ ●

間接引張試験 ○ ○ ○ ○ ●

層間付着試験 ○ ○ ○ ○ ●

加圧透水試験 ○ ○

横断プロファイル ○ ○ ○ ○ ● ●

FWD試験 ○ ○ ○ ●

解体調査 ○ ○

舗装内温度測定 ○

地下水位観測 ○

排水観察 ○

現
地
調
査

○：実施済　●：実施予定

モニタリング項目 2015年 2016年 2017年

コ
ア
調
査
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表-6 モニタリングの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 今後の課題 

(1)施工上の課題 

① ショルダー面的排水の施工 

各舗装区のショルダーにおいて，支線排水と面的排水

の2断面を設けてモニタリングを行っているが，単粒砕

石を用いた面的排水の施工上の課題として，締固めが困

難である点が挙げられる． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 ショルダー面的排水部の断面(Ｄ舗装区) 

 
② 施工目地の施工 

施工目地からの水の浸入が舗装変状の要因の１つであ

ることから，施工ジョイント部の施工方法は極めて重要

である．東京国際空港Ｄ滑走路では一層12 cmの施工に

対し2種類の施工ジョイントで試験施工を行い，ジョイ

ント部での締固め度が高い「重ね合わせジョイント」を

採用しており3)，本試験施工においても「重ね合わせジ

ョイント」を採用した．また，当空港基本施設のアスフ

ァルト舗装工事において，重ね合わせジョイントによる

施工を標準とし，特記仕様書に定めることとした． 

 

図-11 施工ジョイントの形式(空港土木施設施工要領に加筆) 

 

(2)品質管理・出来形管理方法の課題 

現行の空港土木工事共通仕様書に記載の管理方法は，

管理ロットが4,000m2に1点であるのに対し，当空港にお

ける実際の施工の日施工面積は1,000m2以下であるため，

それに応じた管理ロットの設定が望ましいと考える． 
試験施工では，日施工量を考慮したNEXCO西日本の

管理基準を参考に，試験数：3個/1日/1フィニッシャ，合

格判定値：98％を採用することとした．これにより，試

験数は現行の4,000m2に1個から24個(3個/1日/2フィニッシ

ャ/1,000m2×4日)と大幅に増加する．そこで，試験的にリ

アルタイムでの密度測定が可能なアスファルト舗装密度

測定器(PQI)を併用し，適用性を検証したところ，抜取

コア及びPQIによる締固め度に大きな差はなく，図-12の

ような相関がみられた． 
今後のアスファルト舗装工事においても，PQIと抜取

コアを併用し，データを蓄積した上で，不良率保証型の

抜取検査基準に移行したいと考えている． 
さらには，蓄積したデータをもとに，締固め度や空隙

率の分布を統計理論的に把握したいと考えている． 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PQI測定器       図-12 PQIと抜取コアの相関 
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項目

表層 全工区減少傾向
2016年7月の結果は2％未満(Ｄは2.5％)

基層 A・Cは表層より緩やかに減少，Aは3％未満，Cは3％程度
排水層 B・C・Dともに初期値からの変化量に大きな差はない
表基層 0.5％以下(ブリスタリング対策の目安は確保されている)

水分量の推移の傾向は同じ

水分飽和度がは，他の層と比べ小さく，排水機能は余裕が
あり，余裕分は排水層が4㎝，8㎝で大きな差はない

大粒径 B・C・DがAより低く，上層の遮水層が機能を有していると判
断できる

表層 全工区1.0～1.2Mpa，傾向は各工区同じ
基層 A・Cは1.1～1.3Mpa，傾向は各工区同じ

大粒径との層間は0.5～1.0Mpaと同程度

解体調査

たわみ量
全工区たわみ比は1.0未満で構造上の問題はない
Dは他と比べたわみ比にばらつきが大きく，増加傾向
航空機主車輪の走行位置の表面沈下が多少見られるものの，その下
層の圧縮量の変化は見られない

C(遮水型排水性舗装＋大粒径)は透水性が非常に高い
大粒径アスコンも，密粒アスコンと同等の遮水機能を有するが，遮水
型排水性舗装を設置することで遮水機能はさらに向上する

加圧透水係数

14カ月の沈下量はBで相対的に大きいが，各工区の差は平均1㎜以
内で違いが見られない

最大沈下量は，誘導路中心線から5～6mの位置に生じている
横断プロファイル

B(排水層＋遮水層)は透水性が低い

空隙率

2015年5月～2016年7月の結果

水分量
水分飽和度

間接引張強度

層間付着強度
表層とその下の層は1Mpa以上ありブリスタリング対策の目安は確保さ
れている

排水層
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橋梁の伸縮装置からの漏水対策とその効果 
 
 

岡 智彦1 
 

1滋賀県 土木交通部 道路課 （〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号）. 

 

 橋梁の損傷因子の１つとして，水がある．水による主な損傷部位として支承や桁端部があり，

橋面からの漏水により，桁端部の鋼部材（鉄筋または鋼製桁など）が腐食し，構造上致命的な

損傷を及ぼすケースなど多数の事例がある． 
 主要地方道彦根近江八幡線（湖岸道路）に架かる神明橋は，伸縮装置からの漏水により，橋

座部が湿潤状態となることを確認している．このため，桁端部において損傷が生じる前に，漏

水対策として，簡易的な排水装置の試験設置を行ったところ，橋座部の湿潤解消の効果が確認

されている． 
 

キーワード 橋梁，伸縮装置，漏水対策，簡易排水装置  
 
 

1.  はじめに 

 橋梁の伸縮装置からの雨水などによる漏水が見られる

橋は湖東土木事務所管内（彦根市、愛荘町、甲良町、豊

郷町、多賀町）においても多数見られる．この状態が続

くことにより，桁端部の狭隘な空間は湿潤な環境となり，

そこにある支承や桁端部の鋼部材を腐食させており（写

真-1），機能的または構造的な悪影響を及ぼしているこ

とがある． 

このような状況が確認される中で，橋梁長寿命化修繕

計画（以下，「修繕計画」という）に基づく修繕工事を

計画的に進めているところである．しかし，計画に沿っ

て各年度に抜本的修繕を行える橋梁数は限られており，

桁端部の湿潤な状態を確認しているものの，その状態を

解消するための工事の実施が追いついていない場合があ

る． 

このため，桁端部の湿潤解消の手段として，低予算か

つ簡易的な工法があれば，修繕計画に基づく補修工事と

併せて，橋梁の健全度の維持に繋がるのではないかとの

考えを抱いていた．この状況で国立研究開発法人土木研

究所（以下，「土木研究所」という）より，桁の遊間部

に設ける簡易排水装置の設置について，実橋での試験施

工の提案を受け，当事務所内での検討の結果，試験施工

を承認した．現在，主要地方道彦根近江八幡線にある

「神明橋」（図-1,表-1）のA2橋台遊間部に簡易排水装

置が設置されている． 

本稿では，簡易排水装置の概要，試験施工承認までの

経緯，設置後の効果について示す． 

 

 
写真-1 コンクリート桁端部付近の損傷状況 

 

 
図-1 神明橋位置図 

 
表-1 神明橋橋梁諸元 

 

別紙―２ 

神明橋 

桁端部 

鋼板 
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2.  簡易排水装置の概要 

神明橋における設置後の状況を写真-2，3に示す． 

 
写真-2 簡易排水装置の設置状況 

 

 
写真-3 排水桝 

 
(1)  仕様 
a) 素材および特徴 
伸縮装置からの漏水を受ける排水樋（写真-4）は耐

寒性，耐薬品性に優れるポリエチレン製であり，橋梁が

伸縮しても常に遊間内部のコンクリート壁に排水樋の両

側端部が密接するようなＶ型構造となっている．遊間長

に応じて2タイプから選択できる． 

設置断面イメージを図-2に示す．桁端部および胸壁と

接する部分には不織布が貼付してあり，密着性を高めて

ある．さらに施工時においては，桁端部および胸壁と接

する部分の微小な隙間を埋めるよう止水材を塗布し，漏

水の集排水性をさらに高める構造としてある． 

 
写真-4 排水樋（2タイプ） 

 

 
図-2 排水樋の設置断面イメージ 

b) 適用範囲 
簡易排水装置は桁端部遊間にある発泡スチロール材に

穴を空けて排水樋を設けるものである．設置対象となる

遊間長は50mm～120mmである．排水樋の両端部（上流側，

下流側）には排水桝が設けられている． 

このような装置を設置するため，水道管などの添架物

の配置状況により設置が不可能な場合があり，さらに排

水桝の設置スペースとして胸壁が2m以上張り出している

ことが望ましいとされている．また，発泡スチロールに

穴を空ける作業と排水桝設置の作業スペースとして，あ

る程度の平地（橋軸方向1.0m，橋軸直角方向1.5m）が必

要とされている．参考として簡易排水装置の設置が困難

な状況を写真-5に示す． 

 

写真-5 簡易排水装置の施工が困難な状況 

 
(2)  施工方法 
簡易排水装置は遊間内を通す排水樋と両端部に設置す

る排水桝から成っている． 

施工工程を図-3に示す．遊間内の発泡スチロールの穴

空け，排水樋の挿入，桁端部と胸壁に接する部分の止水

処置（止水材塗布），排水桝の設置となる． 

施工時の特徴としては，発泡スチロールに穴を空ける

際，徐々に孔径を拡げていく手法（先導孔削孔，1次拡

径，2次拡径）となっている． 

 

 

図-3 施工工程 

写真-3参照 

230mm 

210mm 

70mm 

90mm 

不織布 

・添架物が支障となっている。 

・設置作業を行う遊間端部が無い。 

（土中に埋まっている。） 

排水樋 
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2.  試験施工承認までの経緯 

土木研究所からの試験施工の提案を受けてから施工承

認までのポイントを図-4に示す．今回の簡易排水装置の

設置は土木事務所内での検討の結果，道路法第24条の規

定に基づき承認を行い実施されたものである． 

ここで，施工承認までのポイントのうち、2つの共通

点ついては，１つが「漏水による桁端部の損傷劣化への

対応が必要であるという認識」であり，もう１つが「対

策の対象が実橋である」ということであった．特に，土

木研究所での研究開発は以前から進んでいるものであり，

実橋での先行事例も既にあり，段階としては実橋にて実

用性の検証が行われていた． 

これらの2つの共通点は，漏水対策として簡易排水装

置の設置承認を進める上で後述する論点整理の中で重要

なものとなった． 

施工承認に際して，道路法第24条または同法第32条の

選択肢があった．土木事務所内での主な議論内容を表-2

に示す．道路施設の一部としての効果は前述したとおり，

実橋での先行事例で漏水の排水効果が確認されており，

有用と判断した． 

また，狭隘な桁端部遊間内に排水設備を設置すること

と重要道路施設である橋梁への先駆的設備であるという

ことから、設置後に維持管理を適切に行うことが可能か

という議論については，研究施設の効果検証のためのモ

ニタリングと併せて施設の健全性把握は可能であり，仮

に不具合があったとしても維持管理についての技術的助

言を受けられるという整理を行った． 

その他の論点としては，先行事例はあるものの研究施

設でもある簡易排水装置を承認することの意義であった．

これについては，漏水による桁端部の損傷・劣化の対策

が必要であるという共通認識のもとで，簡易排水装置の

有用性が判断できるため，施工承認には意義があるとし

た．さらに，公的研究に協力すること自体にも価値があ

るという整理に至った． 

これらの論点整理に基づき，簡易排水装置の施工後に

道路施設の一部として最終的に県が引渡しを受けること

とし，道路法第24条の規定に基づく施工承認を行った． 

 
図-4 施工承認を行う上でのポイント 

 
表-2 施工承認を行った際の主な論点整理 
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4.  対策後の効果確認および検証 

(1)  検証方法 
簡易排水装置の設置完了後の効果検証のため，橋座部

と集排水の状況が分かるように桁間および下流側の排水

桝にインターバルカメラを設置した（写真-6）．3箇所

のインターバルカメラは3時間ごとに自動撮影する設定

になっている．ただし，フラッシュ機能が無いため，夜

間の撮影画像は状態が確認できない． 

このインターバルカメラによる3時間ごとの画像と彦

根気象台観測の降雨データにより効果検証を実施した． 

(2)  簡易排水装置設置後の橋座状況 
橋座部の状況を写真-7に示す．神明橋での簡易排水装

置設置工事は2016年2月29日（月）～3月3日（木）の工

期で実施された． 

施工前の調査（2015年11月19日）では，橋座部全面に

滞水が確認されていたが，施工後の調査では2016年6月

17日の状況のように，局部的に湿潤な状態は見られるも

の滞水は見られなくなった． 

 

(3)  橋座状況と降雨の関係 
橋座状況と降雨の関係を表-3に示す．これは，橋座お

  

写真-6 効果観察用のインターバルカメラ設置状況（破線丸部がカメラ） 

  
写真-7 橋座部の状況（G2-G3桁間） 

表-3 橋座状況と降雨の関係（上：G1-G2桁間 下：下流部排水桝） 

 

 

G2-G3桁間 施工前 

（2015.11.19撮影） 

 

G2-G3桁間 施工後 

（2016.6.17撮影） 

 

G1-G2桁間 G2-G3桁間 

全面滞水 局部湿潤 
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よび排水桝内の湿潤状態（排水桝内は集水状態）をイン

ターバルカメラの画像から判断し，時間ごとに色分けし

ている．色が濃くなるにつれて湿潤が著しい状態である．

また，数値は彦根地方気象台の観測降雨量である． 

2016年7月9日は34.0mm／日の降水量があり，午前1時

から午後12時まで継続的な降雨があった．この降雨の後，

橋座部分は桁間の全面で滞水は見られなかったが部分的

に湿潤箇所があるという状況が2日程度続いた． 

2016年7月26日は54.0mm／日の降水量があった．この

うち，午前8時から午後6時までに52.0mmの降水量があっ

たが，橋座部分の湿潤状態は確認できなかった． 

下流部排水桝はいづれの降雨時にも集排水されていた． 

 

(4)  性能検証 
簡易排水装置設置後に部分的な湿潤状態が降雨時など

に見られる一因と考えられたのが排水樋が遊間と接触す

る部分の密着性であった． 

遊間内への排水樋設置後の止水材塗布の状況を写真-8

に示す．排水樋の設置後に遊間との設置部には前述した

とおり，止水材を塗布して止水性を高めている．設置3

ヶ月後の遊間内部確認において，写真-9に示すように止

水材の縁切れが確認された．このため，止水材が縁切れ

した場合の不織布の性能を確認する試験を依頼した． 

不織布の性能試験状況を写真-10に示す．写真は止水

材を塗布せず，遊間内に排水樋が設置された状態を作り，

着色水（赤）を漏水として滴下してるところである． 

この結果，写真-11に示すように不織布に着色水が浸

潤したがこれ以上の進展は見られなった．また，不織布

への流水試験でも止水効果が確認できた． 

 

写真-8 止水材を塗布する状況（遊間内部） 

 

写真-9 止水材の縁切れ状況（破線） 

 

 
写真-10 不織布への滴下状況 

 

写真-11 不織布の浸潤状況 

5.  評価と考察 

インターバルカメラによる画像から，降雨時に排水桝

内の集排水状態が確認されていることから，桁端部の遊

間を伝ってくる雨水が簡易排水装置により集水されてい

ることは確認できている． 

また，橋座部では簡易排水装置の設置前に比べ，橋座

部全面の滞水は確認されなくなったものの，部分的な湿

潤状態が確認されていることから，排水樋の遊間との接

触に課題があるのではないかと考えられた． 

今回は接触部の充填・止水を期待している止水材の縁

切れに注目し，接触部の不織布の性能試験を実施依頼し

た結果，不織布自体にも止水効果があることが分かった．

ただし，実橋の遊間壁面は平滑ではないことがあり，

（神明橋でも確認済み），不織布の密着性が確保出来て

いない箇所も想定される．今後，さらに止水材の追従性

向上と遊間壁面との密着性を高める工夫が必要であると

考えられる． 

これらの課題への取り組みにより，さらに効果的な排

水装置になると思われる． 

 

謝辞：神明橋にて設置した簡易排水装置は国立研究開発

法人土木研究所および東拓工業株式会社の共同開発によ

るものであります．当原稿を作成するにあたり，観測資

料の利用にご理解いただいた国立研究開発法人土木研究

所 田中良樹主任研究員に感謝致します．また，装置の

仕様・特性などに関する細かな疑問に適時対応いただい

た東拓工業株式会社 藤田育男様にはお礼申し上げます． 

浸潤位置 不織布高さ 
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災害時におけるＵＡＶ(無人航空機)の活用について 

 
 

尾無 雅実  
 

近畿地方整備局 近畿技術事務所 防災・技術課 （〒573-0166 大阪府枚方市山田池北町11-1） 

 

 

 災害発生時において被災の情報を必要に応じて適切な時期に的確に取得することを目的とし

て、ＵＡＶ(無人航空機)の活用手法及び取得可能な情報(データ)を実証調査により検討した． 
実証調査では，ＵＡＶによる撮影手法や搭載カメラの性能の違いによる成果の品質を確認し

災害発生時において時系列的に必要となる情報を踏まえ、活用方法を検討した． 
その結果、発災初期段階では、迅速な画像取得を目的とした持ち運びや操作が容易な機種を

利用して簡便な手法で活用することが効果的であり、緊急復旧等の段階では災害復旧の基礎資

料の取得を目的として 測量成果を考慮した手法で活用することが有効であることが確認できた． 
 

キーワード 被災状況調査，ＵＡＶ，三次元データ，画像解析 

 

1.  はじめに 

近年，災害時における緊急調査や構造物等の点検手法

としてＵＡＶの活用が広がっている． 

一方，平成２３年台風１２号により近畿地整管内で発

生した紀伊山地での大規模な土砂災害（深層崩壊）では，

被災現場へのアクセスが困難であったことから従来の緊

急調査による被災状況の全容把握に時間を要し，被災状

況調査の初動期の課題も浮き彫りとなった． 

また，近い将来に発生すると予測されている南海トラ

フ地震の地震災害，道路災害，河川災害へのより迅速で

有効な災害対応を検討することが必要となっている． 

このようなことから，迅速な災害対応を行うため，画

像取得が可能で写真測量技術や画像解析技術による三次

元データの迅速な取得が可能なＵＡＶを活用し，災害発

生後に迅速な情報収集を行うことが期待される． 

本調査では，ＵＡＶを活用した被災状況調査を実施し

ていくにあたり，被災状況調査における調査時期（災害

対応フェーズ），調査手法及び安全性に留意したＵＡＶ

の活用方法について検証を行った． 

 

2.   被災状況調査目的（災害対応）の時系列推移 

 災害対応では，表-1に示すとおり，まず第一に「何処

で」，「何が」，「どのような状態で」被災しているか

を把握することが重要である．次いで，災害規模の拡大

防止や緊急復旧のための基礎資料を収集することが求め

られる． 

 

表-1  災害対応の時系列推移 

対応時期 対応内容 被災調査の目的 
初期 

(ﾌｪｰｽﾞ1) 
全体像を把握 

被災箇所・種別の

定性的把握 
1～3日後 
(ﾌｪｰｽﾞ2) 

被災箇所の安全確保 
被害の拡大防止 

被災箇所の規模，

範囲の概数把握 

3日後～ 

(ﾌｪｰｽﾞ3) 
被災箇所の復旧 
予防・保全対策 

被災箇所の規模，

範囲の詳細把握 

（測量成果） 

 

3.  被災状況調査の品質 

被災状況調査の成果は，調査時期の目的に応じて表-2

に示す品質が求められる．なお，ﾌｪｰｽﾞ1では，状況把握

で十分であることから，迅速に画像データを提供するこ

とが重要であり，三次元データの取得は，必ずしも必要

とはならない． 

 

表-2   調査成果の品質 

対応時期 品質 

ﾌｪｰｽﾞ1 被災の有無，種別が視認できる画像 

ﾌｪｰｽﾞ2 

被災箇所の詳細な状態が視認できる画像 

地形がポール横断と同等精度で計測できる

三次元データ 

ﾌｪｰｽﾞ3 

1/500～1/1000レベル精度で図化（地形平面

図作成）ができる画像 

1/500～1/1000レベル精度で地形が計測でき

る三次元データ 
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4.検証方法及び検証結果 

ＵＡＶによる被災状況調査は、写真測量の一環であ

り調査にあたって規定しておく条件は、①データの標定

（補正）方法、②地上解像度、③撮影方法（垂直・斜め

撮影）である． 

現在、ＵＡＶに関する写真測量の基準を定めている

ものとしては、「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル

（案）国土地理院」がある．この基準は、主にI-

Constructionを念頭においているため、要求精度は三次

元点群データで0.05m以下となっている。 

しかし、被災状況調査においては、迅速性・概要把

握に主な目的を置くことから、ここまでの精度は要求し

なくてもよいこととした。 

(1) 検証に使用したＵＡＶの機種 

本検討に用いたＵＡＶは、近畿技術事務所が保有してい

る「α－UAV」及び「Phantom3」とした。 

それぞれの機器仕様は，表-3に示すとおりである。 

Phantom3は、機体が軽量で機体の運搬・機体組立が容

易であるり、機動力に優れている。 

機器性能では、Phantom3の写真1枚の撮影範囲は、α-

UAVと比べて広く、同一範囲を撮影する場合、写真枚数

が少なくなる。また、同一ラップで撮影する場合、撮影

速度が速く、コース間隔が広くなり撮影労力が少なくな

る（時間短縮できる）。一方、同一高度で撮影した場合

は、Phantom3の地上解像度（細密度）は、α-UAVに比べ

て粗くなることとなる。 

表-3   検証に 使用したＵＡＶの機種 

項目 α-ＵＡＶ Phantom3 

機体重量 3,600g 1,280g 

大きさ 99cm(最大幅) 35cm(最大幅) 

機体準備 組立方式 組立済み 

飛行方法 事前ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾏﾆｭｱﾙ操作 

飛行制御 単独測位(GNSS) 単独測位(GNSS) 

撮影位置計測 GNSS２周波測位 単独測位(GNSS) 

ｶﾒﾗ焦点距離 14mm(FOV=63°) 3.6mm(FOV=94°) 

有効画素数 1600万画素 1200万画素 

＊FOVはカメラレンズ中心からの両側撮影角度（幅） 

(2) 垂直撮影の三次元位置精度の検証 (検証機種：α―UAV) 

撮影写真を図化・画像解析した結果の位置精度及び作

業量は、標定（補正）の方法によって異なるため、利用

目的に応じて次の手法を検証した。 

○カメラ主点位置情報（撮影位置）で補正 

○地上標定点をして補正 

a)  検証方法 

 標定方法（補正方法）の違いによる三次元データの精

度検証は、垂直撮影を行いα-UAVに搭載した撮影位置計

測機器で計測（GNSS２周波解析）したデータで補正した

場合と、標定点を利用して補正した場合での結果を比較

して行った。 

b)  標定方法の違いによる三次元位置精度 

 検証結果は、表-4に示すとおり標定点を使用して補正

した場合で、撮影高度１００ｍ、５０ｍとも水平・高さ

方向の誤差が１ｃｍ以下であるのに対し、撮影位置デー

タで補正した場合では、水平・鉛直方向の誤差が数ｃｍ

～数十ｃｍとなった。なお，以下，誤差は真値からの標

準偏差である． 

 このことから、標定点による補正を行うことで撮影高

度に依存することなく高精度の成果が得られること、撮

影位置データで補正する場合の精度は撮影高度に依存す

ること、が確認できた。 

表-4   標定（補正）方法，撮影高度の違いによる誤差 

撮影

高度

標定点

の数 

Ｘ座標 

(cm) 

Ｙ座標 

(cm) 

Ｚ座標 

(cm) 

100m 
8点 0.35 0.44 0.27

なし 32.25 63.81 29.54

50m 
8点 0.26 0.41 0.13

なし 14.69 4.97 3.91

 

 (3)垂直撮影の形状再現性の検証 (検証機種：α―UAV) 

地上解像度は、地形や地物等（被写体）の撮影可能

な最小寸法で、地物・地形の再現精度に関連し解像度が

小さいほど詳細な情報を取得でき、細密な三次元データ

を作成することができる。 

地上解像度は、ｶﾒﾗの焦点距離と対地高度及びカメラ

の有効画素数に関連することから、撮影時には状況に応

じて、ｶﾒﾗ性能や飛行高度等の設定を行う必要がある。 

被災調査では、複数の調査の同時進行が行われることが

想定されることから、調査方法の汎用性を確保するため、

地上解像度の規定のみとし、ｶﾒﾗ性能や飛行高度等は調

査者が任意に設定することとする。なお、カメラの有効

画素数が同じ場合のカメラ焦点距離と対地高度・地上解

像度の関係は、図-1に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  カメラ焦点距離と対地高度，地上解像度の関係 

 

a)  検証方法 

地上解像度の検証は、α-ＵＡＶの撮影高度を５０ｍ

(地上解像度1.4cm)とした場合と、１００ｍ（地上解像

度2.6cm）とした場合の地上解像度の異なる垂直撮影成

果を用い、形状の再現精度を比較した。 
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b) 撮影高度の違いによる形状再現精度 

検証結果は、図-2に示すとおり高度１００ｍからの垂

直撮影で標定点を使用しなった場合で高さ方向に差がみ

られるものの、どのケースとも石積の崩壊した形状は再

現している。 このことから崩壊形状等は、撮影高度１

００ｍでも把握できることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

図-2   地上解像度の違いによる再現形状の比較 

 

 (4)斜め撮影の検証 (検証機種：α―UAV) 

撮影方法（ＵＡＶの撮影方向）は、画像解析精度(画

像ﾏｯﾁﾝｸﾞ処理)に関連しており、安定した精度（飛行）

が得られるのは垂直撮影であるが、垂直に近い斜面や構

造物側面を把握する必要がある場合は，斜め撮影を実施

する必要がある。 

本調査では、斜め撮影成果の精度を検証した． 

a)  検証方法 

撮影方法の違いによる三次元データの精度検証は、斜

め撮影を行いα-UAVに搭載した撮影位置計測機器で計

測（GNSS２周波解析）したデータで補正した場合と、標

定点を利用して補正した場合の結果を比較して行った。 

b)  標定方法の違いによる三次元位置精度 

検証結果は、表-5 に示すとおりである。なお、誤算

に範囲があるのは、複数地区で検証したことによるもの

である。 

標定点を使用して補正した場合は、水平・高さ方向の

誤差が１ｃｍ以下であるのに対し、撮影位置データで補

正した場合は、水平・鉛直方向の誤差が 5ｃｍ～58ｃｍ

程度となった．このことから、斜め撮影でも標定点によ

る補正を行うことで高精度の成果が得られることが確認

できた。また、撮影位置データで補正した場合でも、地

図情報レベル 1/1,000 程度の成果が得られることが確認

できた。 

表-5   標定（補正）方法の違いによる誤差 
撮影 
高度 

標定
点 

Ｘ座標 
(cm) 

Ｙ座標 
(cm) 

Ｚ座標 
(cm) 

50m 
32点 0.22-0.83 0.20-0.57 0.27-0.57

なし 4.39-58.52 3.00-32.22 16.91-41.83

 

c)  標定方法の違いによる形状再現精度 

地形の再現精度は、図-3 に示すとおり標定点で補正

した場合、撮影位置データで補正した場合とも地物形

状に大きな違いはなく、地形の概要、定量的な概ねの

損傷規模を把握することが可能であるを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3  標定方法の違いによる地形の再現性 

 

(5)α-UAVとPhantom3の比較 

α-ＵＡＶ及びPhantom3で垂直撮影した成果の計測精

度の比較は、高度１５０ｍから撮影した画像を標定点に

より位置補正を行った場合について行った。 

比較した結果は、表-6に示すとおりであり両機種とも

概ね１０ｃｍ以下の精度となった。 

このことから、標定点を使用して補正する場合は両機

種とも同等の精度が確保できることが確認できた。 

表-6  α-ＵＡＶと Phantom3の計測精度比較 

 

また、三次元データから地形の再現性を検証した結

果は、図-4に示すとおり両機種とも斜面地形を同等な精

度で再現している。このことから標定点を使用して補正

する場合は、両機種とも同等の地形の再現性が得られる

ことが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

図-4   機種の違いによる再現形状の比較 

 

(6)Phantom3の単独測位による精度 

Phantom3は、α-ＵＡＶとは異なり上空での撮影位置

を単独測位により計測し、画像データにその座標（緯度，

経度，高度）を記録している。 

地上標定点による補正を行わないで、この記録され

た座標値を利用した場合の位置精度を検証した。 

本調査による検証結果は、表-7に示すとおり水平位置

は数ｍ程度であるものの、高さ方向の誤差は30～50mと

大きい。このことから、被災箇所を平面的に把握する場

合は、支障がないが，標高が公共測量等と整合すること

が求められる場合は，解析した標高データの誤差計算す

機種 
Ｘ座標 

（ｃｍ） 

Ｙ座標 

（ｃｍ） 

Ｚ座標 

（ｃｍ） 

α-ＵＡＶ 1.46-2.44 1.15-3.43 0.45-2.40

Phantom3 0.71-3.99 1.33-19.57 0.53-7.10

Ａ

Ｂ

Ａ 

Ｂ

α-UAV 

Phantom3 

A B

*

A 

B 

高度 100m, 
標定点なし 

レーザ計測 

*:[高度50m,標定点なし],高度100m,50m,標定点あり] 

Ａ

Ｂ 

Ａ

Ｂ

標定点あり 

標定点なし 

ﾚ ｻー゙ 計測
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るなどして補正する必要があることが確認できた。 

表-7 Phantom3の単独測位による計測精度 

 

また、Phantom3により撮影した結果は、高さ方向の誤

差が本検証では３０～５０ｍと大きかったものの、相対

位置関係（水平距離，比高）や形状の再現性は、α-Ｕ

ＡＶと同等であり、崩壊形状等の把握は可能であること

を確認した。 

 

5.調査成果の活用方法 

ＵＡＶにより撮影した写真は、主に図-6に示すフロー

で処理した成果が得られる。 

これらの成果は、迅速性，必要な情報種別，成果の

品質等が異なるため、災害対応時期に対応した活用を行

う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6   ＵＡＶの活用による成果 

 

a)  対応フェーズ１（初期段階） 

この段階では、被災の有無や種別を確認することが

重要であるため、撮影写真そのもの（単写真）又は撮影

動画を活用する。低高度で撮影することから、航空機に

比べて被災状況が詳細に把握することができる(写真-1

参照)。 

 

 
 

 

 

写真-1   ＵＡＶで取得した単写真 

b)  対応フェーズ２（２～３日後） 

この段階では、災害の拡大や人の立ち入りの安全性

を確認することが求められるため、被災状況の詳細な状

態を平面的に把握するとともに、ポール横断程度の形状、

規模等を把握する必要がある。このため、調査成果とし

ては、正射投影したオルソ画像(写真-2参照)や三次元デ

ータを用いた縦横断図(図-7参照)が求められる． 

 

 

 

 

 

写真-2   オルソ画像 

 

 

 

 

 

図-7   三次元データから作成した横断図 

c)  対応フェーズ３（３日後以降） 

この段階では、災害復旧設計・施工の基礎資料とす

るため、精度が担保できる平面地形、三次元データが必

要である。このため、測量業務として調査を実施し、標

定点を用いた補正により精度が確保された成果の作成が

求められる。成果例を図-8～図-10に示す。 

 

 

 

 

 

 

図-8  斜面のはらみ出しを再現した調査成果 

 

 

 

 

 

 

図-9  地形図        図-10   オルソ/等高線図 

d)  斜め撮影の活用 

斜め撮影は、垂直撮影では撮影できない直立に近い斜

面（写真-3参照）や橋梁下部（図-11参照）等の場所に

おいて有効であることを確認した。 

橋梁下部の地形については、橋梁の両側から斜め撮影

を行いこれらの撮影成果を接合することで上部工下の三

次元データが作成できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3   斜面における垂直・斜め撮影の違い 

Ｘ座標 

（ｍ） 

Ｙ座標 

（ｍ） 

Ｚ座標 

（ｍ） 

1.50-8.68 0.42-6.44 27.5-49.40 

S=0.41 ㎡ 

S=1.75 ㎡ 計： 
S=2.16 ㎡

横断面積の計測

植

50 m

はらみ出し区域 
はらみ出し区域 

A 

B

横断図 

撮影高度150m 撮影高度100m

垂直撮影 斜め撮影
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図-11  橋梁下部の状況を把握（画像及び地形） 

6.ＵＡＶの活用効果 

災害対応フェーズ毎にＵＡＶの活用効果を安全面，労

力・時間，調査精度，成果の高度化について，従来調査

手法，航空機による調査と比較すると表-8に示すとおり

である． 

表-8  被災状況調査におけるＵＡＶの活用効果 

7.ＵＡＶの運用計画案 

撮影諸元の違いによる比較・検証、解析手法の検討を

踏まえ、災害対応フェーズに対応したＵＡＶの運用計画

案を表-9～表-11 に示すとおり作成した。 

なお、使用するＵＡＶ機種については、次の事項に留

意し状況に応じた選定を行う必要がある。 

ＵＡＶの主な違いは、風等に対する対応力、撮影位置

の精度、機動性、操作性である。 

小型機は、機動性・操作性に優れており、局所的な範

囲（区間）を短時間で数多く対応する場合に適応性が高

い。一方、中型・大型機は、風への対応力が高いこと、

有視界で遠距離まで飛行できることから、広範囲（区

間）を対象とした概略調査や精度を要求する調査を行う

場合に適応性が高い。 

表-9  災害対応フェーズ１のＵＡＶ運用計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-10  災害対応フェーズ２のＵＡＶ運用計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-11  災害対応フェーズ３のＵＡＶ運用計画案 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 活用効果 

フ
ェ
ー
ズ
１

広域にわたる被災状況を迅速に把握することについ

ては、従来の航空機による調査が効果的であるが、

範囲を限定して航空機による調査を補完する調査と

しての活用は効果的である。 

フ
ェ
ー
ズ
２ 

ＵＡＶの主な活用目的は、被災直後に構造物や地形

変化を迅速に把握し、応急復旧や二次災害を防止す

る資料を取得することとなる。この場合、区間も限

定した調査となることから、従来の航空機による調

査や目視調査に比べ、労力・時間及び成果品質面で

活用効果は大きい。 

また、人が立ち入れない場所での調査が可能であ

り、安全面での活用効果は大きい。 

フ
ェ
ー
ズ
３ 

成果の計測精度は、従来の現地測量に比べて劣るも

のの、地図情報レベルとしては高い精度（1/500等）

で取得が可能であり、かつ面的なデータとなる。 

このため、現地測量を補完する設計資料の取得や工

事箇所、その周辺区域の安全監視として、活用効果

は大きい。 

また、ＵＡＶを活用することで、従来の作業労力・

時間を軽減することが可能で、労力面においても活

用効果は大きい。 

橋梁部 

接合写真 等高線/標高区分 
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8.今後の課題 

本調査では、現有する機種や解析手法をもとに、被災

状況調査におけるＵＡＶの活用（運用）手法を検討した。

その結果、多くの災害対応フェーズにおいて活用効果が

確認され、災害対応フェーズ毎に対応目的と機器の特性

を踏まえたＵＡＶの運用計画案を立案した。 

今後、この運用計画案に沿った活用を進めることで、

円滑かつ迅速な被災状況調査の実施が可能となると考え

るが、さらに活用効果や効率性を向上させるための課題

として、下記の事項があげられる。 

a)  標定点の設置手法 

ＵＡＶで撮影した写真により、写真測量技術や画像解

析技術を用いて地形図や三次元地形データを作成するた

めには、解析成果に位置情報を付与するための基準が必

要である。このためには、撮影カメラの主点位置座標を

ＧＮＮＳ衛星から計測して、その座標を利用する場合と

地上に標定点を設置してその座標を利用する場合がある。 

近畿技術事務所が保有するＵＡＶには、カメラの主点

位置を計測して記録する装置が装備されているため、成

果に座標を付与することはできるものの、高精度な測量

成果が必要となるものには利用できない。特に、

Phantom3については、ある基準地点からの相対位置関係

（比高等）を把握する場合は大きな差は生じないが、公

共座標と関連付けて利用する場合は、高さ方向の誤差が

大きい。また、カメラ主点位置を計測、記録することが

できない機種を利用した場合は、単なる写真撮影となり

測量や解析には利用することができない。 

より効率的にＵＡＶを活用するためには、初期段階で

撮影した成果の精度を高め、以降の測量成果として利用

することが望ましい。この対応としては、地上に標定点

を設置することとなるが、現状では初期の被災状況調査

において標定点を設置することは、労力・設置場所の面

で困難であり、対応策を検討していく必要がある。 

 

b)  レーザ計測の活用 

ＵＡＶは、地物表面を撮影した写真を利用するため、

植生の下面の計測は不可能である。本調査においても、

植生のある箇所での地盤面のデータは取得できていない。 

被災状況調査を行う場合、特にフェーズ２以降の調査

においては、現地調査の安全性を確認することで活用す

る場面が多く発生すると想定されるが、山地災害や道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜面、法面の崩壊境界部には植生がある場合が多く、Ｕ

ＡＶの成果では危険性を判断するには不十分となる。 

こうした場所では、レーザ計測を併用して調査を行うこ

とが有効である。近年、ＵＡＶにレーザを搭載した機種

もあり、今後は汎用的に利用されていくものと推測され、

被災状況調査での活用方法を検討することも望まれる。 

 

c)  運用計画の見直し 

本運用計画は、平常時での現地検証により検討したも

のであり、実際の災害時には予期できない事態が発生す

ることも考えられる。また、近年のＵＡＶに関する技術

進歩は加速しており、新たな機能や、高性能な機材が実

用化されることも考えられる。従って、本調査において

立案した運用計画は、今後の技術動向に留意しつつ防災

訓練等の中で試行し、適宜、見直しを行って、より充実

した計画とすることが必要である。 

 

d)  調査の安全 

ＵＡＶは、比較的容易かつ安価に空中写真撮影などを

行うことができ、三次元地形モデルの作成等を効率的に

整備することができることから、多くの調査・測量の場

面で活用されることとなる。しかし、現時点でＵＡＶを

使用する場合の安全対策は、絶対的な安全確保は難しい

事から、ＵＡＶを活用した調査・測量では、公衆の安全

を優先させて作業を実施する必要がある。特に、被災状

況調査においては、調査・測量時における二次災害の防

止のためにも安全管理計画を十分に検討する必要がある。 
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実効雨量による事前通行規制の 

適用性検討について 
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 阪神高速道路では，豪雨等による土砂災害に対して利用者の安全性を確保するため，雨量規

制基準を設定の上，事前通行規制をおこなっている．近年，全国各地で局地的豪雨等に伴う土

砂災害が発生しており，通行規制をより適切に発動するための合理的な雨量指標が求められて

いる． 

 本論では，阪神高速道路における降雨時の事前通行規制基準として，実効雨量を用いた土砂

災害危険度判定手法を活用することの可否について評価を行い，その適用性を検証した． 

 

キーワード 実効雨量，土砂災害危険度判定，通行規制基準  

 

 

1.  はじめに 

 近年，全国各地で局地的豪雨等に伴う土砂災害が発生

しており，高速道路利用者の安全性を確保しつつも，不

要なサービス停止を招かぬよう，通行規制をより適切に

発動するための合理的な雨量指標が求められている． 

 一般に，土砂災害（斜面崩壊等）発生危険度の判定に

おいて，長期的雨量指標として「連続雨量」が，短期的

雨量指標としては「時間雨量」が効果的な指標として用

いられている．阪神高速道路の通行規制基準でも，同様

の指標を採用しており，過去の実績に基づき設定した基

準を超えた場合に事前通行規制を行っている．  

 平成26年台風11号に伴う大雨により，北神戸線の一部

において，のり面崩落が発生した．のり面崩落発生時に

は，事前通行規制の基準に基づき通行止め規制が発動さ

れていたが，通行止め措置がすべて完了していたわけで

はなく，通行車に被害を及ぼしかねない状況であった．

これを踏まえた通行規制基準の見直し検討では，「実効

雨量」の適用性についても検証された1)． 

 本論では，実効雨量を用いた土砂災害危険度判定手法

を，事前通行規制基準として適用することについてさら

なる検証を行ったので報告する． 

 

2.  土砂災害危険度判定手法について 

 

(1)   実効雨量 

 実効雨量は，降雨量のうち土中に残留する水分量を単

一のパラメータ（半減期）を用いて表現した指標であり，

長期的な影響と短期的な影響を半減期により調整できる．

実効雨量の概念図を図-1に示す．実効雨量は，ある時刻

に降った雨量の影響が半減期の時間だけ経過すると半分

になり，時間と共に降雨の影響が減少していくことを表

現している．半減期を長くしていくと，降雨による土中

水分量への影響はより長時間持続することになる． 

 

100%

時間

50%

時間経過により減少

半減期

降雨による
土中の水分量
への影響

 
図-1 実効雨量の概念図 

 

時刻 t における半減期 ][hM の実効雨量 ])[( mmtR は

次式で定義される． 

)1()()(  tRtrtR   (1) 

ここで， )(tr は時刻 t における単位時間雨量であり，

)1( tR は1時間前の実効雨量である．減少係数 は，

半減期M を用いて次式で求められる． 

M/)5.0ln(   (2) 

別紙―２ 
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(2)   土砂災害危険度判定手法の概要 

 降雨に伴う土砂災害（斜面崩壊等）は，地下水位が臨

界レベル（既往最大値）を超えることによって引き起こ

される場合が多い．地下水位の変動は，2種類の半減期

の実効雨量を組み合わせることで表現可能であるとされ

ており2)，半減期を適切に設定しておけば「実効雨量既

往最大値超過」から「地下水位既往最大値超過」を判定

できる．しかし，地下水位変動を適切に表現できる半減

期の組み合わせは，その土地（斜面）によって異なって

おり，地下水位未計測地点について適切な半減期の組み

合わせを設定する事は困難である． 

 そこで本論では，様々な半減期の実効雨量の組み合わ

せを用いて，既往最大値超過（「これまでに経験したこ

とのない状態」）となっているか判定し，土砂災害発生

危険度を評価する手法を用いた．近年の土砂災害を対象

とした既往研究では，この手法の有効性が示されている
3), 4)．具体的には，スネーク曲線図を用いて，縦軸およ

び横軸の実効雨量の半減期を様々に変化させて，いずれ

かの組み合わせで既往最大値（CL:クリティカルライ

ン）を超過している場合に，土砂災害発生の危険性が高

いと判定する（図-2）．  

 

実効雨量（半減期：B時間）

実
効
雨
量
（
半
減
期
：

時
間
）

A

既往最大値
によるCL

実効雨量（半減期：D時間）

実
効
雨
量
（
半
減
期
：

時
間
）

C

・・・

 
図-2 土砂災害発生危険度の判定イメージ 

 

 

(3)  土砂災害危険度の判定と評価手法 

 実効雨量の算定には，国土交通省解析雨量（表-1）を

用いた．解析雨量は，全国に設置しているレーダーと地

上雨量計を組み合わせて作成されるメッシュ雨量データ

である．阪神高速の北神戸線等では，7カ所の地上雨量

計で観測した降雨データを用いて通行規制を判断してい

るが，解析雨量データを用いることで面的な危険度判定

が可能となる． 

 

表-1  解析雨量データの概要 

データ期間 1988年4月以降 

空間分解能 1km（世界測地系） 

※データ期間によって格子サイズ・測

地系が異なるが，格子変換・空間内挿

により1km・世界測地系に統一 

時間分解能 1時間（毎正時） 

 

 本検討では，実効雨量の半減期を0.1～4000時間の範囲

で，25種類設定し，合計325通りの組み合わせを用いた．

半減期の設定範囲（0.1～4000時間）は，実効雨量が，降

雨の短期的な影響と長期的な影響を十分に表現できるよ

うに設定している． 

 危険度判定に用いるCLは，メッシュ毎・半減期組み

合わせ毎に，各路線供用開始～災害発生日の前月末まで

の既往最大値を用いて設定した．降雨事例毎に既往デー

タが蓄積されることで，CLは更新されていく（図-3）． 

 

更
新

 
図-3 既往最大値によるCLの設定と更新 

 

 

 上記で算出した実効雨量とCLを用いて，メッシュ毎

に土砂災害危険度判定を行う．この時，「１時間であと

何ミリ降れば既往最大値超過となるか」を325通りの組

み合わせで算出し，その中の最小値をそのメッシュ（地

点）の危険度とする．これにより，既往最大超過してい

ない場合でも土砂災害発生の危険度を評価することがで

きる（図-4）． 

 

11mm

20mm

79mm

①メッシュ毎、半減期組み合わせ毎（325ケース）に「1時間であと何ミリ降れば既往最大値
(CL)超過となるか」を算出。325ケースの最小値をそのメッシュ（地点）の危険度とする。
②上記の判定結果を用いて時系列や分布図を作成し、土砂災害発生危険度を評価。

・・・

・・・

CL超過までの
時間雨量 危険度分布図

時間雨量

CL超過までの
時間雨量

= 28mm

1時間であと
79mm降れば、
CL超過

325ケースの中での最小値を算出

CL超過までの時間雨量

危険度時系列図

 
図-4 危険度判定の評価方法 
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3.  土砂災害危険度判定手法の適用性評価 

 

(1)  対象事例 

 2004年以降に発生した土砂災害を対象とし（表-2），

土砂災害危険度判定手法の検証を行った．対象事例のほ

とんどは，台風に伴う降雨によって土砂災害が引き起こ

されていた．また，土砂災害の発生は，「箕谷」地点よ

り北西部の山沿いに多く見られた（図-5, 図-6）． 

 

表-2  検証対象とした土砂災害事例 

No. 災害発生日（降雨要因） 発生路線 

1 

2004年9月29日（台風21号） 

7号北神戸線 
2 

3 31号神戸山手線 

4 
7号北神戸線 

5 

6 

2004年10月20日（台風23号） 

7号北神戸線 7 

8 

9 湾岸垂水線 

10 
7号北神戸線 

11 

12 2006年7月20日（停滞前線） 7号北神戸線 

13 

2014年8月10日（台風11号） 
7号北神戸線 

14 

15 

16 

17 

18 湾岸垂水線 

 

4

12

1

2

3

５

６

7

8

１3

１4

9

10

１8

１5

１6

１7

11

2004年9月29日発生

2004年10月20日発生

2006年7月20日発生

2014年8月10日発生

前開

高取山

藍那

唐櫃東
五社

金仙寺

金仙寺

箕谷

 
図-5 地上雨量計及び土砂災害発生地点の位置 

[m]

前開

高取山

藍那

箕谷

唐櫃東

五社

金仙寺

 
図-6 標高地形図（国土地理院） 

(2)  土砂災害危険度判定手法による災害事例検証 

a) 災害捕捉事例 
 2004年9月29日事例および2014年8月10日事例における

土砂災害危険度判定結果の一例を示す．算出した危険度

（既往最大値超過までの時間雨量）の時系列（図-7，図

-8）をみると，実効雨量が既往最大値を超過した時刻は

災害発生時刻とほぼ一致しており，災害発生を的確に捉

えられていることが分かる． 

 

 

 
図-7 危険度時系列図（2004年10月20日事例（No.9地点）） 

 

 

 
図-8 危険度時系列図（2014年8月10日事例（No.15地点）） 

 

 

 メッシュ毎に算出した危険度（既往最大値超過までの

時間雨量）を用いれば，土砂災害発生危険度を面的に把

握する事も可能である．災害発生時の危険度分布図の一

例を示す（図-9，図-10）．災害発生時刻において，い

ずれの災害発生地点でも実効雨量が既往最大値を超過し

ており，災害発生を捕捉できていたことが改めて確認で

きる． 

 この危険度判定手法では，既往最大値を超過していて

災害が発生しない場合でも，その既往データを用いて

CLを更新することで，空振り判定が減少し，判定精度

が向上していく点も大きな特徴である． 

 

既往最大値超過 
≒災害発生時刻 

災害発生 

災害発生 

既往最大値超過 
≒災害発生時刻 
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No.7,8

No.11

No.10

No.9

No.6

既往最大値超過までの時間雨量  
図-9 災害発生時刻の危険度分布図（2004年10月20日事例） 

図中の△は災害発生地点を示す． 
 

No.13,14

No.16
No.17

No.18

No.15

既往最大値超過までの時間雨量  
図-10 災害発生時刻の危険度分布図（2014年8月10日事例） 

図中の△は災害発生地点を示す． 
 

 

b) 災害見逃し事例 
 本手法では危険性が高いと判定されず，見逃しとなっ

た事例もあった．2006年7月20日事例では，数日間断続

的に続いた降雨により，斜面で表層崩壊が発生した． 

 危険度判定結果の一例を示す（図-11，図-12）．19日

～20日の災害発生時（詳細な発生時刻不明）には，既往

最大値の超過はみられなかった．分布図より，周囲にお

いても既往最大値を超過した地点はみられなかった． 

 この事例において表層崩壊が発生した斜面は，路線開

通工事に伴う改変を受けており，斜面劣化より崩壊に至

ったとされている．このような人為的な改変を受けた地

点に本手法を適用する際は，斜面の劣化状況なども考慮

する必要があることが示唆された． 

 
図-11 危険度時系列図（2006年7月20日事例（No.12地点）） 

 

No.12

既往最大値超過までの時間雨量  
図-12 災害発生時刻の危険度分布図（2006年7月20日事例） 

図中の△は災害発生地点を示す． 

 

 (3)  通行規制基準への適用性評価 

 阪神高速道路 北神戸線・神戸山手線における現行の

通行規制基準は，「時間雨量」と「連続雨量」の組み合

わせによって設定されている．7カ所の地上雨量計の観

測値に基づいて下記の①または②の基準を超過した場合

に通行規制が発動される． 

①時間雨量45mm以上かつ連続雨量160mm以上 

②連続雨量210mm以上 

連続雨量は6時間以上の降雨中断（2mm/h以下の降雨含

む）によって0値にリセットする． 

 この現行基準による実際の通行規制発動状況と検討手

法を用いた場合の通行規制発動状況を検証し，比較を行

った（表-3）．ここでは，土砂災害発生事例だけでなく，

通行規制を発動したものの，実際には災害が発生しなか

った空規制事例についても検証を行った．事例毎にみる

と，検討手法を用いた場合は，現行基準に比べて見逃し，

空振りが減少していることが分かる．次に，災害箇所・

規制区間単位での評価（表-4，表-5，表-6）でも同様に

検討手法の方が土砂災害の捕捉精度が高いことが分かる． 
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表-3  現行基準と土砂災害危険度判定手法（検討手法）におけ
る通行規制の検証．（○：災害捕捉規制，●：空規制，

×：災害見逃し，△：一部捕捉・見逃し，－：判定無） 
  現行

基準 

検討

手法 

土砂災害 
発生事例 

 

2004年09月29日（台風21号） × △ 

2004年10月20日（台風23号） ○ ○ 

2006年07月20日（停滞前線） × × 

2014年08月10日（台風11号） ○ ○ 

通行規制 
発動事例 
（※災害

非発生） 

2011年05月30日（台風02号） ● － 

2011年09月03日（台風12号） ● ● 

2013年09月16日（台風18号） ● ● 

2015年07月17日（台風11号） ● ● 

 

 

表-4 過去の土砂災害発生事例に対する検証（災害箇所単位） 

 災害捕捉 見逃し 計 

現行基準 5 13 18 

検討手法 13 5 18 

 

表-5 過去の土砂災害発生事例に対する検証（規制区間単位） 

 災害捕捉 見逃し 計 

現行基準 1 6 7 

検討手法 5 2 7 

 

表-6 過去の通行規制発動事例に対する検証（規制区間単位） 

 空規制 

現行基準 5 

検討手法 6 

 

4.  まとめと今後の課題 

 

(1)  実効雨量の適用性 

 本論では，様々な半減期の実効雨量を組み合わせを用

いた土砂災害危険度判定手法の適用性の検討を行った．

本手法を用いた検証では，災害発生時刻を的確に捉えら

れており，現行基準に比べて土砂災害発生の捕捉精度が

高いことが確認できた． 

 現在，阪神高速の北神戸線等では，7カ所の地上雨量

計で観測した限定的な降雨データを用いて通行規制を判

断している．本手法のようにメッシュ雨量データを用い

ることで土砂災害発生危険度を面的に把握できる点は，

適切な通行規制を行う上で非常に有用であると考えられ

る．また，通行規制基準への適用だけではなく，構造物

管理（巡視実施の判断等）の一指標としての活用等も期

待される． 

 

(2)  実運用化に向けた課題 

 本検討手法を通行規制基準の指標として用いる場合，

次の課題が挙げられる． 

 実運用上は規制準備の為のリードタイム確保が必須で

あるため，予測雨量を用いた危険度予測手法を検討する

必要がある．また，実効雨量を用いた本検討手法では，

降雨終了後も，危険判定が長時間続く場合がある．その

ため，この手法における規制解除のタイミング（条件）

を別途検討する必要がある． 
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河川浚渫現場におけるMG 

（マシンガイダンス）で効力・省力化を目指す 

 

梶本 秀樹1 

 
1近畿地方整備局 河川部 河川管理課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 本報告は、河川浚渫工事への｢ICTの全面的な活用｣の導入に向けた検討結果である。猪名川

が流れる兵庫県尼崎市戸ノ内地区において、3次元データを活用するバックホウ浚渫3Dガイダ

ンスシステム（以下、｢3Dガイダンス｣という）を用いた河川浚渫工事を実施し、生産性の向上

に関する効果の把握を目的に、施工状況の現地調査及び受注者へのヒアリング調査を行った。

その結果、河川浚渫現場への3Dガイダンスの適用によって、生産性、安全性、施工性などの面

で非常に有効であることが確認できた。 

 

 

キーワード i-Construction,ICTの全面的な活用，河川浚渫工事  

 

 

1.  背景 

国土交通省は、建設現場における一人一人の生産性を

向上させ、企業の経営環境を改善し、建設現場に携わる

人の賃金水準の向上を図るとともに安全性の確保を推進

するとして、「i-Construction」を取り組んでいる。その

トップランナー施策に「ICTの全面的な活用」「全体最

適の導入」「施工時期の標準化」を３本柱として、さら

に近畿地方整備局では、Plus１として「受発注者間のコ

ミュニケーションによる施工の円滑化」を位置づけ、プ

ロセス全体の最適化を目指して展開しているところであ

る。 

「ICTの全面的な活用」については、建設生産プロセ

スの調査・測量、設計、施工、検査の全ての段階におい

てICT技術を活用することにより生産性及び安全性の向

上を目指したICT土工の推進が、2016年度から図られた。

また、それに合わせて紙図面を前提とした基準類を変更

し、3次元データに対応した新基準類が整備された。さ

らに、2017年度からは、舗装工、港湾工事における浚渫

工においても、ICT技術活用のための基準類が整備され、

工種が拡大された。このように「ICTの全面的な活用」

の対象工種の拡大が進められている中、河川浚渫工の3

次元データによる基準類については現在、未整備となっ

ている。河川土工マニュアルによると、河川浚渫工は、

グラブ浚渫船、ポンプ船、バックホウ浚渫船の3つに分

けられており、その中でも、バックホウ浚渫船は、近年、

河川における浚渫での施工事例が多くなってきている。 

従来のバックホウ浚渫船による河川浚渫工事は、河床

の現況を把握するために事前に深浅測量を行い、測量結

果を基に施工計画を作成する。その後、浚渫船運転工、

土運船運搬、揚土工を繰り返し、その後、出来形測量と

して再度、深浅測量を行う。しかし、掘削面が水面下に

あるため、完成度がオペレータの熟練度に影響されるこ

と、浚渫船の移動毎に掘り残し確認を目的としたスタッ

フ等を用いた簡易な測量を行う必要があることなどの

様々な課題がある。そのため、課題の解決策として河川

浚渫工事へ「ICTの全面的な活用」の導入が考えられる。

河川浚渫工事において「ICTの全面的な活用」を導入し

た場合、三次元測量による水中施工箇所の可視化によっ

て、施工の効率化、施工数量を自動算出など、生産性の

向上が期待される。そのため、河川浚渫工事の｢ICTの全

面的な活用｣に向け、実際の浚渫工事現場において、3Ｄ

ガイダンスを用いて工事を実施し、生産性の向上に関す

る効果の検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

別紙―２ 

図-1 浚渫工事の様子 
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2．工事概要 

(1)工事の概要と目的 

工事概要を表-1に示す。本工事は、淀川水系河川整備

計画に基づき、戦後最大洪水（昭和35年台風）を安全に

流すことを目的に、兵庫県尼崎市戸ノ内地区において浚

渫工事を行った。 

工法としては、バックホウ浚渫＋土運船運搬による工

法を採用し、3Dガイダンスを用いて施工を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 3Dガイダンスの概要 

本工事には、GCS900 バックホウ浚渫3Dガイダンスシ

ステム（NETIS登録No.QSK-090005-V）を用いた。3Dガ

イダンスとは、バックホウ浚渫船において、図-3のよう

に、バックホウにチルトセンサー、ピッチセンサー、

GNSS受信機等を取り付けることによって、バックホウ

の位置と向き、バケットの姿勢と爪先の位置及び高さの

3次元情報が車載ＰＣのログファイルに記録される。さ

らに河床掘削の図面データを入力する事により、バック

ホウのキャビン内に設置したモニターにバックホウのリ

アルタイムの3次元情報が表示（図-4,5）され、オペレー

ターは、この3次元情報を基に操作を行う事で、熟練度

に関係なく、設計値と誤差の少ない施工が期待される技

術である。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3． 検証方法および検証結果 

(1)検証方法 

 3Dガイダンスの効果を把握することを目的として、

以下の調査を実施した。 

①施工状況の現地調査 

②受注者（香山組株式会社）へのヒアリング調査 

 ヒアリングは、工事完了後に実施した。 

 検証方法については、従来の施工方法に対して、生産

性、安全性、施工性などの観点で整理を行った。 

 

(2)検証結果 

a)施工状況の現地調査 

従来施工では、水中のバケットの位置をアームなどの

沈みおよび傾きやマーキング（図-6）などによって推測

していたため、オペレータの熟練度に左右されていた。

今回、3Dガイダンスにより、バケットの位置がモニタ

ーに表示されるため、オペレータはモニターを見ながら、

操作を行うことができ、熟練度に関係なく、施工が容易

となっていることから、施工性の向上が確認できた。 

 

図-3 3Ｄガイダンスシステム構成図 

 

図-6 バックホウのアームに示されたマーキング 

 

工事名 戸ノ内地区掘削工事

工期 2016年8月1日～2017年3月20日

受注者 香山組(株)

工事数量 掘削 土砂量9900m 3

工事場所
兵庫県尼崎市戸ノ内地区

（猪名川0.6k～1.0k）

表-1 工事概要 

図-4 バックホウの位置を示したモニター 

 

図-2 施工箇所 

図-5 バケットの位置を示したモニター 

 

 

 

マーキング 
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b)ヒアリング調査結果 

・生産性向上  

従来施工では、掘り残し及び推測による掘削になるた

め、設計河床高-30cmから-50cmとしていたのに対して、

今回の施工では、モニターを通じてバケットの刃先で掘

り残し確認が行えるため、計画河床高-20cmとすること

が出来た。これにより、余分に掘削する土砂量が減少し、

土運船が陸揚げ場と掘削場所との往復回数が減った。そ

の結果、生産性の向上したと考えられ、日あたり施工量

がおおむね2％－15％ほど向上した。 

・施工性向上、安全性向上 

モニターに正確な位置が表示されたバケットを河床に

着けることによる掘り残し確認を行うことで、図-7のよ

うに重機周辺でのスタッフ等を用いた簡易な測量による

浚渫船周辺の掘り残し確認が不要になり、省力化が見ら

れた。加えて、人がいなくなるため、重機等との接触を

未然に防ぐことが出来るため、安全性も向上した。 

モニターには、バックホウの位置以外にも、掘削範囲

の掘削状況が表示されるため、浚渫船の移動を行う際に

は、モニターに表示された位置情報を参考にすることで、

船の位置決めが容易になり、施工性の向上が見られた。

加えて、従来では、船の置き直しが頻発していたが、今

回の施工では、起こらなかったことから、浚渫船の燃料

費を削減できたため、環境性、経済性も向上した。 

 

 

 

 

・施工管理の合理化 

GPS機能及び3Dガイダンスの施工履歴データについて

は、クラウドサービスの活用により、施工管理者は、工

事の進捗状況をＰＣ等により随時、正確に確認できた

（図-8）。さらに、進捗状況に関する資料作成に際して

も、従来では、図面に掘削済み箇所を着色した資料の作

成を行っていたが、施工履歴データの提示のみとなるこ

とで、作成の手間がなくなり、生産性の向上が見られた。 

 

 

 

(3)検証結果のまとめ 

 河川浚渫現場への3Dガイダンスの適用については、

生産性、安全性、施工性などの面で非常に有効であるこ

とが確認できた。特に、水中部である不可視部分を3D

ガイダンスのモニターを通じて、水中部を｢見える化｣す

ることで、余掘り量の低減、掘り残しの防止、計測作業

員と機械作業との接触事故の防止などが確認でき、河川

浚渫現場の生産性等が向上していることが確認できた。 

4. 今後の課題と効果 

(1)課題 

 今回の検討結果から抽出された課題について整理する。 

a)基準類の整備 

今回の検討では、出来形管理基準などの基準類が未整

備なため、従来の深浅測量による出来形管理も併せて行

った。そのため、｢ICTの全面的な活用｣にまでは至って

おらず、生産性等の向上の余地は残されていることが課

題である。 

b)キャリブレーションのルール整備 

施工中に取得する3次元の位置情報のキャリブレーシ

ョンは、毎日、始業時に行うのが理想的である。しかし、

今回の施工現場は汽水域であり、川の水深も浅いため、

GNSS基準点を設置した髙水敷きには、満潮時以外では

近づくことが出来なかった。そのため、キャリブレーシ

ョンは施工期間中に2回しか行うことが出来なかった。

今回の施工では、位置情報に狂いが生じた等の報告はな

かったが、今後、キャリブレーションを毎日行わなかっ

たことによって、施工中の位置情報に狂いが起きること

も考えられる。そのため、「ICTの全面的な活用」を導

入する場合には、施工中に取得する位置情報やキャリブ

レーションの基となるGPS基準局の設置箇所や設置数と

いた基準やキャリブレーションを行うためのルール整備

が必要と思われる。 

c) 位置情報が活用できない場合の対応策 

桁下掘削箇所では、構造物の陰となり、バックホウお

よびバケットの3次元の現在位置が確認できなかった。

そのため、3Dガイダンスの特性を活かせず、従来施工

の工法を採用することとなった。河川浚渫工事の現場で

図-7 重機周辺での掘り残し確認 

 

図-8 クラウドサービスに表示された進捗状況 
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は、掘削箇所に桁下箇所が含まれるケースがあり、今後

の基準整備に際しては、ICTと従来施工が混在した現場

の取扱についても整理されることが望まれる。 

 

(2)ICTの全面的な活用による期待される効果 

ICTの全面的な活用により期待される効果を、｢従来工

法の課題｣と｢ICTの全面的な活用による改善点｣に分けて

考察した。 

○従来工法の課題 

・紐を付けたロープを降ろし、１箇所ずつ水深を計測

するため、多大な作業時間や労力が必要。 

・検測と仕上げ作業の繰り返しが必要となり、手間が

かかる。 

・水流により、下ろしたロープが流れ、水深の計測結

果に影響が出る可能性がある。 

 ・計測毎に断面からの距離を測り、計測箇所の位置を

出すため、多大な作業時間や労力が必要。 

 

 

 

○ICTの全面的な活用による改善点 

 ・3Ｄガイダンスにより、施工しながら施工箇所の座

標を取得するため、施工後の計測作業が不要にな

る。 

・計測作業不要 

 ・仕上がりをリアルタイムに確認できるため、施工の

手戻りが発生しない。 

 

 

5. 今後の展望 

今後、河川浚渫工事への｢ICTの全面的な活用｣の導入

に向け、出来形管理などの基準類についても検討する必

要がある。 

ICT建設機械には、施工履歴データが保存されている

ことから、施工履歴データを活用した出来形管理が期待

できる。施工履歴データを活用した場合、出来形部分に

対応した点群データを抽出して面データ化し、起工面と

比較を行えば、現地を計測することなく容易に出来高数

量を求めることができる。加えて、従来の浚渫工事の出

来形管理に必要な計測作業が不要となり、計測人員の削

減、作業時間の短縮が期待される。しかし、現在の施工

履歴データは、3次元の位置情報を常時記録しているた

め、任意の位置情報を抽出する際には、フィルタリング

作業に多大な労力が費やされる。そのため、今後施工履

歴データは、適宜、位置情報の記録を行えるようにする

必要があると考えられる。 

3Ｄガイダンスは、河川浚渫において、生産性、安全

性、施工性などの面で非常に有効であることが確認でき

た。また、受注者は掘削がしやすく今後も是非活用した

いと受注者からの感想があった。このことから、現在、

河川浚渫工事へのICTの全面的な活用の導入は、課題が

あるものの、有意である。これからも、ICTの全面的な

推進により、建設産業の生産性を高め、従来のイメージ

｢きつい、きたない、危険｣の３Kから、｢給与、休暇、

希望｣の新３Kの実現に向け、一人の技術者として今後

も貢献して参りたい。 

 

 

謝辞：本稿作成にあたっては、現地調査及びヒアリング

調査を行わさせていただいた香山組(株)、猪名川河川事

務所及び近畿地方整備局の皆様より様々な助言等を頂き

ました。関係各位に深く感謝申し上げます。 

 

図-10 従来計測とICTを活用した計測の比較 

図-9 従来計測の様子 

新技術・新工法部門：No.18

4



 

すさみ串本道路における事業推進PPPの 
適用と考察 

 
 

大森 功一 
 

近畿地方整備局 道路部 道路工事課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 紀南河川国道事務所では，一般国道42号すさみ串本道路19.2kmの早期供用を目指し，計画的

かつ効率的な事業展開を図るため，近畿地方整備局管内の道路事業においては初めて官民がパ

ートナーを組み，官民双方の技術・経験を生かしながら調査・設計段階での効率的な事業を行

う，事業推進PPP（Public Private Partnership）を導入した． 
 本論文では，事業推進PPPのスキームを示しながら，本事務所での取り組み内容を事例的に

紹介し，すさみ串本道路における事業推進PPPの適用について論述する． 
 また，今回のすさみ串本道路への適用に対する課題や問題点等について考察を行った． 
 

キーワード 事業推進PPP，事業監理，関係機関調整  
 
 

1．  はじめに 

 
 紀南河川国道事務所が事業を進める，一般国道 42 号

すさみ串本道路は，近い将来発生すると予想される南海

トラフ大地震による津波の影響回避効果など，地元住民

からの期待も高く，1日も早い供用が望まれている． 

 しかし，工事着手までの間には，膨大な業務の実施が

必要となり，これらをいかに計画的かつ効率的に実施し

ていくかが早期供用の課題となっていた． 

 そのため，東北地方整備局の震災復興事業や，その他

の道路事業において導入が報告されている事業推進PPP

（Public Private Partnership）を適用し，課題の解決

を図ることとした． 

 この取り組みは，近畿地方整備局管内の道路事業にお

いて初めての取り組みであるが，適用から半年を経過し，

一定の事業推進が図られたことから，その取り組みを紹

介する． 

 
図-1 工事着手までの間の膨大な業務 

2．  すさみ串本道路の概要 

 
すさみ串本道路は，既に供用している近畿自動車道紀

勢線に接続し，国道 42 号の和歌山県西牟婁郡すさみ町

から同県東牟婁郡串本町間における，異常気象時通行規

制の解消，防災・災害時の代替路確保等を主な目的とし

た延長 19.2km，完成 2 車線の自動車専用道路であり，

2014年（平成26年）4月に事業化された． 

近い将来発生すると予想されている南海トラフ大地

震では，当該地域に 3 分で津波が襲来，国道 42 号の約

6 割の区間が浸水し，通行不能になると予測されてお

り，救命・救助及び復旧支援活動を支える「命の道」

確保が望まれているところである． 

 
図-2 すさみ串本道路の位置 

別紙―２ 
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一方，本線工事を進めていく上では，国道 42 号から

山手側へアクセスしていく必要があるが，国道 42 号と

並行しＪＲ紀勢線があることから障害となり，複数の

工事用道路を新設しなければ工事着手できない課題が

ある． 

 
 

3．  事業推進PPPの適用 

 

(1)  事業推進PPPの概要 

PPP とは官と民がパートナーを組んで事業を行うこと

であり，事業推進PPPは，官民双方の技術・経験を生か

しながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の

推進を図ろうとするものである． 

具体的には，官側の職員と従来職員が行ってきた事業

進捗管理や地元への説明，関係機関との協議・調整等の

業務を新たに実施可能とした民間技術者（チーム）とが

一体となって事業を進めていくものである．（図-3） 

紀南河川国道事務所では，今回の民間技術者チームの

導入にあたっては，業務内容を鑑み，プロポーザル方式

で「すさみ串本道路事業監理業務（以下，PPP 業務）」

を発注し，チームを構成した． 
PPP 業務受注者は，管理技術者（非常駐）と主任技術

者3名（事業監理担当1名，調査設計担当2名）から構

成され，事務所別館に常駐し，職員と常に連携できる場

を構築した．(図-4)  
 
(2)  PPP業務の内容 

PPP 業務は，従来実施してきている事業監理補助業務

等の発注者支援業務と異なり，従来職員が行っていた

業務領域の一部を実施可能としたものである． 

実施可能とした領域は，以下のとおり. 

 

1) 事業監理（事業進捗管理，事業工程管理） 

2) 地元住民への事前説明，関係機関との協議・調整 

3) 測量・調査・設計業務等に対する指導調整 

 

予算管理や契約，最終判断，業務受注者への指示等に

ついては，法制度等によりこれまで通り発注者の領域で

ある． 

本業務の実施体系は，図-5のようになっている．  

 

 

4．  PPP業務を有効に機能させるための手法 

  

 図-4のように，職員と民間技術者チームとが一体とな

って事業を進めるためには，PPP業務を有効に機能させ

ることが重要となる． 

以下に，本事業においてPPP業務を有効に機能させる

ために実施した内容を事例的に紹介する． 

 
図-3 新たに民間においても実施可能とする領域 

 

 

図-4 事業推進PPPの実施体制 

図-5 PPP業務の業務体系 

    

写真-1 関係機関協議の実施状況 
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(1)  円滑な意思疎通のための3階層の会議形式 

職員と PPP業務受注者が，密接な意思疎通を図るため

には，事業の進捗状況・課題の共有及び解決方針の議論

が必要であるとともに，PPP 業務として仕様書で定めた

管理技術者打ち合わせが必要である． 

当該事業推進 PPP においては，3 つの会議（事業進捗

会議（PM 会議），ミニ PM 会議，PM 報告会議）を設定

し，その両方を満たす形で進めることとした． 

以下に，各会議の主な目的とメンバーを示す． 

a) PM会議 

基本となる会議形式で有り，事業進捗状況を確認・共

有し，当面の課題を整理，対応策をまとめ，事業の進め

方について議論することを目的とする． 

メンバーは，道路担当副所長，用地対策官，事業担当

課長及び所属職員，用地担当課長及び所属職員，PPP 業

務受注者で構成し，原則隔週で開催する． 

b) ミニPM会議 

PM 会議を踏まえた事業進捗状況を確認するととも

に，事業を円滑に進めるために発注者の意思を確認し，

測量・調査・設計業務受注者や関係機関への指示伝達事

項をとりまとめ，業務遂行方針を決定することを目的と

する．また，協議結果や予定の報告も併せて行う． 

メンバーは，道路担当副所長を除く，PM 会議メンバ

ーで構成し，PM 会議・PM 報告会議が開催される以外の

週に開催する． 

c) PM報告会議 

事業全体に関係する計画や方針，工程に大きな影響及

ぼす課題と解決方法，協議方針の決定を目的とする． 

メンバーは，事務所長以下 PM 会議メンバーで構成

し，PM会議後状況に応じ，概ね月1回で開催する． 

以上の会議を模式化すると，図-6 に示すようなイメ

ージとなり，PM 会議を主体としながらミニ PM 会議を有

効に活用し，意思疎通や業務実施上の遅れが生じないよ

うにしている． 

また，概ね月 1 回を目安に，事務所長まで参加した

PM 報告会議を実施することで，事務所としての意思統

一を図っている． 

PPP 業務においては地元・関係機関との協議も実施内

容に入っているが，このように毎週階層別会議を行うこ

とで，事務所職員と一体となって協議を進めて来た． 

なお，対外的な協議結果については，基本的に協議実

施日の翌日までに議事録で報告してもらうこととした．

これにより，地元・関係機関との協議状況について，最

新の状況が常に把握できるようになっている． 

 

(2)  役割分担の明確化 
 測量・調査・設計業務の進捗に必要な業務を例に，職

員とPPP業務受注者の業務分担を示すと，図-7のように

なる． 

地元・関係機関協議等を踏まえた測量・調査・設計業

務への指導・助言，業務間調整は，ミニPM会議・PM会議

等において確認・協議して決定した方針に基づき，PPP

業務受注者が行う．但し，契約事項の変更等が生じる事

項については，PPP受注者ではなく職員から測量・調

査・設計業務に対して指示を行う． 

 なお，このような業務履行を実施出来るように，測

量・調査・設計業務の受注業者に対しては，通常発注者

が行う指示・承諾などの伝達や指導・助言をPPP業務受

注者が行うことを特記事項として明示することで，業務 

 

図-6 会議のイメージ 

 

 

写真-2 ミニＰＭ会議の実施状況 

 

 
図-7 業務分担 
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上の指示協議系統を確保するよう設定した． 

 また，関係機関への協議や個別の事業説明についても

仕様書に基づき，基本的にはPPP受注者が説明，協議を

行った． 

一方，幅杭設置説明会等の全体的な事業説明について

は，事前の段取りまでを，PPP業務受注者が行い，同説

明会における説明や質疑応答は，職員が行うこととした． 

このように，事務所職員とPPP業務受注者において，

業務分担を明確化することで，円滑にPPP業務が実施で

きるようにした． 
 

(3)  年度目標と実施事項の設定 

PPP 業務の業務内容については，3．(2)に記載のとお

りであり，実施内容を定めたもので，具体的な成果とし

ての仕様書とはなっていない． 

しかし，具体的な目標の設定がなければ，事業監理

や業務実施にあたって PPP受注者及び事務所職員におい

て混乱を招くため，PPP 受注者に対しては，業務当初

に，事務所側から目標を提示することで，業務実施に

当たっての指針としてもらう形をとった． 

一例で示すと，2016 年（平成 28 年）度においては，

関係機関協議の一部完了，幅杭説明会を開催し幅杭設置

といったような目標を設定した．なお，PPP 業務を契約

した時の事業段階は，道路予備設計（B）を本格的に始

める前の段階であった． 

 

 

5．  PPP業務の実施内容 

 

(1)  事業監理 

事業監理におけるPPP業務の主な実施内容は，図-8の

とおりである． 

事業工程は，現在の状況を勘案してこれから行って

いくことを整理し，予備設計（B）及び本線工事に向け

て効率的な事業工程案を検討した．さらに，これに対

して，必要な工事用道路の配置等も含め，検討を行っ

た．これらについては，調査設計等の進捗状況とし

て，報告してもらい，事業管理を発注者だけでなく，

受注者においても自主的に行うよう取り組んだ． 

また，地権者不明箇所の存在の可能性が見られたこ

とから，それらの課題も視野に入れた事業計画を検討

した． 

 

(2)  調査設計 

調査設計におけるPPP業務の主な実施内容は，図-9の

とおりである． 

事業を迅速に進めるため，図-10 に示すとおり工事用

道路と本線の測量・設計，地質調査，関係機関協議並び

に地権者調査等の 20 業務を同時並行的に進めることと

した． 

業務受注当初年度内の幅杭打設を目標に，道路幅を決

めるために必要な設計及び協議項目を抽出して幅杭打設

までの事業スケジュールの作成を行い，各業務間の調整

を行った． 

特に，区長等の地元関係者への事前協議，自治体への

事前協議により，地先道路や水路について，地元の方々

の意見も踏まえた上で機能復旧関係の協議を図りながら 

 

 
図-8 事業監理の実施内容 

 

 

図-9 調査設計の実施内容 
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設計を進めていった． 

さらに，同時並行して，設計上必要となる河川及び道

路管理者や公安委員会との協議や，JR トンネルとの交

差協議等の関係機関との協議は，図-11 示すとおり，協

議内容等について，事前にミニ PM 会議等で内容を確認

の上，PPP 業務受注者が協議を行い，速やかに議事録で

報告させ，協議内容を確認しながら進めた． 

これら，地元説明や関係機関協議の回数は8ヶ月間で

延べ 136 回を数える．協議の内訳は図-12 に示す通り

で，PPP 業務受注者が単独で実施した協議は，116 回と

大半を占めており，事業における施工前段階業務である

関係機関協議の実施に大きく寄与していることが分か

る．単純平均だけで，17 回／月であり，ほぼ毎日，何

かしらの協議を行っていることになる． 

このように PPPを導入して職員と民間技術者チームが

一体となり連携・役割分担を行いながら施工前段階の業

務（地元調整，関係機関協議）を短期間に進めること

で，事業延長 19.2km のすさみ串本道路の幅杭打設につ

いて，PPP 業務開始以降 6 ヶ月間で大半を完了すること

が出来た． 

 また，同時並行的に進める調査・設計等の発注業務に

対して実施する指導調整内容については，PPP 業務受注

者側からも提案をもらい，積極的に採用することで，効

率的かつ効果的な発注業務の実施に寄与した． 

 

 

6．  考察 

 

(1)  職員とPPP業務受注者の密な連携 

 事業推進PPPでは，官側の職員とPPP業務受注者との密

な連携が重要となる． 

 例えば，単独で実施する関係機関協議において，その

場で結論を導けず，持ち帰ることになれば，それは事業

の推進に繋がらない．このため，事前に官側の方針をし

っかりと共有しなければならない． 

 また，官側は最新の情報・方針を速やかにPPP受注者

に伝えなければならないし，PPP受注者側は協議結果を

正しく報告しなければならない． 

 測量・調査・設計業務への指導・助言においても，こ

れらは同様である． 

 今回，紀南河川国道事務所のすさみ串本道路において

は，密な連携を図るにあたって3階層の会議形式という

形をとった．しかし，これは一例であり，状況に応じて

適切な連携を図る必要がある． 

 

(2)  提案事項の速やかな対応 

 PPP業務受注者からは，事業を迅速に進めるための

様々な提案を受けるが，その提案事項については，PPP

受注者の業務遂行に影響を与えるため，官側は速やかに

意思決定をしなければ，提案の価値が薄くなる． 

 このような観点から，官側の上位意思決定者が入った，

PM会議やPM報告会議を設定したことは有効な手法であっ

たと考える． 

 

(3)  PPP業務の仕様 

 当該事業推進PPPでは，毎週実施する会議や関係機関

協議等における議事録等のツールを大切にした．これは，

現状を共有する上で重要だと考えたからである． 

 しかし，会議ごとに準備する資料や速やかに提出を求

めている議事録の作成は，受注者の時間と労力が必要と

なる．今後は東北地方整備局で取り入れている技術補助

員等の導入や，資料作成業務等の有効な活用を検討する

必要がある． 

 

地権者調査 測量に含む

工事用道路測量 ６業務

地質調査 ９業務

本線
予備設計 ２業務

（１９．２ｋｍ）
工事用道路
詳細設計 ２業務

（２６ルート）

協議、計画説明 １３６回

幅杭説明会 １０箇所

幅杭打設 測量に含む

業務内容
平成２８年 平成２９年

備考
2月 3月9月 10月 11月 12月 1月

 
図-10 業務内容及びスケジュール 

 

 
図-11 関係機関協議の進め方 
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図-12 関係機関協議の状況 
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 また，事業が想定以上に進捗したり，事業促進のため

に事前段階からの仕込みが必要となった場合，当初求め

た配置技術者とは異なる専門技術が必要となる場合があ

る．これらに対応するため，臨機に主任技術者を変更で

きる業務の仕様等を検討する必要がある． 

 
 

7．おわりに 

 

紀南河川国道事務所では，1 日も早いすさみ串本道路

の完成を目指し，事業推進PPPを導入した． 

しかし，道路事業におけるPPP業務の仕様等について

は，東北地方整備局の震災復興事業等において構築さ

れているが，どのようにマネジメントし事業推進PPPに

取り組むかは決まった手法がなく，近畿地方整備局管

内の道路事業では初めての取り組みでもあり，導入時

には所内で議論を重ね，4.において紹介した 3 階層の会

議形式等を取り入れ適用した． 

今後，本稿で紹介した取り組み事例や考察が参考と

なり，他事業での活用に際しての一助となることを期

待する． 

 
 
 ※本論文の内容は，著者が従前に所属していた紀南河

川国道事務所工務第二課における業務に基づくものであ

る． 

 

新技術・新工法部門：No.19

6



 

局地的豪雨探知システムの 
探知範囲の拡大等について 

 
 

小林 宏樹1・中村 正樹2 
 

1近畿地方整備局 淀川ダム統合管理事務所 防災情報課 （〒573-0166 大阪府枚方市山田池北町10-1） 

2近畿地方整備局 淀川ダム統合管理事務所 防災情報課 （〒573-0166 大阪府枚方市山田池北町10-1） 

 

 2013年度に，XバンドMPレーダを活用して豪雨となる可能性がある積乱雲を数分から10分程

度前に探知する局地的豪雨探知システムを整備した．本論文では，2015年度より開始された近

畿地方整備局管内のCバンドMPレーダ2局（深山，城ヶ森山）の3次元観測値を活用し，局地的

豪雨探知システムの探知範囲を近畿全域に拡張する可能性について検討した．また，新たな豪

雨事例を追加したメンバーシップ関数の更新と積乱雲のライフステージによる指標数の切り替

えを行い，豪雨探知精度が更に向上することを確認した． 
 

キーワード XバンドMPレーダ，CバンドMPレーダ，豪雨のタマゴ，早期探知  
 
 

1.  局地的豪雨探知システムの概要 

 
(1)   背景，目的および範囲 
 局地的豪雨探知システム（以下，本システム）は，X
バンドMPレーダ（以下，X-MPレーダ）による高頻度・

高分解能の3次元観測値を利用し，発生から数分から10
分程度で豪雨をもたらす積乱雲を早期探知することを目

的として，2013年度に整備された1)．本システムの探知

対象は，発生から30分以内に地上付近の降水強度が

50mm/h以上に急発達する孤立した積乱雲（以下，豪雨

セル）であり，対象範囲は，大阪，神戸，京都，堺の重

点監視地域を含み，複数台のX-MPレーダで観測される

図-1 に示す範囲である． 
 

 
図-1  局地的豪雨探知システムの対象範囲 

(2)  豪雨の危険度判定の手順 
 本システムは，中北ら2)，3)，4)，5)の手法に基づき，上空

で発生する積乱雲をレーダで早期探知し，その内部の反

射強度やドップラー風速から計算される渦などの情報

（図-2）から，豪雨セルに発達する危険度を3ランクで

判定して通知する．危険度ランク判定の流れを以下に示

す． 
 
a) 等高度面データ（CAPPI）の作成 

5台のX-MPレーダ（田口（たのくち），六甲，鷲峰山

（じゅうぶさん），葛城，鈴鹿）から水平・鉛直ともに

500mメッシュの等高度面データ（CAPPI）を上空10kmま

で1分毎に作成する． 
b) 降水セルの抽出および追跡 
京都大学防災研究所で開発されたプログラムを基に，

反射強度20dBZ（降水強度1mm/h相当）以上の閉曲面を1
つの降水セルとして抽出する．抽出された各降水セルに

ついて，1分前に抽出した降水セルの体積と重心位置が

最も近いものを検索し，紐付けすることで追跡を行う． 
c) 各降水セルの指標計算 
 反射強度，渦度，収束量のCAPPIから，図-3のように

エコー頂高度差，鉛直発達速度，鉛直積算エコー強度，

渦度，収束量の5指標を各降水セルで計算する．各指標

値が大きいほど，豪雨セルに発達する可能性が高い． 
d) 危険度判定 
 c)の各指標について，指標値と豪雨セルになる確率

(%)の関係はメンバーシップ関数（後述）で表される．

これらの関数を用いて確率値を計算し，それらを加重平

別紙―２ 
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均することで，豪雨の危険度を0～100の数値で表現する

統合指標値Gを算出する．続いて，図-4に示す3つのしき

い値から，危険度ランク1～3，危険性なしを判定する． 
 
(3)  Webによる表示 
 局地的豪雨探知システムの表示画面を図-5に示す．

Web表示システムは，降水セルごとに判定された危険度

ランクをXRAINの降水分布に重ねて表示する．危険度

ランクは色分けした円で降雨域を囲むことにより表現し，

追跡終了した降水セルは追跡終了時のランク円を同じ位

置に点線で残すようになっている．また，過去1ヶ月程

度の履歴表示やGIFアニメの作成も可能である． 
 

 

 
図-2  積乱雲の一生と本システムのターゲット 

 

 

 

図-3  豪雨の危険度判定に用いる各指標 
 
 
 

2.  探知範囲の拡張検討 

 

現在，本システムの探知範囲は複数台のX-MPレーダ

に囲まれた近畿中央部（図-1，図-6の黒枠内）であるが，

2015年度より，近畿地方整備局（以下，近畿地整）管内

にあるCバンドMPレーダ（以下，C-MPレーダ）2局（深

山，城ヶ森山）の高頻度な3次元観測が開始され，探知

範囲の拡張が可能になった．そこで，近畿地整管内全域

を囲む図-6の点線枠で示された範囲を拡張領域（案）と

し，拡張の実現性について検討を行った． 
 

 
図-4  統合指標値（豪雨危険度指数）と危険度ランク 

 

 
図-5  局地的豪雨探知システムの表示画面 

 
図-6  現在の探知範囲と拡張領域（案） 

この段階の渦度や反射強度から、豪雨になるか否かを判定 

現在の探知範囲 

拡張領域(案) 

（統合指標値Ｇ） 

100 
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(1)   空間カバー率の検証 
 X-MPレーダ5局とC-MPレーダ2局の観測値を合成して

CAPPIデータを作成し，空間カバー率を検証した．空間

カバー率とは，ある地点の鉛直方向に連なる19メッシュ

（1.0～10.0kmまで500m間隔で存在）のうち，レーダの

ビームが通過するメッシュの割合(%)のことで，空間カ

バー率が高いほど，空間的に欠落の少ない高密度なデー

タといえる．最新時刻の観測値のみでCAPPIデータを作

成した場合，近畿中央部では70%以上の空間カバー率と

なっているが，兵庫県や京都府の北部，和歌山県南部で

は50%未満である（図-7左上）．一方，最新時刻と過去

4分の観測値を合成した場合，福井県北部の一部地域を

除いて99%以上の空間カバー率である（図-7右上）．ま

た，現在利用しているX-MPレーダ5局に加えて，能美，

尾西，熊山，常山の4局のX-MPレーダを追加すると，福

井県北部でも80%以上の空間カバー率が得られることが

わかる（図-7下）．以上の結果から，CAPPIデータ作成

の際に，最新時刻と過去4分の観測値を合成するととも

に，X-MP4局（少なくとも能美局）を追加することで，

近畿地整管内全域をカバーできることがわかった． 
 
(2)  探知精度の検証 

C-MPレーダの高頻度な3次元観測が開始された2015年以

降の局地的豪雨事例で早期探知試験を行い，拡張領域で

の探知精度を検証した．対象事例は，孤立した積乱雲に

よる局地的豪雨が発生した8事例とし（表-1），対象事

例から豪雨セル118個と，非豪雨セル（再発達時の降雨

強度が5mm/h未満）401個を抽出して，セルの追跡およ

び危険度ランク判定を行った． 
図-8に，上空0.5～10kmを観測しているレーダサイト

数を示す．サイト数が多いほど，複数レーダで高密度な 
観測が行われるため，発生から間もない豪雨のタマゴを 
 

 

 

図-7  空間カバー率の検証結果 

（左上：最新時刻の観測値のみ，右上：左上の図と過去4分の

観測値を合成，下：右上の図にX-MP4局を追加） 

把握するのに有利である．そこで，拡張領域をレーダサ

イト数で1～5の領域に分け，領域別の精度を比較した． 
検証に用いる精度指標は，ランク判定と実際のセル種別

で 4 つのカテゴリーに分け（表-2），各カテゴリーに入

るセル数から，捕捉率(%) 100CAA ，的中率

(%) 100DCBADA の 2 指標を算出した． 
精度検証結果（表-3）を見ると，捕捉率はサイト数が

多い領域ほど高く，サイト数 4,5 の領域では，現行領域

とほぼ同等の捕捉率が得られている．一方，サイト数

1,2 の領域で捕捉率が低下している理由として，観測で

きる時空間が粗いため，エコー頂高度や鉛直積算反射強

度の急発達を見逃してしまうことが考えられる．また，

捕捉率ほど顕著ではないものの，的中率についても同様

の傾向が見られる．さらに，ランク 3の判定が出てから

50mm/h 以上の豪雨になるまでのリードタイムを比較し

た結果，現行領域の 9分 29秒前に対し，サイト数 1～5
の領域順に，8分 24秒前，7分 30秒前，8分 17秒前，9
分 05 秒前，9 分 46 秒前であった．これらの結果から，

探知精度，リードタイムの両方で，サイト数 4,5 では現

行領域とほぼ同等の精度を維持できることがわかった． 
 

表-1 拡張範囲の精度検証における対象8事例 

No. 対象日時 No. 対象日時 

1 2016/07/22 11～15時 5 2016/08/16 11～18時 
2 2016/07/28 11～16時 6 2016/08/18 12～17時 
3 2016/08/06 11～17時 7 2016/08/25 14～19時 
4 2016/08/14 13～18時 8 2016/09/06 12～17時 

 
表-2   精度検証における4カテゴリーに入るセル数(A～D) 

 実際のセル種別 

豪雨セル 非豪雨セル 

判定 ランク判定あり A B 
ランク判定なし C D 

 

 
図-8  上空0.5～10kmを観測しているレーダサイト数 

（黒枠は現在の探知範囲） 
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表-3 領域別の捕捉率と的中率の検証結果 

（赤字：現行領域と同等以上の精度） 

 危険度ランク 

ランク1 ランク2 ランク3 

捕捉率 
(%) 

現行領域 100.0 100.0 73.5 
サイト数 1 100.0 94.4 55.6 
サイト数 2 92.3 84.6 30.8 
サイト数 3 100.0 91.7 58.3 
サイト数 4 100.0 100.0 76.5 
サイト数 5 100.0 100.0 81.3 

的中率 
(%) 

現行領域 50.7 89.4 91.5 
サイト数 1 81.5 97.5 90.1 
サイト数 2 58.1 82.3 79.0 
サイト数 3 64.2 90.6 90.6 
サイト数 4 57.8 95.3 92.2 
サイト数 5 51.9 89.4 94.9 

 
 

3.  探知精度向上の取り組み 

 
2014～2015年度に行ったシステム改良により，豪雨の

見逃し，空振りは減少した．一方，豪雨セルに対して，

高い危険度ランクが出ないケースが見られた．そこで，

新たな事例を追加したメンバーシップ関数の更新と，積

乱雲のライフステージによる指標数の切り替えを行い，

豪雨探知精度の向上効果を検証した． 
 

(1)  メンバーシップ関数の更新 

 本システムでは，危険度ランク判定のために図-3に示

す5指標についてメンバーシップ関数を設定している．

メンバーシップ関数は，あらかじめ抽出した豪雨セルと

非豪雨セルについて，地上降雨開始時の指標値の頻度分

布を作成し，階級別に求めた豪雨セルの割合を一次回帰

直線にフィッティングすることで，指標ごとに算出して

いる． 
 現行では，2011,2012年の事例からメンバーシップ関数

を算出したが，新たに2013～2015年の事例を追加して再

計算を行った．再計算したメンバーシップ関数を用いて

豪雨セルの統合指標値を計算し，指標値の高い方からセ

ル数を累積した割合を図-9に示す．累積割合が20, 50, 
80%を超える指標値をそれぞれランク3, 2, 1の閾値とした． 
 
(2) ライフステージによる指標数の切り替え 
 組織化されたセル内部で新たな豪雨のタマゴが発生す

る場合など，すでに発達した積乱雲ではエコー頂高度差

と鉛直発達速度の値が小さくなり，統合指標値が低くな

るという問題がある．そこで，地上降雨開始後はエコー

頂高度差と鉛直発達速度を除いた3指標で統合指標値を

計算する手法を新たに導入した（図-10）． 
 

 
図-9 豪雨セルの累積割合と危険度ランク 

 

発達期（10～15分） 成熟期（15～20分） 衰弱期（15～20分）

5指標 3指標
統合指標の算出
に用いる指標数

 

図-10 ライフステージによる指標の切り替えイメージ 
 

表-4 統合指標の計算手法 

 
メンバーシップ 

関数算出期間 
指標数の切り替え 

現行版 2011, 2012年 なし 

更新版 2011～2015年 なし 

現行版 

＋指標数切り替え 
2011, 2012年 

降雨開始前後で 

5指標→3指標 

更新版 

＋指標数切り替え 
2011～2015年 

降雨開始前後で 

5指標→3指標 

 
(3) 現行領域と拡張領域における精度比較 
 (1), (2)で検討した内容を組み合せ，表-4の4通りの計算

手法について精度比較を行った．対象領域は現行領域と

し，2013～2015年の事例に対し捕捉率・的中率・空振り

数・リードタイムについて精度検証を行った． 

 表-5～表8は，メンバーシップ関数の更新と指標数の

切り替えの有無についての精度検証の結果である．更新

版は現行版に比べて空振り数が減少する改善効果が確認

できた．また，指標数を地上降雨開始時に切り替えるこ

とで，捕捉率が向上し，50mm/hに到達するまでのリー

ドタイムがランク2やランク3で30秒～1分程度改善する

ことがわかった．総合的に見ると，「更新版＋指標数切

り替え」の精度が最もよいと考えられる（表-9）． 

これらの結果より，現行版と「更新版＋指標数切り替

え」の2通りの手法について，2章で検討した拡張領域で

2(2)と同様に精度検証を行った． 
 その結果，現行版と比べ「更新版＋指標数切り替え」

では、ランク3の捕捉率やランク1～3の的中率が向上し，

空振り数が減少していることがわかった。このことから,
拡張領域においても，概ね精度向上の効果を確認するこ

とができた（表-10、表-11）． 
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表-5 精度検証の結果（現行版） 

 ランク1 ランク2 ランク3 
捕捉率(%) 100.0 98.8 72.9 
的中率(%) 50.5 85.1 88.9 
空振り数 143 42 9 

リードタイム 15 : 42 前 14 : 05 前 11 : 12 前 
 

表-6 精度検証の結果（更新版） 

 ランク1 ランク2 ランク3 
捕捉率(%) 100.0 96.5 64.7 
的中率(%) 53.3 93.8 88.6 
空振り数 135 15 3 

リードタイム 15 : 28 前 12 : 23 前  9 : 25 前 
 

表-7 精度検証の結果（現行版＋指標数切り替え） 

 ランク1 ランク2 ランク3 
捕捉率(%) 100.0 100.0 100.0 
的中率(%) 48.4 76.5 95.2 
空振り数 149 68 14 

リードタイム 15 : 53 前 14 : 29 前 12 : 11 前 
 

表-8 精度検証の結果（更新版＋指標数切り替え） 

 ランク1 ランク2 ランク3 
捕捉率(%) 100.0 100.0 91.8 
的中率(%) 54.0 93.1 96.5 
空振り数 133 20 3 

リードタイム 15 : 26 前 13 : 08 前  9 : 43 前 
 

表-9 各判定パターンの長所のまとめ（◎：優，○：良） 

 捕捉率 的中率 空振数 
リード

タイム 

現行版 ○   ◎ 

更新版  ○ ◎ ○ 

現行版 

＋指標数切り替え 
◎   ◎ 

更新版 

＋指標数切り替え 
◎ ◎ ◎ ○ 

 

表-10 拡張領域での精度検証（現行版） 

 ランク1 ランク2 ランク3 
捕捉率(%) 99.2 96.6 68.6 
的中率(%) 60.3 90.9 91.3 
空振り数 205 43 8 

リードタイム 13 : 07 前 11 : 06 前 9 : 01 前 
 

表-11 拡張領域での精度検証（更新版＋指標数切り替え） 

 ランク1 ランク2 ランク3 
捕捉率(%) 99.2 95.8 76.3 
的中率(%) 63.6 92.9 94.4 
空振り数 188 32 1 

リードタイム 12 : 45 前 10 : 05 前 7 : 37 前 
 

 

 

4.  自治体等外部機関への試験配信 

 
 (1)  試験配信の取り組み 

2015年 7月より，本システムをインターネットにて自

治体など外部機関へ配信する取り組みが始まった．2017
年 5月現在，滋賀県，兵庫県，京都府，大阪府内の 14
自治体で本システムが閲覧されている．本章では，2016
年 7～10月を対象に，システムのアクセス回数やアンケ

ートによる調査から利用実態を明らかにし，今後の効果

的な情報提供について検討を行った． 
 
(2)  アクセス回数の調査結果 
各自治体による本システムの閲覧状況についてアクセ

ス回数を基に調査した．アクセス集中日の降雨要因には，

本システムの対象である不安定性の局地的豪雨（大気不

安定日）が多かったが，低気圧や台風，停滞前線などの

大規模擾乱も含まれていた（表-12）．総アクセス数が

最も多かった 8 月 25 日の局地的豪雨事例では，豪雨の

発生時間帯は 16～20 時であったが，それよりも早い時

間帯にアクセスが増加した自治体，豪雨が発生し始めて

からアクセスが増加した自治体，常時一定のアクセス数

があった自治体に分かれていた（図-11）．これらのこ

とから，閲覧状況として，豪雨が予想される荒天時に自

動更新により継続して画面監視する場合や，豪雨発生時

に事務所の PC 端末で確認を行う場合など様々であるこ

とがわかった． 

 

表-12 アクセス回数の多かった日と降雨要因 

年月日 閲覧数の多かった自治体 降雨要因 

2016年08月04日 大阪市，大阪府，枚方市 大気不安定 

〃  08月16日 神戸市，枚方市 大気不安定 

〃  08月25日 神戸市，大阪市，枚方市 大気不安定 

〃  08月29日 枚方市 低気圧 

〃  09月11日 神戸市 停滞前線 

 

 
図-11 2016年8月25日における各自治体のアクセス数 

（黄色の陰影部は豪雨の発生した時間帯を表す） 
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図-12 表現方法のわかりやすさに関する回答結果 

 
(3)  アンケートの調査結果 
 アクセスログでは分からない利用実態を把握するため，

14 自治体を対象にアンケート調査を実施した．その結

果，豪雨時にシステムを閲覧した自治体が多かったもの

の，本システムの情報により，防災対策を実施した自治

体は少なかった．また，表示方法については，「どちら

かといえば分かりやすい」との回答が多かった（図-
12）．一方で，常時監視ではなく，何かのトリガーに

より本システムを閲覧したとの回答が多く，今後はメー

ル等の Push 通知機能や自治体の独自システムとの連携

が有効であることがわかった． 
 
 

5.  今後の取り組み 

 
近畿地方整備局管内全域において，中小河川における

安全対策や内水氾濫による災害防止のための監視体制強

化などに資するため，今後も以下の取り組みを行ってい

く予定である． 

 
(1)  遠方領域での探知精度確保に向けた検討 

2章(2)の領域別の精度検証において，1～2台のレーダ

のみでカバーされる遠方領域について，捕捉率等の探知

精度が現行と比べて低下することがわかった．そこで，

ランク判定に用いる渦度のしきい値の変更，反射強度や

ドップラー風速以外の観測パラメータの活用，気象庁の

数値予報GPV（Grid Point Value）の活用等により，レー

ダサイトから遠方領域における探知精度を確保する検討

を行う予定である． 
 
 

 

 
 
 
 

図-13  警報システムのイメージ 

 
(2)  Push情報の追加など自治体との連携促進 

 4章で明らかになったように，メールやポップアップ 
等のPush通知機能が望まれている．そこで，Web画面で

監視枠を設定し，枠内に豪雨のランク円が出現した場合

にポップアップやアラーム通知を行う機能を追加する予

定である．また，自治体の警報システムとの連携につい

ては，自治体で現在運用している回転灯の作動システム

との連携等を通し，促進していく方向である（図-13）． 

 

(3)  全国展開への可能性 

 本検討では，深山や城ヶ森山のC-MPレーダを用いる

ことで，本システムの探知範囲を拡張できることがわか

った．今後全国的にCバンドレーダのMP化が進む計画

予定であることから，近畿のみならず他地域においても，

本システムを適用できる可能性がある． 

 
 
謝辞：本研究において，京都大学防災研究所の中北研究

室の皆様に多大なご協力いただきました．ここに感謝の

意を表します． 
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寝屋川北部地下河川に関する 

大深度地下使用について 

 

灰原 通晴1 

 
1大阪府寝屋川水系改修工営所 工務課 （〒536-0023大阪市城東区東中浜4-6-35） 

 

 寝屋川北部地下河川事業における大深度地下使用法の適用に向けた大深度地下の設定や地盤

および地下水などの環境の保全に関する影響検討の結果について報告する。 

 

キーワード 大深度地下使用，地下河川，影響検討 

１． はじめに 

寝屋川流域総合治水対策の一環である寝屋川北部

地下河川事業は、寝屋川市、門真市、守口市、大阪

市東部を縦貫する地下放水路を整備するものであり、

地上河川や下水道増補幹線から取水して、大川（旧

淀川）に 250m3/sを排水する計画である（図１）。 

現在、最上流の讃良立坑（寝屋川市）から鶴見立

坑（大阪市鶴見区）に至る 6.6km 区間が完成し、20

万 m3の貯留施設として暫定運用している。また、松

生立坑（門真市）から鶴見立坑に至る区間は現在事

業中であり、平成 32 年度の完成を目指している。

しかし、鶴見立坑から排水機場（大阪市都島区）ま

での区間において、占用を予定している都市計画道

路の整備の目途が立っておらず、地下河川事業への

着手ができない状況であった。 

そこで、上面の道路事業の進捗に影響されずに地

下河川事業を推進するため、大深度地下の公共的使

用に関する特別措置法（以下、大深度地下使用法と

呼ぶ。）の適用による整備を目指している。大深度

地下の使用に関する技術的な課題を検討するため、

平成 26 年度から大阪府河川構造物等審議会 大深

度地下使用検討部会（以下、部会と呼ぶ。）を設置

して調査・検討を進めてきた。本稿では、大深度地

下の設定、環境の保全のための検討状況および今後

の予定を報告する。 

 

２． 平面ルートの決定 

 寝屋川北部地下河川事業の未着手区間における平

面ルートについては、①都市計画道路整備後に事業

着手する従来案、②大深度地下使用で都市計画道路

下に施工する案、③大深度地下使用でほぼ最短距離

で施工する案、の３案で比較検討を進めてきた。 

 部会においては、事業効率や住民への影響等を総

合的に比較検討した結果、②の大深度地下使用によ

る都市計画道路下ルート案が最適であるとの結論を

得た（図２上）。 

 

３． 大深度地下深さと地下河川縦断線形の決定 

 大深度地下使用法では、大深度地下の定義を次の

①または②のうちいずれか深い方の深さの地下と定

めている。（図３） 

別紙―２ 

寝屋川北部地下河川 

図１ 寝屋川北部地下河川位置図 
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寝屋川北部地下河川の大深度地下の深さは、計画

区間の地盤より、②の支持地盤により決定されるこ

とになるため、建築物等の基礎杭の貫入が想定され

る支持層を地質調査等によって特定しなければなら

ない。  

大阪府東部域の地層は東西方向に大きく傾動して

いることが知られているが、大深度地下の地質デー

タは十分な蓄積がないため、部会においては、既往

の地質調査データに加えて、計画ルート近傍におい

ても追加の地質調査を実施し、想定地層断面図を作

成して地層分布の把握を行った。 

 支持層の特定にあたっては、まず各地質調査地点

で支持力の判定を行い、地質調査データが比較的密

に得られている京阪本線から東側の区間においては、

想定地層断面図上で連続的な支持層を特定した。一

方、地質調査データが比較的疎な京阪本線から西側

の区間においては、支持層のコンターを作成するこ

とで、データの補完を行って、連続的な支持層の分

布を推定した支持層線を作成した。 

 さらに、図４に示すように想定支持層線の局所的

な凹凸を消去するために支持層包絡線を作成し、こ

れから 10m の離隔を確保した深度を大深度地下上面

ラインと決定した。 

 この大深度地下上面ラインよりも以深に地下河川

①地下室の建設のための利用が通常行われない深さ 

（地下 40ｍ以深） 

②建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ 

（支持地盤上面から 10ｍ以深） 

図３ 大深度地下の定義 

図２ 寝屋川北部地下河川事業未着手区間の平面線形・縦断線形・大深度地下深さ 

想定支持層線 

支持層包絡線 大深度地下上面 

地下河川縦断線形 

コントロールポイント 

都市計画道路未整備区間 

鶴見立坑 
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を配置することとなるが、国道 479 号（大阪内環状

線）交差部付近と、国道 1 号（今里筋）交差部付近

で大深度地下上面が深くなったため、これらが縦断

線形のコントロールポイントとなった（図２下）。 

 縦断線形を設定した結果、鶴見立坑から国道 479

号（大阪内環状線）に至る区間において i=1/37 と

いう急勾配が生じるとともに、下流端（排水機場）

における管頂高は約 72m となり、従来案と比較して

約 26m深くなった。 

 

 

４． 都市計画の変更 

 平面ルートと縦断線形の決定を受けて、平成 2 年

度に決定済みの都市計画の変更（平成 29 年３月 23

日付け大阪府告示第 519 号）を行った。これは、大

深度地下使用法による権利設定に先立って、都市計

画法による立体都市計画区域を定めて地域との合意

形成を図っておくことが望ましいとされているため

である。 

今回の都市計画変更の要点は、①大深度地下使用

法適用区間における立体都市計画の設定、②立体都

市計画区間における離隔・荷重条件の設定（図５）、

③（仮称）淀川左岸線延伸部との調整による平面線

形の変更、④守口調節池の追加に伴う管径の変更、

である。離隔・荷重条件を設定することにより、こ

の条件の範囲内の建築行為は都市計画法第 53 条第 1

項による許可申請が不要となるため、上面の土地利

用規制の緩和につながる。 

 

５． 水理模型実験による検討 

 大深度地下深さを考慮した地下河川の縦断線形

の設定に伴い、急勾配区間と高落差における水理

学的な検証が必要となるため、水理模型実験によ

り検討を行った。（図６） 

 

まず、急勾配区間を開水路流状態で流下した場合

に、河川砂防技術基準（案）同解説・設計編[I]に

おけるトンネル河川の許容流速 7m/s を大きく上回

る流速が生じ、管路や立坑の構造に悪影響を及ぼす

可能性が高いと考えられるため、減勢対策について

検討を行った。減勢工として、階段工や桟粗度（水

図６ 水理模型実験による検討箇所 

急勾配区間 

高落差 

図５ 立体都市計画のイメージ 

：想定支持層線 

：支持層包絡線 

：大深度地下上面 

（支持層包絡線-10m） 

図４ 想定支持層線・支持層包絡線・ 

大深度地下上面の関係 

：地質データ 
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平、円形）の減勢効果を水理模型実験で検証し、目

標とする効果を得る手法を確認することができた。 

また、城北立坑においては、地上河川の城北川か

らの取水を予定しているが、ここでの落差が約 70m

となる。従来深度の計画落差は約 44m であり、これ

に対しては平成 2～3 年度に水理模型実験を実施し、

千鳥階段型の減勢工が妥当であるとの結論を得てい

るが、今回落差が大きくなることにより、千鳥階段

型での維持管理コストの負担増を踏まえ、ドロップ

シャフト型について改めて検討することとした。こ

れに合わせて、城北川の取水堰についても水理模型

実験により検討を行った。 

ドロップシャフト型の減勢工では、水理模型実験

により立坑流入部の狭窄部の設置位置を改良するこ

となどにより、既往の千鳥階段型と同程度まで空気

混入濃度を低減できることが確認できた。（図７） 

なお、詳細な実験内容については、同時に「寝屋

川北部地下河川における急勾配区間の減勢構造に関

する水理模型実験について」、「寝屋川北部地下河

川における城北取水立坑の減勢構造に関する水理模

型実験について）」、「城北川から寝屋川北部地下

河川へ取水する堰構造に関する水理模型実験につい

て」にて報告しているので参照されたい。 

 

６． 環境の保全のための検討 

 「大深度地下の公共的使用いおける環境の保全

に係る指針」では、表１のとおり環境の保全のた

めの検討項目が示されているため、これに従い調

査検討を行った。なお、検討項目のうち、「その

他」については、今回、目的構造物が地下河川で

あるため該当するものはない。 

 

① 地下水 

地下河川（管渠・立坑・排水機場）の築造による

流動阻害、取水障害、及び水圧低下による地盤地下

の影響を検討した。その検討手法としては、構造物

設置による三次元的な影響を定量的に評価できる

「三次元解析」により実施することとした。「三次

元解析」に必要となる、地盤、地下水位のデータを

収集するため、既存の土質調査結果、地下水の既往

資料を整理するとともに、地下河川のルート、立坑

と排水機場の予定地の４箇所を地下水位観測点とし、

それぞれ５～７の深度（帯水層）に対するストレー

ナーを有する観測井戸を設け、１年間水位を観測し

た。 

これら土質調査結果等をもとに、現況再現解析と

して、三次元地層モデルを作成し、地下浸透量の条

件や透水係数を設定、調整しながら、実際の観測井

戸の水位の再現（キャリブレーション）を行った。

（図８上） 

この解析モデルにより地下河川（管渠・立坑・排

水機場）の築造後の影響を解析した結果、地下水位

については、管渠、立坑では水位変化はほとんど生

表１ 環境の保全のための検討項目 

図７ 水理模型実験の様子 

  （ドロップシャフト型減勢工） 
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じなかった。排水機場では、流動阻害により 5cm 未

満の微小な水位低下が生じるが、日々の水位変動の

履歴内に収まる範囲であること、影響範囲が事業予

定地内に収まることから取水障害は生じないものと

判断した。地下水位低下に伴う圧密沈下量について

も、排水機場において局所的に５mm 未満の沈下が生

じるのみであることから影響は軽微であると評価し

た。 

 

また、地下水の水質に関しては、図９の示す位置

で、地下水の環境基準（全 28 項目）について、地

下水位観測地点４地点 22 検体の検査を行った確認

した結果、ヒ素が２地点２検体で、塩化ビニルモノ

マーが２地点３検体で環境基準値を超過していた。 

地下河川管渠の築造は密閉型シールド工法の採用を

予定しており、地下水の水質に著しい影響を与える

ものではないと考えており、施工に合わせたモニタ

リング調査を実施し、水質に著しい変化が見られた

場合、必要に応じて対策を講ずることとした。 

 

② 施設設置による地盤変位 

 地盤変位解析は、横断方向断面を対象とした２次

元 FEM 解析（弾性解析）により行った。解析断面は、 

全体の傾向を把握するため大深度地下使用法を適用

する区間で３断面とし、影響対象施設となる土被り

の大きい地中構造物、高層建物に隣接する箇所を選

定した。 

 地盤条件の設定にあたっては、ルート近傍の既往

ボーリング調査結果を優先的に採用し、試験結果の

ないものは、一般値を採用した。応力解放率につい

ては、採用を予定している泥水式シールド工法での

既往事例を整理するとともに、東日本旅客鉄道株式

会社の近接工事設計施工標準を参考に算定した値か

ら一律 10％とした。（図８下） 

 地盤変位解析結果は、いすれも影響対象施設の変

位は許容値以内に収まっていることを確認した。 

 

③ 化学反応 

大深度地下に存在する還元性を示す地層について

は、酸素に触れることにより、地層中に含まれる物

質と空気・水との化学反応が発生し、地下水の強酸

性化、有害なガスの発生、地盤の発熱及び強度低下

が生じる可能性があるため、事業区域内の土壌や水

質を調査する必要がある。（図９） 

地下水の pH については、6.8～7.6（平均 7.3）と

ほぼ中性で、極端な酸性化を生じていない。また、

極端な強還元性を示す地下水も確認されなかった。 

土の酸性化について調査した結果、pH4.7～9.7

（平均 8.4）と極端な酸性化を生じておらず、COD

等の分析結果では、施工深度付近に極端な強還元性

を示す地盤は確認されていない。 

これらの結果に加え、密閉式シールド工法では、

掘削地盤と空気の接触は最小限で、化学反応を生じ

る可能性は極めて低いと評価した。 

 

④ 掘削土の処理 

泥水式シールド掘削機で掘削土は、土砂と汚泥に

分離して処分することとなる。排水機場から鶴見立

坑までの延長約 4.7km で、土砂は約 32 万㎥、汚泥

は約 26 万㎥が見込まれ、これらの処分先について

は、現時点では、大阪湾広域臨海環境整備センター

を想定し、本事業での土砂等を適正に処理できるも
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のと考えている。 

また、掘削土の搬出車両による城北立坑周辺地域

への影響を低減させるため、立坑用地に隣接する城

北川を使った水上運搬についても検討を行い、その

実現可能性を確認した。 

 

７． 事業認可の取得 

大深度地下使用の認可申請にあたっては、当該事

業が所管大臣の認可を受けていることを証明しなけ

ればならない。本事業については、平成７年度に全

体計画として大臣認可を受けているが、平成 9 年に

河川法が改正され、圧力管運用の地下放水路につい

ては、河川整備計画とは別に国土交通大臣の認可を

得ることが義務付けられた。現在、事業認可の取得

を目指し、国土交通省と調整を進めている。 

 

８． おわりに 

大深度地下使用法の適用事例は全国的に見て非常

に少なく、特に河川事業においては、本事業が初適

用となるとともに、検討すべき項目が多岐にわたる

ことから、手探りの部分も多い状況であるが、部会

委員に意見を賜りながら計画・検討を進めてきた。 

本年度内にも大深度地下使用認可の申請に到達す

べく、引き続き尽力していきたい。 

最後に、本稿が類似事業の推進の参考となれば幸 

いである。 
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教授、京都大学防災研究所 川池准教授、一般社

団法人地域地盤環境研究所 北田主任研究員、立
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図９ 水質調査・土壌調査 位置図 
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ハット形鋼矢板のラインナップ拡充 
 

 
 

佐野 陽一1・永尾 直也2 
 

1新日鐵住金株式会社 大阪支社 建材開発技術室 （〒541-0041大阪府大阪市中央区北浜4-5-33） 

2新日鐵住金株式会社 大阪支社 建材開発技術室 （〒541-0041大阪府大阪市中央区北浜4-5-33）. 

 

 ハット形鋼矢板は，有効幅900mmの大断面で，左右非対称継手を有する鋼矢板であり、施工

性，構造信頼性，経済性に優れている．従来は，10H，25Hの２サイズのみであったが，より高

い断面性能を有する45H，50H型を新たに開発，2014年より製造，販売を開始することにより，

ハット形鋼矢板のラインナップを強化した．本稿では，45H，50H型の特徴と，実用化に向け実

施した各種取組み，および適用事例について報告する． 
 

キーワード ハット形鋼矢板，ラインナップ強化，構造信頼性，経済性  
 

 

1.  はじめに 

わが国の鋼矢板は，1929 年に鋼矢板国産化に着手，

1931 年に製造，販売を開始して以来，河川工事，港湾

工事，仮設土留め工事等の幅広い用途で，普及発展を

遂げてきた．大量生産可能な圧延技術及び設計施工に

関わる利用技術等の開発を進め，鋼矢板需要量はピー

ク時には年間 100万トンを超え，近年も東北震災復興，

全国防災・減災事業への適用が進められ，年間 60 万ト

ン前後で推移している． 

この間，建設コスト縮減の社会的ニーズを受けて，

河川・港湾工事を中心とした永久構造物の本体壁に利

用される鋼矢板は，400mm 幅の U 形鋼矢板から 600mm 幅

の U形鋼矢板（広幅鋼矢板）が主流となった．その後，

更なる建設コスト縮減が求められるようになり．その

対応として，2005年より有効幅 900mmのハット形鋼矢板

の製造・販売を開始している． 

 

2.   ハット形鋼矢板 45H，50Hの特徴 

ハット形鋼矢板は，有効幅が 900mmの大断面で，嵌合

継手の位置を壁体の最外縁部に配置し両継手を左右非対

称とした形状の鋼矢板である．形状・寸法許容差，化学

成分・機械的性質は JIS A 5523(溶接用熱間圧延鋼矢板)

に準拠している． 

ハット形鋼矢板は，販売開始当初，従来のⅡw,Ⅲw 型

に相当する 10H, 25H の 2 種類のみであったが，2014 年，

新たに 45H，50H をサイズ追加し，ハット型鋼矢板のラ

インナップを強化した．ハット形鋼矢板の断面図，断面

諸元，および機械的性質を図 1, 表 1, および表 2 に示

す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  ハット形鋼矢板の形状，寸法 

 

別紙―２ 

45H 

50H 

10H 

25H 
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表-1  ハット形鋼矢板の断面諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2  ハット形鋼矢板の機械的性質(JIS A 5523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハット形鋼矢板は，以下のような優れた施工性,構造

信頼性，経済性を有する． 

 

a)優れた施工性 

ハット形鋼矢板は，継手近傍に平坦部を設け，部材一

枚あたりの剛性を高くして施工時における土中での部材

変形を抑制し，さらに，継手嵌合時に隣り合う部材の向

きを揃えたことにより，施工時の部材の変形モードを一

致させ，継手の競りによる貫入抵抗を抑制し，大断面で

ありながら優れた施工性を有している． 

b)高い信頼性 

図-2 に示すように，継手が壁体最外縁に位置するた

め，鋼矢板単体の中立軸と壁体形成時の中立軸が一致し，

U 形鋼矢板で考慮していた継手効率(鋼矢板形状及び継

手位置に起因する断面性能低減)を考慮する必要がなく，

様々な適用条件においても確実に構造性能を発揮できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 ハット形鋼矢板とＵ形鋼矢板の比較 

c)優れた経済性 

図-3に示すように，U形鋼矢板に比べて鋼矢板壁，単

位壁面積あたりの鋼材重量が低減されるとともに，図-2

に示すように，有効幅を 900mm としたことにより施工枚

数を広幅鋼矢板と比べて削減でき，工期短縮による建設

コスト縮減を可能とした．材料費と施工費の比率を 4:1

と仮定し試算した各型式ごとの経済性効果の例を表-3

に示す． 

10H

25H

45H
50H

Ⅱw

Ⅲw

Ⅳw
ⅤL

継手効率
0.8

継手効率
0.45

河川系設計

仮設設計

 

図-3 鋼材重量と断面性能の関係 

 

表-3  ハット形鋼矢板とＵ形鋼矢板の比較例 

 

 

 

 

 

 

 

※）材料費（2013年9月 物価版より） 

 

ハット形鋼矢板のサイズ追加に伴い，45H および 50H

の打設ができる施工機械および施工法の開発が必要不可

欠であった．また，ハット形鋼矢板の普及促進を図るた

め，周辺技術の整備も並行して進める必要があった．以

下では，ハット形鋼矢板のサイズ追加に合わせて実施し

た施工技術の開発および周辺技術の整備と，新たな適用

法について述べる． 

 

3.   施工機械および施工法の開発 

鋼矢板の打設は，主として，バイブロハンマ工法と油

圧圧入工法が用いられている．以下では，それぞれの工

法の概要と，機械メーカーと共同で実施したハット形鋼

矢板のサイズ追加に伴う技術開発について述べる． 

 

  

有効幅
有効高

さ
板厚 断面積

断面二次

モーメント
断面係数 単位質量

mm mm mm cm2 cm4 cm3 kg

10H 900 230 10.8 122.2 10,500 902 96

25H 900 300 13.2 160.4 24,400 1,610 126

45H 900 368 15.0 207.8 45,000 2,450 163

50H 900 370 17.0 236.3 51,100 2,760 186

壁幅1m当たり断面諸量寸法

型式

ハット形鋼矢板【50H】 

Ｕ形鋼矢板【ⅤL】 

 伸び

(%)

1A号 18以上

14B号 24以上

1A号 16以上

14B号 20以上

1A号 14以上

14B号 19以上
430以上

試験片

降伏点または

耐力

(N/mm2)

引張強さ

(N/mm2)

295以上 450以上

490以上

510以上

390以上

規格記号

SYW295

SYW390

SYW430

材料費 施工費

１０H ▼　７％ ▼　２０％ ▼　９％

２５H ▼　７％ ▼　２０％ ▼　９％

４５H ▼　８％ ▼　２０％ ▼　１０％

５０H ▼　１１％ ▼　２５％ ▼　１４％

材工費

（ⅤL→50H）

（Ⅳw→45H）

（Ⅲw→25H）

（Ⅱw→10H）

比較型式
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(1) 施工機械の開発 

a)バイブロハンマ工法 

バイブロハンマ工法は，鋼矢板頭部を把持したバイ

ブロハンマ機が起振し，鋼矢板及び地盤に振動を伝達

して鋼矢板を打ち込む工法である（写真-1）．施工速度

が速く，また硬い地盤への施工も可能である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1   バイブロハンマ工法による鋼矢板打設状況 

 

バイブロハンマ工法については，従来の U形鋼矢板で

は矢板ウェブ部の 1箇所把持（シングルチャック機構）

であるのに対し，大断面であるハット形鋼矢板では振

動を効率的に伝達させるために矢板フランジ部の 2箇所

把持機構（ダブルチャック機構）を標準施工仕様とし

た．バイブロハンマ本体は従来機がそのまま適用でき，

鋼矢板把持機構にダブルチャック装置を取り付けるの

みでハット形鋼矢板の施工に対応できる．ハット形鋼

矢板のフランジ角度については，10H～50H の型式毎に

異なるため，写真 1 に示す 45H, 50H 型向け専用ダブル

チャックを開発した（図-4）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4   ハット形鋼矢板のチャック装置 

 

b)  油圧圧入工法 

油圧圧入工法は，既に打ち込んだ鋼矢板の引抜き抵抗

力を反力として鋼矢板を静的に地盤中に押し込む工法で

あり，都市内工事等での低振動・低騒音施工，狭隘地施

工等に適した施工法である（写真-2）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2   油圧圧入工法による鋼矢板打設状況 

図-5 に示すように，油圧圧入工法では，ハット形鋼

矢板の専用機により施工する．油圧圧入機においても，

従来の U形鋼矢板では矢板ウェブ部の 1箇所把持であっ

たのに対し，大断面であるハット形鋼矢板では圧入力を

効率的に伝達させるために矢板アーム部の 2箇所把持と

している（図-6）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5   油圧圧入機と圧入工法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-6   ハット形鋼矢板の把持方法（油圧圧入工法） 

 

圧入力

反力

Ｕ形鋼矢板 

ハット形鋼矢板 

アーム
フランジ

ウェブ

ハット形鋼矢板 
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また，圧入機は，ハット形鋼矢板 10H～50H の型式に

左右されずにアーム部を把持できる形状であるため，こ

れまでのハット形鋼矢板専用機での施工が可能である．

また，ウォータージェット補助工法の適用範囲を超える

ような硬質地盤(N 値＞50)に対しても，オーガを併用し

た圧入施工が可能な施工機の開発を実現したことで，よ

り広範囲の地盤条件への打設が可能となった（図-7）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7   地盤特性と圧入施工法 

 

施工スペースに制約がある等，クレーンの設置が困難

な場合には，写真-3 に示すようなノンステージング圧

入工法を適用することにより，施工を可能とした．これ

は，圧入機に加え，材料を建て込むクレーンも既打設の

矢板の上を移動することができ，材料置き場（ヤード）

と圧入機まではパイルランナーと呼ばれる運搬機が同じ

く既打設の矢板の上を移動する画期的な工法である．ハ

ット形鋼矢板の普及にあわせて，ハット形鋼矢板全型式

で適用可能な工法として確立した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 ノンステージ圧入工法の  施工状況 

 

(2) 施工性確認試験 

市場投入に先立ち，バイブロハンマ工法及び油圧圧

入工法，それぞれについて，実地盤を用いた施工性確

認試験を実施した．以下で，その内容について述べる． 

 

a) バイブロハンマ工法 

本試験では，長さ 12.0m（単独施工試験用）と 

25.0m（ウォータージェット補助工法併用試験用）の

45H, 50H およびⅣw を用い，当社研究所敷地内の実地

盤に鋼矢板を打設し，その施工性を確認するとともに

バイブロハンマやウォータージェット補助工法の有無

による影響を比較した．なお，鋼矢板の把持は，ハッ

ト形鋼矢板はダブルチャック装置を，広幅鋼矢板はシ

ングルチャック装置を用いた． 

写真-4 に打設状況を，図-8 に本試験の地盤条件と

打設深度 1m 毎の打設時間を示す．なお，バイブロハ

ンマ単独工法は N 値 50 を超えるまでとし(12.0m 材料

適用)，より硬質な地盤への打設についてはウォータ

ージェット補助工法を併用し打設性を検証した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真-4 打設試験状況（バイブロハンマ工法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-8 打設試験結果（バイブロハンマ工法） 
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打設時間の傾向には多少のばらつきはあるものの，

ハット形鋼矢板の 1枚当たりの有効幅は広幅鋼矢板の

1.5 倍を有していることを考慮すると，同一施工延長

として見た場合の打設時間は，ハット形鋼矢板の方が

短くなり，工期短縮および施工費削減に寄与すること

ができる． 

 

b)  油圧圧入工法 

本試験では，前述の試験同様，長さ 12.0m（ウォータ

ージェット補助工法併用試験用）のハット形鋼矢板 45H, 

50H（25Ｈは参考）およびⅣw を用い，実地盤に鋼矢板

を打設し，その施工性を確認した．写真-5 に打設状況

を，図-9 に本試験の地盤条件と打設深度 1m ごとの打設

時間を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 打設試験状況（油圧圧入工法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 打設試験結果（油圧圧入工法，ＷＪ有り） 

 

本試験でも，ハット形鋼矢板と U形鋼矢板の打設時間

はほぼ同等で，十分な施工性が確認された．これは，

同一施工延長として見た場合，ハット形鋼矢板の方が

打設時間を短縮でき，工期短縮に伴う建設コスト縮減

に期待できることを意味するものと言える．なお，単

独施工の実大施工試験も実施し，上記同様，打設時間

はほぼ同等で，問題なく施工できることを確認した．

また，10H～45H 型を同一機械で連続打設し，10H と 25H

および 25Hと 45H各々について嵌合性試験を行い，型式

が変わっても同一機械での連続打設が可能であること

を確認した（写真-5）． 

 

4.  周辺技術整備 

ハット形鋼矢板の普及促進に向け，サイズ追加と並

行して周辺技術の整備も実施した．以下では，①鋼矢

板の適用範囲を拡大するための高規格材料の実用化，

②腐食環境の厳しい港湾・海洋構造物への適用を促進

するための重防食対応技術の整備，③都市部の河川護

岸等，景環対策が要求される構造物への対応技術の開

発について，具体的に述べる． 

 

a)  鋼矢板鋼材の高強度化 

2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震以降，海岸

保全施設および河川堤防等の液状化対策，津波対策に

対する社会的ニーズが全国的に高まっており（特に，

南海トラフ地震対応としての東海～九州太平洋沿岸

域），鋼矢板法尻対策，二重鋼矢板堤防の需要が増加

している．本分野では大きな作用力に抵抗し得る高い

耐力が必要とされる傾向にあることからより高強度な

材料が望まれる．そこで，表-2 に示したように，従来

の SYW295材・SYW390材に加え SYW430材を投入し，より

大きな耐力が要求される構造物にも，鋼矢板の適用を

可能にした．当該材質は，既に JIS A 5523(2012)に記載

された JIS規格品であることから，幅広い分野での普及

を期待している． 

 

b)  重防食塗装 

港湾・海洋構造物は海水に接し，潮位の変動や波しぶ

きを受けるという環境下にあることから，施設を適切に

維持管理し，長期にわたり活用していくためには鋼材の

腐食を抑止することが必要となる．そこで，ハット形鋼

矢板 45H，50H 型に対しても，他の型式同様，工場でウ

レタンエラストマーを被覆して防食機能を付与した重防

食鋼矢板（写真-6）の製造体制を整備し，実用に供して

いる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 重防食鋼矢板 
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c)  頭部笠コンクリートのプレキャスト化 

ハット形鋼矢板は頭部拘束の有無に関わらず，継手

効率による断面性能の低減が不要であるが，壁体とし

ての景観面から頭部をコンクリート被覆することが多

い．そうしたニーズに対応する技術として，コンクリ

ート被覆に要する工期の短縮を目的に，ハット形鋼矢

板全型式に適用可能なプレキャストタイプの頭部被覆

ブロックが開発されている（写真-7）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 ハット形鋼矢板へのプレキャスト笠コン実施事例 

 

5. 適用事例 

ハット形鋼矢板は本設構造物としての港湾工事，河川

工事や仮設構造物としての土留め壁，止水壁等に幅広く

適用され，数多くの実績を蓄積してきた．また，道路擁

壁，軟弱地盤上への築堤時の応力遮断壁等，これまであ

まり鋼矢板が適用されてこなかった分野においても，鋼

矢板の靭性・強度に優れる材料特性や，都市部等でも比

較的容易に打設ができる施工特性を活かし，新たな需要

分野での適用事例が増えつつある．特に，東北地方太平

洋沖地震以降，想定地震動の巨大化（液状化範囲の拡

大）や津波に対する対策として，鋼矢板を堤体の法尻に

設置する堤体抑制や，堤体法肩に鋼矢板を 2 列設置し，

地震・津波作用時に堤防機能を保持する海岸・河川堤防

補強での需要が高まっており，ハット形鋼矢板の適用事

例も着実に増大している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 沈下対策（応力遮断壁）への適用 

 

当近畿地区でも，先行して市場投入した 10H，25H の適

用事例は着実に増加しつつあるとともに，今年度，南あ

わじ市の福良港の護岸工事で，45H の適用工事が実施さ

れる（写真-8.9）など，ハット形鋼矢板の適用事例は，

今後，飛躍的に拡大していくことが期待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 現場納入したハット形鋼矢板（45H） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 鋼矢板打設状況 

6. おわりに 

ハット形鋼矢板は，鋼矢板の製造技術と，設計，施

工に関する利用技術を結集して開発した建材製品であ

り，今回の 45H, 50H 型の投入によりほぼ本設需要を網

羅できるラインナップが整った．今後は，幅広い分野

で建設コスト縮減，工期短縮等に繋がる技術提案を進

め，ハット形鋼矢板の普及を促進することで全国的な

インフラ整備に貢献したい． 
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第二阪和国道の切土工事におけるＩＣＴ 

（ｉ－Ｃonstruction）の取り組みについて 
 
 

 
橋本 清秀1・加藤  修2 

 
1浪速国道事務所   建設監督官  （〒573-0094大阪府枚方市南中振3丁目2番3号） 

2中林建設株式会社 土木部 工事課 （〒556-0014大阪府大阪市浪速区大国2-1-19）. 
 

 「第二阪和国道」切土工事において、ドローンを用いた三次元測量を行い、三次元データを

用いてマシンガイダンスを搭載したバックホーにより、切土の施工管理と出来形管理を行った。

建設業の生産性向上を図るＩＣＴ（i-Construction）における切土工事のモデル的な工事とな

るため、施工者にとっての生産性向上部分の課題や改善点、今後の展望及び監督者にとっての

施工性や品質、出来形確保向上部分の改善点、今後の展望を述べるものである。 
 

キーワード ICT,UAV,ドローン  
 
 
 

1. 第二阪和国道の概要とＩＣＴの概要  

 
１）第二阪和国道 

 第二阪和国道は、大阪府阪南市自然田から和歌山県和

歌山市元寺町を結ぶ延長約20.6ｋｍの地域高規格道路で

国道26号に於ける慢性的な交通渋滞の解消、急カーブ、

急勾配等の解消を主な目的として計画された道路です。 

 平成15年4月19日に阪南市自然田～箱作ランプ間を、

平成16年6月19日に箱作ランプ～箱の浦ランプ間を、平

成23年3月26日に箱の浦ランプ～淡輪ランプ間を、平成

27年9月12日に平井ランプ～大谷ランプ間を、平成29年4

月1日に淡輪ランプ～平井ランプ間をそれぞれ、暫定２

車線で供用開始したものである。 

今回、ＩＣＴ技術を活用したモデル的な切土工事（第

二阪和国道大谷地区道路整備工事）は、平成29年4月１

日に淡輪ランプ～平井ランプ間を暫定2車線で供用開始

した区間内で淡輪ランプに隣接した大谷地区で実施した

ものである。 

 

今回実施した切土工事の概要 

・掘削工 43,650m3 

（土砂2,500m3、軟岩34,840m3、中硬岩6,310m3） 

・法面整形工 6,440m2 

・植生工 6,880m2 

・排水構造物工 １式 

 

 

図－1 位置図 

 

 2）ＩＣＴの概要 

  近年、建設業界に取り巻く問題として労働力不足 

 が最重要課題となっている。時代の流れとして、過去

の労働力過剰時代から昨今の労働力不足時代へと移り

変わっている。その根源には建設業界の世間からの評

価が回復及び安定的な経営環境が実現し始めている今、

根本的な生産性の向上に取り組む必要がある。 

  そこで、ＩＣＴ（i-Construction）を活用すること

により、以下の4項目を目指すものである。 

① 一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境

を改善。 

別紙―２ 

施工場所 
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② 設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るな

ど魅力ある建設現場。 
③ 死亡災害ゼロを目指し、安全性が飛躍的に向上。 
④ きつい、危険。きたない」から「給与、休憩、 

希望」。 
実施内容は、測量・設計から施工・検査、さらに 

は維持管理・更新までのすべてのプロセスにおいてＩＣ 
Ｔ技術を導入する。 
 その具体的な内容として、以下の4項目があるが、そ 
のうち、3項目（①～③）を今回工事にて実施したもの 
である。 

① ドローン等による3次元測量 

② 3次元測量データーによる設計・施工計画 

③ ICT建設機械による施工 

④ 検査の省力化 

 
 

2.  ＵＡＶによる切土工事 

 
1）ドローンを用いた3次元測量 

 3次元測量にはＵＡＶ（Unmanned Aerial Vehicle）と

いう無人航空機（ドローン）による写真測量や、レーザ

ースキャナーを利用した測量方法があります。 

今回の工事施工箇所においてはドローンを活用して3

次元測量を行っており、ドローンを用いる一番の利点と

して、法丁張りを掛ける必要がないことで工程短縮及び

人員削減が行われ、また、重機が動いている状況での測

量作業が不要となることで安全性が向上すると考える。 

 現場ではドローンを飛行させ、UAV搭載のカメラ＋GPS

と解析ソフトにより3次元立体形状データを作成しまし

た。 

 

    写真－1 ドローン飛行状況 
  
 ドローンでの空撮にあたり多数の画像を撮影し専用ソ

フトで解析を行った。それを、１つのデータとする為に

は等高度・等速度・直進する連続した画像の取得が必要

となります。また、前後左右を必ずラップさせる必要が

あるので離発着以外はソフトにより自動航行管理を行い

ました。 

 
   図－2 ドローン空撮ラップイメージ 
 
ここで最も注意が必要なのは、ドローン飛行禁止区域

等に関してです。これは、航空法により事前の調査が必

要であり、空港及び空港周辺・人口密集地区上空、学

校・病院の上空等の様々なケースでの禁止区域が設定さ

れているためです。 
今回は、近接して岬高校があり、学校に赴き許可を得

ました。又、関西国際空港にも近く航空航路区域に指定

されている為、関空へ問い合わせをし確認をおこなった

ところ、地盤から270ｍ以上の高さまで飛行させなけれ

ば良いとの回答を頂きました。ＵＡＶ飛行上限高さも地

盤から150ｍまでとなっているので条件をクリアしてる

事を確認しました。 
 

 
       写真－2 学校及び関空写真 
  
まずは、計測精度を確保するためにＧＣＰ（GROUD 

CONTROL）の設置を行いました。 

 今回の施工箇所においては、測量延長が１００ｍであ

るが、ＧＣＰを40箇所設置しました。 

 ＧＣＰとは測量成果として精度を向上させる為に上空

から認識撮影できる座標（X・Y・Z)を持った対空標識の

事です。 

 

岬高校 

関西国際空港 
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         写真－3 GCP設置 
 
 次にドローンを飛行及び空撮を行い、そのデータを基 
に点群データーを取得します。 
今回は６,９９１m2に付き点群データーの数は７,１４ 

６個となりました。点群データーとは位置情報としての

X座標・Y座標・高さの数値化されたデータとなります。 
 

 

    図－3 点群データ一部抜粋 
 
上記の点群データを基に3次元化を行いました。 

 
      図－4 3次元測量結果 
 
 
 
 
 
 
 

2）マシンガイダンスを搭載したバックホーによる 
 掘削 
 
 3次元データを活用しマシンガイダンスを搭載したバ

ックホウによる施工を行った 

 

  図－5 GNSSによるバックホウガイダンスイメージ 
 
 今回は施工規模により０．４５m3級バックホウ1台に

より施工を行った。 
 まず最初にバックホウにバックホウガイダンス器具の

取付を行った。 

 
   写真－4 バックホウガイダンス器具取付 
 
 バックホウガイダンス器具を取付後、切土を行った。 

 

     写真－5 切土作業状況写真 
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     写真－6 切土作業状況写真 
 
 切土完成後、ドローン空撮により施工完了による結果 
のデータを取得したのが以下の結果である。 
 

 
     図－6 起工測量3次元測量結果 

 
図－7 施工完了3次元測量結果 

 

 
    図－8 UAVによる出来形結果 
  
 検証結果としてはUAVによる測定では平均値+9.1㎜に

なり平均規格値±70㎜をクリアしています。 
バックホウガイダンスによる誘導とオペレーターの丁

寧な切土作業により良好な値が出たと思われる 
 
 

3.  ＩＣＴ活用による効果及び課題 

1)活用による効果 

①ＵＡＶ測量 

  ・従来の測量では人的に行っているため、当該現場

では法面上での作業となり法面からすべり落ち

危険が伴っていたが、ＵＡＶ測量をする事によ

り安全性が向上した。 

  ・測量の作業時間も従来であれば起工測量、出来形

測量共に各々３日（3日×8時間=24時間）で合計

48時間かかっていいたところが、ＵＡＶ測量をす

ることにより、起工測量及び出来形測量共に

各々１時間の合計2時間の飛行でデータを取得す

る事ができ生産性が向上した。 

0 20 40 60

ＵＡＶ

従来

起工測量

出来形測量

       図-9 工程比較表 

 

②バックホウガイダンス搭載のバックホウ掘削 

  ・従来の掘削では、オぺレーターが重機から降りて 

法勾配があっているか丁張を確認しながら作業

を行っており、安全面からも法面を昇降するの

で危険であったが昇降する事がなくなったので

安全性が向上した。 

時間 
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・従来の測量が不要となった事により重機周辺へ 

   近寄らなくなり安全性が向上した。 

  ・掘削作業も画面を見ながらガイダンスに従い行う 

のでオペレーターの理解度も向上し監督とオペ

レータとの意思の疎通が無くなり間違い等が減

り生産性が向上した。 

  ・設計に対してミリ単位で低い高いが判断できるの 

で出来形の精度が向上した。          

  ・従来であれば、掘削において丁張りで6日、法面 

整形で20日かかるところが、不要となり約26日間 

の工程短縮となった。 

 

2)活用による課題と改善点 

①ＵＡＶによる現況測量 

 ・前工事にて掘削工事の一部が実施済みであり、残 

りの掘削工事が今回の工事であったため、課題

とならなかったが、現況が地山からの掘削であ

れば、課題となるのが伐採である。 

・起工測量をするに当たり、従来測量では山など

の現況測量をする際は伐採をある程度行いなが

ら№測点毎（断面管理）に光波やレベルを用い

てデータを取っていくが、ＵＡＶに関しては面

的管理となる為、伐採をすべて終わらせてから

ＵＡＶにて写真撮影を行いデータを取得する必

要がある。 

・全面伐採をするのにパイロット道路の設置等を

行いながら施工をするので、その時点で現況地

山の形状が変更し土量数量への影響が出てくる

と考えられる。 

その為、、パイロット道路の設置により現況が

変更した部分はそのままデータを取り反映をさ

せる。また、測量データ取得前にパイロット道

路により発生した土量は別途測量等を行い、数

量を把握する。 

 

②ＵＡＶによる出来形測量 

  ・土工事での出来形測量は１段毎の測量となり、小

段排水の施工前にも測量データを取得する必要

がある為、非常にコスト高となる。 

  ・岩盤時の出来形は掘削作業時に大型ブレーカに

て表面を斫り凸凹になる為、規格値に収まら

ない場合がある。又、軟岩Ⅱ以上については

掘削時、節理に添って割れる為、計画通りにな

らない場合がある。 
 

③岩線計測 
・岩線の変化点でデータ取得するが、岩の種類毎

に全面掘削を完了してからデータ取得となるの 
 
 

で、今回の現場では、工程上不可能であったた

め、従来通りの光波とテープによる計測を行っ

た。そのため、範囲を決めてデータを取得した

としても取得した所としていない所の境目のデ

ータが掘削等の施工中である為、大型重機（バ

ックホウやブルドーザ）等でデータ取得する前

に掘削や盛り替えをする必要がある。 
今回の現場での、岩判定の測量では軟岩Ⅰで 1

回、軟岩Ⅱで 1 回、中硬岩で１回の合計３回の

飛行であるが、工程上全面出しでの測量は不可

能であるため、区割りして測量データを取得す

るに当たり、14 回の飛行が必要になるので、約

5倍のコスト増となる。 
      
④技術力 

   労働力不足の対策としてＩＣＴ技術の発展を進め 
てきているが、機械等の誘導に従い作業を行って

いると本来熟年のオペレータの様に技術が身につ

いており何かあった時、現状に合わせて施工を行

う事ができ対応ができるがこれからの若年層の様

に機械の指示で作業を行っていると誘導が無けれ

ば何もできない又は現状に合わせて作業をする事

ができない。 
   技術が身についていないと言った現象が起きる可

能性もあり将来が不安である。 
   
 
４．まとめ 
  今回、既に切土工事の一部が完成している箇所にお

いて、残りの切土工事を施工するにあたり、ＩＣＴ技

術を活用し施工したところ、起工測量をＵＡＶによる

ＧＰＳ自動航行で実施し、通常１～２日かかる作業が

短時間で完了するなどの効果があった。また、法面整

形ではバックホウガイダンスというＩＣＴ技術を活用

したことで、手戻りのない作業が可能になるとともに、

均一な施工となり品質が向上した。また、安全面にお

いても、重機が動いている状況での測量作業が不要に

なることで、安全性が向上した。 
  一方で、今回工事のような切土工事であれば、岩 

種別が変更となる箇所でのＵＡＶ測量が効率的に実施

できないため、従来の測量を併用しながらの作業とな

り、作業効率が向上しなかった。 
このように課題はあるものの、開通を控えた工事

で、隣接する盛土工事や後工事の舗装工事と工程調整

を行いつつ、切土工事内に工事用道路を確保する必要

のある工事のおいて、ＩＣＴ技術を活用し、工程短縮、

品質向上、安全面について一定の効果を確認出来たこ

とは、今後のＩＣＴ技術の普及に貢献できたと考える。 
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管理型海面処分場の利用促進のための試験杭の

打設について 
 

上中 一弘1 
 

1近畿地方整備局 神戸港湾事務所 保全課 （〒651-0082神戸市中央区小野浜町7番30号）. 

 

管理型海面処分場に適切な遮水性を確保した状態で基礎杭を打設することが可能になれば，低レベルの

利用状態にある処分場跡地の利用レベルを向上させ，その経済効果を周囲に波及させる事が可能となる．

そこで，より安価で確実な遮水層を貫く杭打設方法について知見を得るべく，尼崎西宮芦屋港にて，焼却

灰等の廃棄物地盤において実施した杭打設試験で以下の知見が得られた．まず，オールケーシングを併用

した中堀圧入工法は未処理廃棄物地盤に加え，焼却灰等の廃棄物地盤でも有用性が確認された．一方，中

堀圧入工法，打撃工法を単独で用いた場合にはそれぞれ施工上の課題及び杭先端における廃棄物の連れ込

みが確認された．また，打撃工法に併用する補助工法については一定の有効性が確認できた． 

 

キーワード 管理型海面処分場，杭，粘土層，遮水，跡地利用  
 

 

1. はじめに 

 

海面処分場は大都市の海面を埋め立てて造成されるこ

とから，土地利用上大きなポテンシャルを有している．

しかしながら，図-1.1のとおりその利用実態は公園やグ

ラウンド，農地等の基礎工が不要な底層利用となってい

るのが実態である．これは，海面処分場がその立地上軟

弱地盤であり，高層利用を行うには基礎杭の打設が不可

欠である一方，遮水層として自然に堆積した粘土層地盤

の遮水性を期待している事から，これを貫くことによる

影響を適切に把握しなければならないためである． 

このため，本試験施工は既往の知見を踏まえ，焼却灰

等の廃棄物地盤における杭の打設における影響等を調べ

るために実施した．なお，実施に当たっては別途設けら

れている管理型海面処分場の早期安定化及び利用高度化

技術に関する委員会より意見をいただきながら施工して

いる． 

 

 

図-1.1 廃止された最終処分場跡地利用の実態1) 

 

2. 既往の知見について 

 

(1) 既往の施行事例 

菊池ら1)の調べによると管理型処分場への杭打設事例

は2件あるが，内1件（第二名神高速道路桑名ICでの橋梁

基礎打設）は処分場の構造基準が定められた平成10年前

後に検討されており，処分場外周全体に遮水壁を不透水

層まで打設するような工法をとっているため，本項では

もう1件の東京港臨港道路建設に伴う橋梁基礎杭打設に

ついて事例を示す． 

a) 概要 

東京港臨港道路第（Ⅱ）期事業においては一部の工区

が廃棄物処分場に位置する橋梁工区となっている． 

当該工区は厚さ10m程度の廃棄物層の下に遮水層とな

る厚さ20～40mの軟弱な荒川沖積層が堆積しており，橋

梁構造を支える支持層はその下部に位置する．このため，

杭が遮水層を貫いても遮水機能を保持するような基礎杭

施工方法が検討された． 

b) 施工方法 

本工区では以下の方法で杭の施工が実施された． 

まず，オールケーシング工法により廃棄物層を掘削，

除去し，その中に廃棄物層と杭を隔離するための外周管，

及び本杭を打設することにより，遮水機能を保持しつつ

基礎杭の打設をおこなっている．（図-2.1） 

しかしながら本工法はケーシング，外周管，本杭と三

重の施工が必要であり多大な施工費用を要することが課

題である． 

別紙―２
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廃棄物層

遮水層

支持層

1m
3m

1.8m

流動化処理土

セメントモルタル

ケーシング

外周管

本杭

 
図-2.1 三重管工法の概念図2) 

 

(2) 模型実験 

 菊池ら1)が，管理型海面処分場に基礎杭を打設する際

に遮水層に与える影響について実施した模型実験の結果

が2012年にとりまとめられている．以下にその結果の概

要を示す． 

a) 杭打設に伴う廃棄物等の連込み 

 廃棄物等の連込みによる遮水層への影響深度は，粘土

の圧密状態の違いにより異なり，正規圧密状態では杭径

程度，過圧密状態では杭径の3～6倍程度まで影響がある． 

 また，廃棄物等の連込み低減の観点からは，杭打設工

法として中堀工法が最適である． 

b) 粘性土地盤と杭等の境界面における透水特性 

 杭と粘土の間に空隙が出来ないよう施工した場合でも

粘土が過圧密状態であれば杭境界面での透水性が多少上

昇するが，それはわずかであり，ほとんど問題にならな

い．また，正規圧密状態であれば透水係数の上昇はほと

んどない． 

 また，杭と粘土の間に空隙が生じるよう施工した場合

には，相当量の通水が杭境界面で生じるが，正規圧密状

態まで載荷すれば粘土と杭の空隙はほとんど閉塞し，閉

塞後の境界面の透水性は非常に低くなる． 

 このことから，粘土と杭との境界面における透水性は，

杭打設後の圧密状態による影響が大きいが，杭打設前の

圧密度の違いによる影響はほとんどない． 

 

(3) 未処理廃棄物地盤における現場試験 

 本試験に先立ち，東京港の海面処分場（中央防波堤外

側処分場）で未処理廃棄物地盤に対する杭の打設試験が

実施されており，渡部ら3)が2016年にその結果をとりま

とめている．以下にその結果の概要を示す． 

 オールケーシングを併用した中堀圧入工法及び中堀圧

入工法では，杭先に絡まった廃棄物の連れ込みは見られ

ず，いずれも基準省令に示された遮水性能が得られた． 

一方，打撃工法で施工した杭では先端に梱包用プラス

チックバンドのような紐状のもの等の廃棄物の連れ込み

量が多く，漏水量も多くなった． 

 また，ＰＨＣ杭についても中堀圧入にて試験を行った

が，断面積が大きいため押し込み抵抗力が大きいこと，

内径が小さいため杭内部でオーガスクリュと土砂と廃棄

物が絡まり閉塞すること，内径が小さいためハンマグラ

ブが使用出来ないことによって打設不能となった． 

 

 

3. 試験実施上の着目点 

 

 上述の既往の知見を踏まえ，ガイドライン作成の基礎

資料として以下の点に着目して試験を実施した． 

・三重管に変わる安価な各施工方法の適用性の判断材

料として焼却灰等の地盤における杭先端の廃棄物の

連れ込み状況の確認と杭周面における遮水性の確認 

・杭先端の廃棄物連れ込み確認としての水中カメラ観

察の有効性の確認 

・施工時の留意点，課題の抽出 

 

 

4. 試験内容 

 

(1) 試験場所の概要 

今回の試験は，尼崎西宮芦屋港尼崎地区の西の端に

位置する大阪湾広域臨海環境整備センター所有の尼崎沖

埋立処分場の管理型区画にて実施した．試験場所と各杭

の打設位置を図-4.1，図-4.2に示す 

 

図-4.1 試験場所 

 

覆土・盛土層

廃棄物層

遮水層

case4（打撃補助工法有）,
ボーリングNo.A

case1（オールケー
シング＋中堀圧入）

case2（中堀圧入）
case3（打撃）,
ボーリングNo.B
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図-4.2 試験杭打設位置 

阪神尼崎駅

試験場所
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 (2) 事前調査 

 杭の打設試験の実施に先立って打設箇所にて，廃棄物

層の性状確認及び遮水層の深度確認のため土質調査を実

施した．なお，調査箇所は杭打設箇所を30mの直線で結

んだ両端において実施している． 

a) 廃棄物層の特性 

 本試験地の廃棄物層は焼却灰が構成の主な要素を占め

ているが，粉砕されたプラスチック片等の混入も見られ

た．表-4.1に詳細を示す． 

b) 粘土層の特性 

 本試験地の遮水層を構成している沖積層上部は尼崎粘

土層と呼ばれる海成の沖積粘土層である．一般には高含

水量で柔らかく，組成均質なシルト質粘土又は粘土質シ

ルトをなす．土質調査の結果として，本試験地は廃棄物

層以深に存在するAsc層（粘性土Ⅰ層）と，さらに下の

Ac層（粘性土Ⅱ層）で構成される事が判明した． 

粘性土Ⅰ層は埋立以前の海底面下を覆う表層堆積物で，

層圧は1.40～2.20mである．砂質粘土や粘土で構成され，

柔らかい部分と硬い部分が互層状をなし，N値は7～11を

示した． 

粘性土Ⅱ層は海底面下堆積物に相当する粘性土層であ

る．概ね組成均質な粘土質シルト又はシルト質粘土で，

N値は3を示した． 

 また，圧密状況については，圧密降伏応力と有効上載

圧の関係から図-4.2のボーリングNo.A側において未圧密

（粘性土Ⅰ層）及び正規圧密（粘性土Ⅱ層）を示したが，

ボーリングNo.B側では両層とも過圧密を示している．こ

れは調査位置が近接していても盛土・覆土及び廃棄物等

の上載圧によって，対象粘性土層が受けた人為的な応力

遍歴の違いによるものと考えられる． 

 

(3) 杭の諸元と打設深度 

 打設する杭は鋼管杭（φ1000,t=12）とし，打撃工法

にて打設を行う２本については先端内側に先端補強バン

ドを取り付けている． 

 

表-4.1 廃棄物の組成試験結果一覧表 

重量(kg) 組成(重量%) 重量　(kg) 組成(重量%)

プラスティック類 0.007 0.1 0.007 0.2

木・草類 0.001 0.0 0.021 0.6

紙類 0.001 0.0 0.001 0.0

繊維類 0.002 0.0 0.000 0.0

金属類 0.080 1.5 0.072 2.0

ガラス・陶磁器類 0.052 1.0 0.090 2.5

下水汚泥 0.000 0.0 0.000 0.0

無機性汚泥 0.000 0.0 0.015 0.4

焼却灰 2.620 47.7 2.785 77.8

スラグ 0.000 0.0 0.000 0.0

改良土 0.000 0.0 0.000 0.0

土砂・石 2.730 49.7 0.593 16.5

組
成

(

乾
き
ベ
ー

ス

)

採取地点

NO.A及びBの平均

GL8m付近 GL13～14m付近

 

 
図-4.3 土質調査結果 

 

 また，打設深度は廃棄物除去を確認するための2m，水

位変化観測のための根入5mの計7m遮水層に貫入するよう

に土質調査結果から設定した．なお，一般廃棄物の最終

処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

を定める省令によって最終処分場の遮水工は透水係数が

1×10-5cm/s以下の地層を5m以上確保するものとなってい

るため，杭の打設深度はこれを確保する深度で設定され

ている． 

 

(4) 杭打設方法 

 今回試験を行う打設工法は委員会において，東京港に

おける試験結果及び実施工への適用性を加味して決定さ

れた． 

a) case1オールケーシング＋中堀圧入（二重管） 

 本工法はオールケーシングにて廃棄物層を除去後，ケ

ーシング内に杭を立て込み，間詰砂充填後，中堀圧入に

て遮水層に杭を貫入させる工法である．（図-4.4） 

 本工法の利点は三重管より安価な事，ケーシング内の

廃棄物層を撤去した後に杭を立て込む事により，杭先端

における廃棄物の連れ込みを確実に防止できる点にある．

欠点としては通常の中堀圧入に加えてオールケーシング

での先行掘削が必要となるため後述の工法に比べ費用及

び工期がかさむことである． 

b) case2中堀圧入（一重管） 

 本工法は中堀圧入によって遮水層上面まで杭打設後，

ハンマグラブにて杭内の廃棄物を除去し，杭先端の廃棄 

 

覆土・盛土層

廃棄物層

遮水層
2m

間詰砂

ケーシング

本杭
 

図-4.4 二重管工法の概念図 

新技術・新工法部門：No.24

3



物の連れ込みを確認した後，再度中堀圧入にて遮水層に

杭を貫入させる工法である． 

 本工法の利点としてはcase1のようなケーシングの打

設が不要なため費用及び工期が低減出来る点にある．し

かしながら，東京港での試験の際には廃棄物がオーガス

クリュに絡まるような施工上の課題が判明している． 

c) case3打撃（一重管） 

 本工法は油圧ハンマによって遮水層上面まで杭打設後，

ハンマグラブにて杭内の廃棄物を除去し，杭先端の廃棄

物の連れ込みを確認した後，再度油圧ハンマにて遮水層

に杭を貫入させる工法である． 

 本工法の利点は各ケースの中で最安価で施工可能であ

る事である．欠点は杭先端における廃棄物の連れ込みが

懸念される． 

d) case4打撃＋補助工法（一重管） 

 本ケースは杭先端に連れ込まれた廃棄物の除去方法と

して，下記の補助工法の有用性を確認するために実施し

た．case3との差異は以下の補助工法を追加で実施して

いる点である． 

まず，ハンマグラブにおける廃棄物層の除去後，オー

ガスクリュを立て込み拡大ビットにおいて杭先端の遮水

層を拡大掘削する．その後，底ざらいバケット（ドリリ

ングバケット）において土砂を除去している．（図-

4.5） 

 

(5) 杭内カメラ観察 

 杭先端の廃棄物連れ込みを確認するために遮水層確認

後1m及び2m掘削した段階で杭内の水替えを行い，それぞ

れ水中カメラにて観察を実施した．なお，case1につい

てはオールケーシングによる掘削時に実施している． 

 

(6) 杭内水位観測 

 杭周面における遮水性の確認のため，所定の深度まで

杭を打設後，杭先端までハンマグラブで遮水層を除去，

杭内水位を地下水位-2.0mに調整し，水位観測を実施し

た．なお，観測は一年間を予定し，本論文執筆時点で継

続中である． 

 

回転

土砂取込み口

底ざらいバケット

拡大ビット（杭径+200mm程度）

廃棄物層

遮水層

鋼管杭

 

図-4.5 補助工法の概念図 

 

 

5. 試験結果 

 

(1) 試験杭打設結果 

計画では遮水層が-11.09m～-12.29mで確認できる予定

であったが，各杭とも遮水層が想定より深い位置で確認

された．これは，計画段階では粘性土Ⅰ層の上端を遮水

層の上端としていたが，実際に掘削した土を確認すると，

粘性土Ⅰ層は廃棄物層と遮水層と呼べる粘性土層との遷

移層を形成しており，想定より深い位置にならなければ

遮水層と考えられる完全な粘土層が確認できなかったた

めである． 

また，case2においてはハンマグラブでの掘削効率が

低下する場面が見られた．これは，オーガスクリュによ

って，廃棄物と地下水が攪拌され泥土状になったためで

ある． 

さらに，case3,4においては打設時に鉱滓層にあたり

一時打設不能になる場面が見られた．この鉱滓層は廃棄

物搬入時等の仮設道路等の跡と考えられる． 

以下に，各ケースごとの詳細を示す． 

a) case1オールケーシング＋中堀圧入（二重管） 

 計画では-11.49m程度で遮水層が確認できる想定であ

ったが，遮水層が確認されたのは-14.08mであった． 

杭打設に際し，障害は発生しなかった． 

また，後述のカメラ観察で，底面に廃棄物の散在は確

認されたが，杭先端への連れ込みは確認されなかった．

（図-5.1） 

b) case2中堀圧入（一重管） 

 計画では-11.89m程度で遮水層が確認できる想定であ

ったが，遮水層が確認されたのは-14.00mであった． 

杭の打設においては日をまたいで打設作業を行った場

合に杭周面摩擦の増大により一時打設不能になる場面が

見られた．また，ハンマグラブでの杭内掘削の際に杭内

の廃棄物が泥状となり掘削が困難になる場面が見られた． 

また，後述のカメラ観察で，底面に廃棄物の散在は確

認されたが，杭先端への連れ込みは確認されなかった．

（図-5.2） 

 

 

図-5.1 case1水中カメラ観察写真 
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図-5.2 case2水中カメラ観察写真 

 

 
図-5.3 case3水中カメラ観察写真 

 

c) case3打撃（一重管） 

 計画では-12.29m程度で遮水層が確認できる想定であ

ったが，遮水層が確認されたのは-14.00mであった． 

 杭の打設においてはGL-2.0m付近で障害物（鉱滓層）

にあたり一時打設不能になる場面が見られ，GL-3.8mま

でブレーカにて障害物の破砕を行った．その後の打設に

おいても障害物層にあたっていると思われる場面はあっ

たが打設は可能であった． 

また，後述のカメラ観察で，底面に多くの廃棄物の散

在と鉛直方向に突出している廃棄物が確認された．この

鉛直に突出している廃棄物は杭先端に連れ込まれている

と考えられる．（図-5.3） 

d) case4打撃＋補助工法（一重管） 

 計画では-11.09m程度で遮水層が確認できる想定であ

ったが，遮水層が確認されたのは-12.50mであった． 

 杭の打設においてはGL-2.5m付近で障害物層（鉱滓

層）にあたり一時打設不能になる場面が見られ，GL-

3.5mまでブレーカにて障害物の破砕を行った．その後の

打設においても障害物層にあたっていると思われる場面

はあったが打設は可能であった．また，補助工法につい

ては拡大ビットでの掘削及び底ざらいバケットの施工に 

際し障害は発生しなかった． 

また，後述のカメラ観察で，補助工法実施前の観察で 

 
図-5.4 case4補助工法施工前水中カメラ観察写真 

 

 
図-5.5 case4補助工法施工後水中カメラ観察写真 

 

は杭先端への連れ込みと考えられる鉛直方向の廃棄物の

突出が確認されたが，補助工法施工後の観察では廃棄物

は確認されなかった．（図-5.4，5.5） 

 

(2) 杭内カメラ観察結果 

 計画では遮水層確認後，1m及び2mの時点でカメラ観察

を行う予定であったが，前述の遷移層があったことによ

り，予定通りの深度ではカメラ観察は実施できなかった．

また，水替えを行っただけでは浮遊物による懸濁がひど

く観察が困難であったが，水替後，一晩静置することで

懸濁物は沈降し杭の周面における廃棄物の連れ込みが確

認できる程度まで改善された． 

  

(3) 杭内水位観測結果 

 杭打設時から2017年3月15日までの水位観測結果を以

下に示す．各ケース共4.3～10.7cmの水位低下が見られ

た．この水位変動は杭内水位を周辺地盤の地下水位から

低下させて試験を実施している事を考慮すると，杭内か

らの漏水ではなく，杭内の水の蒸発によるものと推察さ

れる．（図-5.6） 
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図-5.6 杭内水位観測結果 

 

 

6. まとめ 

  

(1) 廃棄物の連れ込みについて 

a) オールケーシング＋中堀圧入工法の有効性の確認 

 廃棄物の連れ込みもなく，焼却灰等地盤においても当

該工法の有効性が確認された． 

b) 中堀圧入工法，打撃工法での有効性の確認 

 打撃工法においては廃棄物の連れ込みが確認された．

一方，中堀圧入工法において，廃棄物の連れ込みは確認

されなかった．これはオーガスクリュによって杭先端を

削孔しながら圧入するため廃棄物の連れ込みが生じにく

いと考えられる． 

 また，打撃工法においても拡大ビット及び底ざらいバ

ケットによる補助工法を用いる事において廃棄物の連れ

込みは確認されなかった． 

 

(2) 施工時の課題の抽出について 

a) 障害物層に対する留意点 

 焼却灰を主とする処分場であっても，礫や仮設道路の

跡と思われる鉱滓層など，杭が貫入不能になるような障

害物が埋設されている可能性があることが確認された．

このような場合ブレーカによる破砕や深い箇所であれば

オールケーシングによる先行削孔などが追加で必要とな

る．なお，オールケーシング＋中堀圧入で施工した場合 

 

 

 

においては当初からオールケーシングによる先行掘削を

行うため，このような不測の事態にも当初計画通りの工

法で対応が可能である． 

 また，施工計画の段階において事前調査として詳細な

埋立履歴だけで無く，仮設道路の状況等も含めた埋立時

の履歴を入手することで最適な工法の選択に役立てられ

ると考える． 

b) オーガスクリュによる掘削について 

 中堀圧入工法を単独で用いる場合，杭先端への連れ込

み確認のための杭内掘削が，廃棄物と保有水が混合され，

泥土状となり，その中に含まれる針金等がハンマグラブ

の可動部に絡まり，掘削が困難になる事が判明した． 

 

(3) 水中カメラ観察について 

 杭先端における廃棄物の連れ込み状況の確認方法とし

て一定の有効性が確認できた．透明度を上げる方法とし

て静置時間を設けること，水替え時に濁りの少ない水，

汚れのない水槽を用いる事が考えられる． 

 

(4)  杭内水位観測結果について 

 case3において廃棄物の連れ込みが確認されたが，い

ずれの杭についても水位は減少傾向であり，杭周面にお

ける遮水性は確保されていると考えられる．なお今後，

一年間継続観測を実施する予定である． 

 

 

謝辞：本試験施工を実施するにあたり，管理型海面処分

場の早期安定化及び利用高度化技術に関する委員会の委

員・関係者から多くのアドバイスをいただいた．また，

試験施工を実施するにあたっては，施工計画の立案及び

事前調査において，中電技術コンサルタント株式会社，

現地施工において，東洋建設株式会社，杭内水位のモニ

タリングにおいて応用地質株式会社から多大なご協力を

いただいた．関係各位に感謝の意を表します． 
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箕面森町「水と緑の健康都市」土地区画整理事業 

におけるＰＦＩの導入について 
 

福森 世志夫１ 
１大阪府 箕面整備事務所 （〒562-0001大阪府箕面市箕面 2丁目 12番 28号） 

 
 

 本事業は土地区画整理事業に PFIを導入した初めての事例である。 

 本事業は大阪府の北部、箕面市において大阪府が事業主体の面積３１４ｈａの特定土地区画整理事業であ

る。造成工事の着手直後にオオタカの営巣が確認されたことから環境保全ため土地利用計画を変更、当初の

造成計画が成り立たなくなり、大幅な事業計画変更を強いられた。 
事業継続には事業費の低減・平準化が不可避となり、事業の一部にＰＦＩを導入した。土地区画整理法な

どの法手続きは対象外とし、宅地造成・公共施設や付属施設の構築及び維持管理、保留地処分支援、タウン

マネジメントをＰＦＩ事業の対象とした。本事業が２０１６年３月に終了したので、その経過・効果・課題

等について報告する。 
 

キーワード ＰＦＩ，土地区画整理，ＶＦＭ，ＢＴＯ方式、モニタリング 
 

１．はじめに 

 近年の逼迫する財政のもと、多様な府民ニーズに

応える公共事業の推進には民間活力の導入による省

コスト化・効率化・高品質化などが要請されている。 

 本事業は土地区画整理事業においてＰＦＩ導入に

初めて取組んだ事業であり、同事業分野での取組は

事業中の矢幅駅前地区（岩手県）、川西市中央北地区

（兵庫県）おけるわずか２例のみである。 

 本事業は大阪府の北部、箕面市止々呂美地区にお

いて大阪府が事業主体となって進める計画戸数１，

８００戸、計画人口６，０００人の居住地区と企業

誘致地区を整備する事業面積３１４ｈａの特定土地

区画整理事業である。 

 １９９６年に事業認可を得て、１９９８年より造

成工事を着手したが、開発区域内にオオタカの営巣

が確認され環境保全対策のために土地利用計画を変

更、また隣接地に同時施工する予定のダム事業が休

止となったことで当初の造成計画が成り立たなくな

り、大幅な事業計画変更を強いられた。 

そのため、事業継続には事業費の平準化が不可避

となり、ＰＦＩ導入の検討を進めた。区画整理ＰＦ

Ｉのスキームとしては、都市計画法、道路法、河川

法、宅地造成等規制法、林地開発協議や土地区画整

理法における換地設計や事業計画などの法手続きは

対象外とし、宅地造成・道路・公園・地区センター

などの付属施設工事の設計・施工・工事監理及び         

 

維持管理、保留地処分支援、物販施設や来客用駐車

場及び里山を運営するタウンマネジメントとした。 

２００５年にＷＴＯ対象の総合評価一般競争入

札により公募し、事業者提案を審査して落札者を決

定し基本協定を締結した後、落札したグループが設

立したＳＰＣ（ＰＦＩ水と緑の健康都市株式会社）

と契約締結した。 

このたび、ＰＦＩ事業が２０１６年３月に終了し

たので、ＰＦＩ導入の経過・効果・課題等について

報告する。 

第２区域 
第３区域 

ＰＦＩ位置図 
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融資契約 

損害保険契約 

出資・劣後融資 

ＰＦＩ水と緑の健康都市㈱ 
契約 
事業 

＜損害保険会社＞ 
保険アドバイス 

大阪府 

＜金融シンジケート団＞ 
みずほコーポレート銀行 池田銀行  

直接協定 

ＰＦＩ構成

 

＜事業者／借入人＞ 

（代表）㈱大林組 積水ハウス㈱ 
＜スポンサー・株主＞ 

＜事業主＞ 

＜ＳＰＣ構成員＞ 

 

:㈱東急コミュニティ 

積水ハウス㈱ 

 

 

 

 

 

 

 
 滋賀銀行 近畿大阪銀行 

㈱東急コミュニティ 

１． 工事概要 

工事名 ： 水と緑の健康都市第 1期整備等事業   

工事場所： 大阪府箕面市下止々呂美 地内外 

施工面積：約１３８ｈａ 

受注者 ： ＰＦＩ水と緑の健康都市株式会社 

工事内容： 

①設計・建設・維持管理・運営業務 

・都市基盤施設 

   都市計画道路（６路線） 

   近隣公園、街区公園（６カ所） 

   緑地、森林公園 

・地区センター、里山 

   ②保留地処分支援業務(２０１０年９月まで) 

・全体コーディネート業務 

・販売促進業務（保留地契約代理） 

・現地販売業務（販売事務所運営） 

③独立採算事業 

・保留地先行取得業務（５０区画） 

・タウンマネジメント事業 

・商業施設等収益事業 

（駐車場、コンビニエンスストア） 

 

２．手続き経緯・経過 

 １９９５年 都市計画決定 

 １９９６年 事業計画について建設大臣認可取得 

 １９９７年 土地区画整理審議会の設置 

 １９９８年 造成工事に着手 

       オオタカの営巣を確認 

 ２０００年 オオタカ調査委員会の設置 

 ２００１年 事業計画見直し案を公表 

 ２００３年 都市計画変更・事業計画変更 

       ＰＦＩの導入検討開始 

２００４年２月 ＰＦＩアドバイザリー募集  

7月 実施方針(案)の公表 

       （ＰＦＩ事業の意思表明） 

  11月 要求水準書案の公表 

    （ＰＦＩ事業実施の意思表明） 

２００５年２月 ＰＦＩ事業者の公募 

       （ＷＴＯ対象、総合評価入札） 

  ６月 落札者の決定 

  ７月 ＳＰＣ（ＰＦＩ水と緑の健康 

          都市株式会社）設立 

  10月 ＳＰＣと契約 

２００６年４月 金融シンジケート団と直接協

定を締結 

     10月 「まちのＰＲ広告」開始 

２００７年５月 幹線道路引渡し 

     ９月 幹線道路以外の道路引渡し 

10月 まちびらき 

２０１６年 3月 ＰＦＩ事業終了 

    6月 ＳＰＣ解散 

 

３．事業の特徴・効果 

1) ＰＦＩ導入によるコスト削減（ＶＦＭ 約１３億

円）及び財政支出の平準化 

本事業においては、工事発注の一括化・大規模

化によるスケールメリットを活かしたコスト削

減、大規模造成の財政支出に民間活力を導入した

平準化、及び良好な維持管理・運営によるまちの

醸成と迅速な保留地販売を図ることを目的にＰ

ＦＩを導入している。 

  また、土地区画整理事業の性格上、事業完了を

待たずに工事完成地区から土地使用収益（まちび

らき）を開始する。そのため、道路を本来管理者

に移転し供用開始させる必要から、ＢＴＯ方式を

取っている。本来、ＰＦＩ事業としては建設・維

持管理を一括請負し、施行・運営を複合的に展開  

設計：㈱オオバ    ＜都市基盤＞ 

 積水ハウス㈱ ＜地区センター＞ 

 建設：㈱大林組    ＜都市基盤＞ 

 積水ハウス㈱ ＜地区センター＞ 

 

維持管理・運営業務（上記除く）： 
   ㈱東急コミュニティ 

 保留地処分支援業務： 
積水ハウス㈱ 

 タウンマネジメント・収益事業： 

 日本パーキング㈱ 

 

都市基盤修繕：㈱大林組 

工事監理：㈱オオバ 
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ＰＳＣとＰＦＩの年度毎経費支出額

PSC作業

建設 維持管理・運営・保留地販売保留地販売支援

設計 ・ 積算 ・ 監督 ・ 検査 ・ 運営 ・ 保留地販促・契約

監視（モニタリング） ・ 保留地（販促）・契約
案件

形成PＦＩ作業

土地区画整理事業

ＰＦＩ※は年度支出より保留地

処分金を引いた額

ピーク時の１６％～１９％に分割

ピーク時の４％～１６％に分割

Ｐ
Ｓ
Ｃ
と
Ｐ
Ｆ
Ｉの
年
度
毎
経
費
支
出
額
（
億
円
）

公共

の

作業

注）PSC : Public Sector Comparator SPC : Special Purpose Company VFM : Value for Money 

第１区域と第２区域 公立小中一貫校 

地区センター 来客者用一時貸駐車場 

することでもコスト縮減に繋がる要素となるが、

公物管理の立場を取りサービス購入型とした。 

  ＶＦＭは約１３億円であり、さらに想定より長

期金利が低くなったため、事業費は加えて約２億

円減額出来た。さらには、後年度支出となること

で保留地収入を充てることでき、保留地先行取得

の効果も相まって初年度の平成１９年度は４％ま

で、割賦払い期間中も１６％までに抑え込めた。 

  事業費の平準化により財政難のもとでの大規模

事業の進め方に事績を残せたと自負する。 

 

2) 民間ノウハウによるまちのＰＲ、イベント開催、

顧客対応 

平成１９年１０月のまちびらきに先駆けて、

「ルーフに箕面森町をプリントした車両が新御

堂を疾駆し、グリーンロードを通った先に新たな

新市街地が生まれた」という、インパクトのある

テレビコマーシャルを放映して耳目を集めると

ともに、近隣の住宅展示場において説明会を開催

するなど業界大手のハウスメーカが持つ民間ノ

ウハウを活かした顧客対応を行った。 

 

3) 民間与信力を活かした保留地販売 

ハウスメーカとしての実績により複数の金融

機関と保留地担保ローンの協定を結び、先行取得

区画にはつなぎローンを実施することで、顧客の

最終的な購入意思決定に関する不安を民間与信

力で解消させ保留地販売を進めた。 

また、不動産業界最大手からの保留地販促に関

する民間ノウハウは『官による開発を強調せよ』

という戦略的な官民役割分担であった。 

即ち、行政担当者による住宅展示場のハウスメ

ーカへの直接セールス、大阪府内で初の公立一貫

小中学校である「とどろみの森学園」の施設見学 
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会開催と子育て支援日本一を目指す箕面市の支

援内容、里山保全を掲げるＮＰＯの取組を、当事

者（府職員、箕面市教員・教育支援部署、ＮＰＯ

運営者）自らアピールすることにより、エンドユ

ーザ等の箕面森町への住替えをその気にさせる

最終意思決定を促すというものであった。 

 

4) 魅力あるタウンマネジメント、商業施設等収益事

業の展開 

まちの情報発信を行うインフォメーションセ

ンター、２４時間常駐のセキュリティー体制をと

る管理事務所を備え、郊外型のゆったりした戸建

専用住宅地でありながらマンションのような居

住環境を作った。 

また、まちびらき時には商店がなく日常品の買

い物にも困難な状況になるが、独立採算事業とし

てＡＴＭを備えたコンビニを運営するとともに、 

来客者用の一時貸し駐車場やバス待合室など

も設置して住民サービスを展開した。 

 

５．課題と考察 

1）ＢＴＯ方式 

土地区画整理事業は事業完了前から土地の使用収

益が開始（まちびらき）される。ＰＦＩ事業は施設

の建設・運営・維持管理を一括化して行うが、運営・

維持管理ができる範囲は従来型の民間委託で可能と

される範囲から変わるものではなく、公物管理の立

場から道路はまちびらき開始時に引渡され、表面管

理のみ継続するＢＴＯ方式を用いた。 

運営段階に入って、カラー舗装の歩道部にポット

ホールとひび割れが多く現れ、維持管理の契約範囲

が問題となった。 

 

 
 

 
 

歩道舗装に関しては、まちの骨格となる幹線道路

において落ち着いたまちの醸成を印象付けるため、

設計者の特別な思いを込めたものである。この補修

に関して、ＳＰＣからは設計仕様により施工し完了

検査を受けたものを引き渡しており、維持管理の範

囲外との主張がなされ、契約により補修を求める

我々と責任の所在について議論が並行した。 

歩道舗装仕様が冬季に凍上する現地の気候に合わ

ないことを立証するため半年間の暴露実験までなさ

れたが、双方納得に至る結果が得られず、徒に時間

のみ経過するので、利用者の安全レベル維持のため

補修費用は折半することで決着した。 

本来、ＰＦＩ事業は設計・施工・維持管理を一括

発注にすることにより民間のノウハウを適用した新

技術の導入・省コスト化が図れるものである。一方、

ＰＦＩ事業に関して、公共物にも独立採算型が適用

できるようコンセッション方式が進められているが、

上記問題の解決策としては公物管理の観点より供用

前に引渡しがなされることに対しても、指定管理者

制度を公物管理に適用してＢＯＴ方式へ移行するこ

とにより、維持管理段階での責任分担が明確になる

ものと考える。 

 

2）モニタリング 

ＰＦＩ事業の施工・運営維持管理に対する確認行

為はモニタリングで行われるが、会計法令に基づく

監督・検査を行ってきた我々には困難であった。 

従来型事業においても、施設の延命化・維持管理

の省コスト化に資するため、不具合が起こってから

補修する対処療法型から、日々の調査により不具合

を起こす頻度と不具合を起こした場合の重篤性をク

ロス評価して対策する予防保全型への移行を図って

きたが、監督・検査の方法は設計時に設定したアウ

トプットに対して強度等の仕様や面積等の施工量が

確保されているかという旧態依然のものである。 

ところが、ＰＦＩ事業のモニタリングにおいては、

業務の履行状況が業務要求水準を満足するものかを

確認する。モニタリングの方法においては、要求水

準の満足度合に疑義がある場合においても、質問・

指摘することは可能であるものの、直接作業指示等

は行えずに契約の基づく修補がなされることを確認

する、あるいはなされないことに対して減額等の措

置をすることとなっている。これまでの維持管理に

臨む姿勢は現地不具合に対して速やかにかつ機動的

に対応することを目標としていたため、要求水準の

履行確認から現場処理に至る流れをはっきりさせな

いと不安を感じる。 

歩道舗装のポットホール 

歩道舗装のひび割れ 
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また、要求水準が、 

 

 

 

 

として最低限の施設管理レベルでしかない。上述の

ように歩道舗装に関しては街の骨格を印象付ける特

殊舗装を用いているため、まちづくりの観点による

要求水準を設定しても良いものと考える。 

両課題においては、これまで土木職は仕様発注に

対する監理・検査を行ってきたので、資格を有する

ものによる建築確認が制度化され、デザインコンペ

や性能発注に慣れている建築職に比して取組み辛い

感がある。 

法や制度に関わる事項であるので、種々の検討を

要すると思われるが、左欄に今回の取組及び望まし

いと考える比較案を提案したい。 

 

６．終わりに 

ＰＦＩの導入は、財政の逼迫する中において事業

費の平準化が図られることにより大規模事業の推進

に大きく寄与できるものであることがわかった。し

かし、ＰＦＩは民間ノウハウを活かせるだけのスケ

ールや検討段階からアドバイザリー契約を行うこと

により通常の公共事業にはない費用を要することか

ら、これからの社会傾向、減少人口や少子高齢化を

前提としたまちづくりであるコンパクトシティや既

存ストックを活かすためのネットワーク化などに移

行していかなければならない状況からすると、新た

な郊外開発型の大規模土地区画整理事業に適用され

る可能性は低い。環境対策としての沿道区画整理事

業や津波対策としての津波防災住宅等建設区を設け

る土地区画整理事業などへ適用が望まれる。 

一方で、従来より行われてきた仕様発注による施

工監理・検査に加えて、品質管理が保てる多様な契

約形態は増えてくる。指定管理者制度など既に履行

確認による事業監理が行われており、今後導入され

る維持管理の地域的・包括的民間委託に移行するに

際しても要求水準による性能発注がなされるものと

推量する。このような時勢からの要請に対して、技

術者として我々公務員は要求水準の監視（モニタリ

ング）など新たなスキルを習得していかなければな

らないと感ずる。 

 

 

 

ＢＴＯ方式 

 

今
回
取
組 

 

設計業務及び建設・工事監理業務に着手。 

まちびらき時に新設施設として検査。 

公的管理のため施設に関する全てを引渡し。 

改めて、表面の維持管理業務に着手。 

ＰＦＩ終了時＝施設の維持管理業務の終了。 

（建設時と維持管理時で責任が分化） 

 

望
ま
し
い
案 

 

設計業務及び建設・工事監理業務に着手。 

まちびらき時に新設施設として状況確認。 

許認可権等、施設の公的管理を引渡し。 

引き続き、表面の維持管理業務に移行。 

ＰＦＩ終了時＝施設の維持管理業務の終了。 

       供用施設機能の引継ぎ検査。 

（建設時から維持管理時まで一貫した責任） 

 

 

 

モニタリング 

 

今
回
取
組 

 

道路維持管理要求水準（一部省略） 
・舗装面の段差・穴・亀裂等、排水施設の

破損・亀裂等、交通安全施設の不具合、

法面に崩れ等の異常が発生した場合は、

その状態を把握し、緊急度に応じて適正

な補修・修繕又は取り換えを行うこと。 

 

望
ま
し
い
案 

 

道路維持管理要求水準（一部省略） 
・同上 
・加えて、道路が街の骨格を印象付ける機能

を有することに鑑み、幹線においては段

差・穴・亀裂等は直ちに補修し、以降は不

具合を起こさせないよう質的改良を提案す

る。 

 

 

 

 

「事故を起こさない。あるいは、不具合があれば

排除する」 
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タブレットを用いた施工管理帳票の 

作成時間短縮について 
 

 

村井 貫二1・長谷川 裕員2 

 
1清水建設（株）関西支店 土木部 （〒541-8520 大阪府大阪市中央区本町3-5-7） 

2清水建設（株）関西支店 土木生産計画部 （〒541-8520 大阪府大阪市中央区本町3-5-7）. 

 

 近年の建設分野における作業環境は、国交省主導のもと官民で積極的に推進されている「i-

Construction」をはじめ、生産性向上や働き方改革による大きな業務形態の変革が求められて

いる．この動きの中で土木工事でもIoT、ICT、AIなどの技術を用いた新しい試みが次々と提

案・実践されている．本論文においては、施工管理における検査記録作業の省力化を目的に新

しく開発したタブレットシステムを用いることによる施工管理帳票の作成時間短縮化を行った

適用事例を述べる． 

 

キーワード 情報化施工，タブレット，省力化，施工管理帳票，i-Construction  

 

 

1.  はじめに 

大阪府河川事業の一環で、平成25年10月に発表された

南海トラフ巨大地震の被害想定に対応する耐震対策とし

て、平成26年から防潮堤補強工事が進められてきた． 

本工事は、神崎川筋系の水門に挟まれた西島川におい

て、南海トラフ巨大地震時に発生が予想される液状化に

伴う防潮堤の変位・沈下を防ぐ耐震補強工事である．

（図-1） 

西島川は全区間にわたり、矢板背面に植樹帯が設置さ

れており、市道が背後地に存在する．また、西島川の防

潮堤は大半の構造が「矢板護岸＋控え杭（タイロッド

式）」で、特殊構造部（コンクリート特殊堤」が部分的

に存在する．耐震補強工事は施工幅員=約7m、施工延長

=574.2mであり、防潮堤の背面に分布する盛土層（B層）

と砂層（As層）を高圧噴射攪拌工法で地盤改良する計画

とされていた．狭隘かつ延長が長い箇所での施工のため、

工事エリアが分散し、エリア間の移動が多く、終日現場

での施工管理に時間を費いやされていた． 

 

2.  工事概要 

  工事件名：一級河川西島川防潮堤耐震補強工事 

H28その2（西島橋上下流左岸） 

  工事場所：大阪市西淀川区出来島3丁目地内外 

  工  期：2016年6月13日～2018年1月31日 

  発 注 者：大阪府 西大阪治水事務所 

  施 工 者：清水建設株式会社 関西支店 

 

表-1 工事数量（抜粋） 

φ3.6m L=13.06m～12.66m 301本

φ3.5m L=12.35m～10.10m 83本
高圧噴射撹拌工

 

 

 

図-1 工事位置図 

 

別紙―２ 
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図-3 標準改良区間 Type1-3 断面図 

 

3.  施工管理 

高圧噴射撹拌による地盤改良工法は、既設護岸等周辺

施設への影響を考慮し、単管工法以外の工法を選定する

ことであった．また、改良範囲の盛土層は砂礫を主体と

し、上層部には玉石等が点在しているため高圧噴射撹拌

を行うためには先行削孔を必要とする地盤であった．本

工事では、地盤条件に適応する「空気連行型大型多重管

高圧噴射撹拌工法＋ダウンザホールハンマー併用（ＮＪ

Ｐ－Ｄｙ工法）」での施工を採用し、先行削孔を不要と

した．（以下、ＮＪＰ－Ｄｙ工法と称す．）（写真-1） 

ＮＪＰ－Ｄｙ工法では集中管理システムを使用し、ロッ

ド回転数・造成圧力・深度・積算流量の4項目を常時制

御管理することができるが、その記録はチャート紙によ

り、電子データ化は対応していない．（写真-2） 

本工事で扱う施工管理の検査項目は、「西大阪治水事

務所 神崎川出張所所管 一級河川神崎川外 防潮堤補

強工事 地盤改良工法 施工管理要領書（案）」に準じ、

施工機械の設置と盛替時に行うキャリブレーション検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 ダウンザホールハンマービット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 集中管理システム 

図-2 全体平面図 

ダウンザホールハンマー 

モニター 

記録計（チャート） 

管理計 
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（１５項目）と地盤改良杭の造成時の施工管理チェック

項目（杭１本当り２６項目）であった．（表-2） 

 

表-2 施工管理項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  省力化の取組みについて 

現在、国交省主導による「i-Construction」が官民挙

げて推進されるなど、生産性向上に向けた土木分野の省

力化施工の動きが盛んに行われ、さまざまな技術やツー

ルが活用されている． 

施工管理における検査の記録作業では、これまで表

計算ソフトなどで作成した記録用紙を用いて現地で数値

や文字を記入して記録を取り、記録した用紙を見ながら

データをパソコンに入力して帳票の作成を行っている． 

本工事では杭の造成（３８４本）における検査作業が

主な施工管理業務である．この繰り返し行う検査作業を

少しでも効率化するための新しい試みとして近年導入し

たタブレットを用いた検査システムを開発し施工管理に

導入した． 

本論文では、今回開発したタブレットを用いた検査シ

ステムを用いることにより検査データのデータベース化

を行い、帳票作成（事務所でのデスクワーク）において

の省力化（時間短縮）に取組んだ事例について述べる． 

 

5.  タブレットシステム 

杭造成プロセスにおける施工管理検査に用いたタブレ

ット検査システムについて以下に述べる． 

 

(1)システムの概要 

 本システムは、タブレット検査システムと事務所のサ

ーバー検査システムの２つから構成されている．システ

ムはクロスプラットフォームデータベースソフト「ファ

イルメーカープロバージョン１５」を用いて開発してお

り、タブレット検査システムは「ファイルメーカーＧＯ

１５」を用いて実行している．図-4にシステム構造概念

図を示す． 

本工事では杭造成を２セットの施工機械により離れた

２箇所で行うため、２台のタブレットを用いて作業を行

い、サーバー検査システムにデータを転送して検査デー

タの統合を行うことで工事全体のデータベースを管理し

ている．タブレットは社内ネットワークに接続できない

場所で使用するため、施工中のデータはタブレット検査

システムのデータベースに保存を行い、一日の作業終了

後にまとめて事務所のサーバーに転送する仕組みを採用

した．システムを用いた運用フローを図-5に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 システム構造概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 システムを用いた運用フロー 

施工日

杭　 番

杭タイプ

立会者名

単位作業

杭芯出し

ﾏｼﾝ据付

X

Y

X

Y

11.3 ｍ以上

下層： 15 分/m以上(90s/10cm)

上層： 17 分/m以上(102s/10cm)

下層： 28,500 ℓ以上

上層： 23,460 ℓ以上

上層

中層

下層

造成完了 設計値（ 10.8 m）以上

社内
検査

合否
判定

立会
検査

合否
判定管理項目

杭芯位置 ±５cm

プロセス フロー
管理基準

削孔角度（下端） ±０．５°以内

据付位置 ±１０cm

削孔

削孔角度（上端） ±０．５°以内

削孔深度

３００㍑/分以上

圧縮空気吐出量 ５～８m3/分

計　１,４２０kg±２０kg

モニター長 L=0.65ｍ

圧縮空気圧力 １．０５MPa以上

４０±２MPa

下層：４～１０ r.p.m以内

上層：４～１０ r.p.m以内

固化材配合 １．４２±０．０２

配合確認

固化材　　６１８kg

水　　　　　８０３kg

造成長

改良体造成

排泥汚泥

固化材スラリー積算流量

引上速度

固化材スラリー噴射圧力

回転数

固化材スラリー吐出流量
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本システムのデータベースは、検査データと写真デー

タを同一レコードで管理することでデータベースの構造

をシンプルにしており、これにより検査データと写真を

システム内で関連付けた取り扱いを可能としている． 

タブレットからサーバーへの転送処理では、施工完了

フラグと転送完了フラグの２つのフラグを用いることで

データ転送必要なデータを抽出して転送処理（図-6）を

行なっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 データ転送の処理フロー 

 

(2)システムの操作画面 

本システムでの操作画面（ユーザインタフェース）は

図面をベースにして作成し、施工の進捗状況の確認も同

時に行えるような機能を持たせている．図-7に杭の選択

画面を示す．図-7では施工区間の杭配置図面を元にして

おり、データを入力完了した施工完了箇所を赤色（A列

部）や青色（B列部）で表示している．色付けされてい

ない部分が未施工箇所を示している．未施工箇所の杭を

タッチ選択することで杭の入力画面（図-8）を表示し、

また施工完了箇所の杭を選択することで入力済データが

読み取り専用形式で表示される．タブレットではパソコ

ンと異なり細かな操作は困難なため、文字や数字の表示

もできるだけ大きくし、ボタンや入力フィールドも指で

の選択が容易なサイズとした．表示を大きくしたことで

より多くの表示エリアが必要となり、複数画面をタブで

切替えて全項目を表示する画面構成にしている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 杭の選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-8 杭の入力画面 

 

入力画面の写真エリアを選択するとカメラ撮影モード

に切り替わる．計測写真や立会写真などはタブレット内

蔵カメラを用いて撮影することで検査データと連動させ

た形でデータベースに保存される．写真撮影の様子を写

真-3に示す．また撮影した写真は拡大表示してその場で

写り具合の確認を可能にしている．システムに取り込ま

れた写真データは、サーバー転送を行うことにより、サ

ーバー上で図-9に示す杭番号別のフォルダーに自動的に

整理される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 タブレットでの写真撮影の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 自動整理されるフォルダ階層 

杭の図がボタンに

なっている 下段が A列部 

上段が B列部 
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入力画面では、入力した測定値が管理基準値の範囲に

入っているか合否判定を自動的に行う機能を実装してい

る．杭タイプにより管理基準の範囲が変わる項目に対し

ても、選択されているタイプに応じて自動的に管理基準

値を変化させて判断できる．合否判定結果が「否」とな

った場合は図-10に示すような目立つ表示を行い注意を

促す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 合否判定の表示 

 

本システムには杭造成に用いる材料搬入に関する管理

機能もあり、日々の材料搬入量が管理できる．図-11に

材料搬入の管理画面を示す．材料搬入管理では材料を運

搬してきたローリー車のナンバー、１回当りの搬入数量

および立会写真を入力してデータベース化を行い、日々

の台数や搬入数量を自動集計する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 材料搬入の管理画面 

 

6.  施工管理帳票の作成 

 一日の施工作業が完了すると、事務所に戻りタブレッ

ト検査システムから同期処理を実行してサーバーにデー 

 

 

 

 

 

 

 

 

タを転送する．サーバーに保存されたデータは、杭番号

を指定するだけで帳票書式に変換してPDF形式ファイル 

を作成する．また表計算（エクセル）形式で作成する場

合は、一度データをＣＳＶ形式で出力して専用の帳票フ

ァイル変換プログラムを用いて帳票に変換を行う． 

これまでは事務所に戻ってから現場での記録をパソコン

の帳票ファイルに打込みを行い、デジタルカメラから写 

真データを取出してサーバーに保存、整理などを手作業

で行う事に多くの時間を費やしている． 

従来の帳票作成と本システム使用時の管理帳票作成に

かかる時間を測定した結果、従来方法では40分程度を要

するのに対し、本システムを用いることで10分程度に短

縮できる結果となった．（表-3） 

今回の結果より、現場管理において情報の電子化を早

い段階で行うことにより、帳票作成など次工程での作業

を大幅に効率化できる事が期待できる． 

 

表-3 帳票作成の時間短縮 

 

 

 

 

 

 

 

7.  まとめ 

弊社の土木工事において、本システムは検査記録をタ

ブレットから入力を行って施工管理する初めての試みで

ある．今回の結果からタブレットを活用することで事務

所でのデスクワークに対する時間短縮に効果がある事が

確認できた． 

本システムの運用において、社内ネットワークを屋外

で使用することが出来なかったため、現場ではタブレッ

トにデータを一時保存して事務所に戻ってからサーバー

システムに転送する方法でデータの集約化を行った．将

来、クラウドサービスなどを利用してタブレットからの

入力を常にリアルタイムにデータ共有ができれば、さら

に業務の効率アップが図られ生産性の向上が期待される． 

 今回では検査システムからのデータを社内での共有に

限定して用いたが、今後は発注者との情報共有ができる

仕組みも取り入れていきたいと考えている． 
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